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第
二
節
騒
擾
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
の
一
考
察

第
三
節
「
公
共
の
平
和
」
説
と
「
住
民
の
法
益
」
説
と
の
関
係

お
わ
り
に
|
本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

は
じ
め
に

l
騒
擾
罪
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る

問
題
状
況
と
本
稿
の
課
題

一
騒
擾
罪
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

ω
騒
擾
罪
は
、
今
日
一
般
に
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
実
害
犯
で
は
な
く
、
危
険
犯
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
方
の
見

方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
か
、
抽
象
的
危
険
犯
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

「
危
険
発
生
が
構
成
要
件
要
素
と
な
っ
て

「
危
険
発
生
が
特
に
構
成
要
件
要
素
と
な
っ

て
い
な
い
場
合
」
を
抽
象
的
危
険
犯
と
定
義
づ
け
る
な
ら
ば
、
騒
擾
罪
は
抽
象

的
危
険
犯
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
必
ず
し
も
構
成
要
件
標
識

い
る
場
合
」
を
具
体
的
危
険
犯
、

に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、

「
法
益
侵
害
の
具
体
的
な
危
険
の
発
生
を
要
件
と
す
る
も

「
単
な
る
抽
象
的
危
険
の
発
生
で
足
り
る
と
す
る
も

の
」
を
抽
象
的
危
険
犯
と
し
た
場
合
、
騒
優
罪
は
具
体
的
危
険
犯
と
な
る
可
能

の
」
を
具
体
的
危
険
犯
、

80 北法34(1・80)

性
も
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
争
い
は
本
質
的
な
も
の
と
は
恩
わ
れ
な

ぃ
。
近
時
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
っ
て
も
あ
る
程
度
の
具
体
的
な
危
険
を
要
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
有
力
化
ぼ
騒
擾
罪
を
抽
象
的
危
険
犯
と
捉

え
た
と
し
て
も
、
そ
の
危
険
を
擬
制
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

と
い問
う題
こ t主
とむ
でし
あろ
ろ、

う何
o こ

?対
't，-勺「

共る

平安

T車
対具

主5底
力正
危
あ険
るを
い要
は求
「す
不る
特か

定
・
多
数
人
の
生
命
・
身
体
・
自
由
・
財
産
」
(
以
下
、
「
住
民
の
法
益
」
と
呼

ぶ
)
に
対
い
叫
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
い
わ
ば
「
判
断
の
対

象
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
通
説
・
判
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
後

者
も
有
力
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
前
者
の
主
張
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

騒
回
復
罪
に
お
け
る
「
多
衆
」
と
は
、
「
一
地
方
に
お

(2) 

通
説
・
判
例
は
、

け
る
公
共
の
平
和
を
害
ず
る
に
足
り
る
程
度
の
暴
行
・
脅
迫
を
す
る
の
に
適
当

な
多
人
数
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
っ
、
そ
れ
で
足
り
る
」
と
し
、
「
暴
行
・

脅
迫
」
に
つ
い
て
も
ま
た
、
「
一
地
方
に
お
け
る
公
共
の
平
和
を
害
す
る
に
足
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り
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
と
も
に
、
現
実
に
公
共
の
平
和
が

侵
害
さ
れ
る
結
果
を
生
じ
た
こ
と
は
必
要
で
な
い
」
と
七
日
。
多
衆
に
も
暴
行
・

脅
迫
に
も
、
一
地
方
に
お
け
る
公
共
の
平
和
を
害
す
る
に
足
り
る
と
い
う
要
件

を
加
え
る
こ
と
の
無
意
味
さ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
お
き
、
し
か
ら

ば
具
体
的
な
ケ
1
ス
に
お
い
て
、
い
か
に
一
地
方
に
お
け
る
公
共
の
平
和
を
害

す
る
に
足
り
る
か
を
判
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
多
衆
に
つ
い
て
、
伊
達
秋
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
あ
る
集
団
が
多
衆
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
勿
論
、
そ
の
人
数
に
重
点

を
置
く
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
構
成
員
の
質

(
男
女
の
性
別
、
成
年
少
年
の
別
、
組
織
訓
練
の
あ
る
者
か
又
は
烏
合
の
群
集

か
等
)
、
持
っ
て
い
る
兇
器
類
、
集
団
の
目
的
、
場
所
、
時
等
そ
の
集
団
の
も

つ
公
安
侵
害
の
危
険
性
に
影
響
の
あ
る
各
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き

も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
そ
の
集
団
に
内
在
す
る
公
安
侵
害

の
危
険
性
又
は
蓋
然
性
を
具
体
的
総
合
的
に
測
定
し
て
、
こ
れ
を
肯
認
し
得
ベ

き
程
度
の
集
団
に
し
て
始
め
て
多
衆
と
い
い
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
外
は
な

い
の
で
あ
る
。
」

次
に
、
暴
行
・
脅
迫
に
つ
い
て
、
団
藤
重
光
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
「
暴
行
・
脅
迫
が
一
地
方
に
お
け
る
公
共
の
平
和
を
害
す
る
に
足
り

る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
要
件
が
充

た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
個
々
の
事
案
に
即
し
て
そ
の
際
の
状
況
、
人
数
、

態
様
等
か
ら
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
す
で
に
公
共
の
平
和
を
害
す
る
危
険
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
O
i
-
-
-
結
論
的
に
は
、
一
地
方
に
お
け
る
公
共
の
平
和
の
害
さ
れ
る
べ

き
危
険
の
発
生
は
必
要
だ
が
、
そ
の
認
定
は
具
体
的
事
態
に
即
し
な
が
ら
も
行

為
の
面
に
着
眼
し
て
な
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

さ
ら
に
、
「
一
地
方
」
に
つ
い
て
、
青
柳
文
雄
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
「
一
地
方
の
安
全
と
い
う
場
合
の
そ
の
区
域
も
地
理
的
に
そ
の
広

さ
を
一
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
心
の
不
安
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
住
む

人
口
と
関
連
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
人
口
の
少
な
い
農
村
の
場
合
に
一
部
落
、

一
村
落
と
い
う
程
度
に
ま
で
達
し
な
け
れ
ば
本
罪
に
な
ら
な
い
が
、
大
都
会
で

人
口
が
多
い
場
合
に
は
町
の
一
区
画
で
あ
っ
て
も
、

一
つ
の
街
路
で
あ
っ
て
も

そ
こ
に
住
居
し
、
そ
こ
を
通
行
す
る
人
々
に
秩
序
の
維
持
に
つ
き
不
安
の
念
を

抱
か
せ
れ
ば
本
罪
に
な
る
。
・
・
・
そ
の
暴
行
、
脅
迫
の
行
わ
れ
て
い
る
場
所
が

一
般
人
が
立
ち
寄
ら
な
い
よ
う
な
広
場
で
あ
る
場
合
と
、
人
々
が
種
々
の
用
務

で
出
入
り
す
る
場
所
で
あ
る
場
合
と
で
は
異
な
る
し
、
秩
序
の
維
持
に
当
る
警

察
署
を
占
拠
し
た
よ
う
な
場
合
(
例
え
ば
平
事
件
)
は
不
安
感
も
甚
し
い
の
が

81 

一
般
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
態
様
も
公
務
妨
害
獄
中
阻
止
に
あ
た
る
警
察
官
に

北法34(1・81)

対
す
る
暴
行
、
脅
迫
が
強
力
に
行
わ
れ
た
と
否
と
で
異
な
る
と
考
え
る
。
」

以
上
要
す
る
に
、

一
地
方
に
お
け
る
公
共
の
平
和
を
害
す
る
程
度
の
多
衆
、

暴
行
・
脅
迫
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
具
体
的
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
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る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ち
ぅ
。
こ
の
結
論
自
体
至
極
も
っ
と
も
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、
「
公
安
」
と
い
い
、
「
公
共
の
平
和
」
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
漠

然
と
し
た
も
の
を
害
し
た
と
か
危
険
に
さ
ら
し
た
と
い
う
判
断
は
、
果
し
て
有

効
な
思
考
上
の
「
歯
止
め
」
を
含
み
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
判
断
に

よ
っ
て
す
で
に
危
険
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
団
藤
博
士
の
説
示
中
に
、

「
公
共
の
平
和
」
と
い
う
概
念
が
、
思
考
上
の
「
歯
止
め
」
と
い
う
点
に
お
い

て
、
必
ず
し
も
実
効
的
な
判
断
対
象
と
し
て
働
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

〈
日
)

が
、
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
点
、
「
不
安
感
」

と
い
う
の
は
一
見
明
快
で
あ
る
。
証
人
の
感
想
に
よ
り
、
大
方
の
結
着
は
つ
く

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
は
証
人
の
主
観
的

な
感
情
に
と
ど
ま
る
限
り
、
や
は
り
処
罰
を
容
易
に
す
る
方
向
に
向
か
い
や
す

い
と
い
え
よ
う
。
客
観
的
な
危
険
と
い
う
裏
付
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の

証
言
は
取
り
上
げ
る
に
足
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
不
安
感
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
客
観
的
な
危
険
と
い
う
裏
付
け
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
公
共
の
平
和
や
安
全
感
で
は
な
く
、
比
較
的
明
快

な
「
住
民
の
法
益
」
を
判
断
対
象
に
す
え
、
多
衆
の
暴
行
・
脅
迫
が
そ
れ
ら
に

(3) 
危
害
を
及
ぼ
す
に
足
り
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
多
衆
が
「
現
実
に
」

そ
れ
ら
を
危
険
に
さ
ら
し
た
か
、
に
よ
っ
て
騒
擾
罪
の
成
否
を
決
し
よ
う
と
す

る
考
え
方
が
で
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
基
本
的
に
妥
当
な
方
向
を
め
ざ
す
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。

82 

両
説
に
は
そ
れ
ほ
ど
極
端
な
隔
た
り
は
な
い
も
の
と
思

う
o

そ
も
そ
も
、
騒
擾
罪
を
限
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
志
向
に
お
い
て
は
、

両
者
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
も
う
一
歩
進
め
ら
れ
る
か
、

あ
る
い
は
進
め
る
べ
き
か
に
問
題
は
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

北法34(1・82)

本
稿
の
課
題

以
上
の
よ
う
な
騒
擾
罪
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
踏
ま
え
て
、
本

稿
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
ー

デ
ン
ス
ブ
ル
ッ
フ
(
戸
白
ロ
己
昨
日
包
巾
ロ
凹
耳
zny-

以
下
本
文
に
お
い
て
は

F
F

と
略
称
す
る
)
及
び
「
社
会
」
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
刑
法
が

ド
イ
ツ
刑
法
の
影
響
を
強
く
受
け
続
け
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る

し
、
こ
と
騒
擾
罪
に
お
け
る
「
公
共
の
平
和
」
に
限
っ
て
み
て
も
、
明
日
な
影

響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
の
ロ
σ
が
い
か
に
変
容
し
て
き

た
か
と
い
う
こ
と
自
体
も
、
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次

に
、
そ
の
第
一
章
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
「
公
共
の
平

和
」
説
の
由
来
を
訪
ね
、
騒
擾
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
一
考
察
を
し
、
「
公

共
の
平
和
」
説
と
「
住
民
の
法
益
」
説
と
の
関
係
を
さ
ぐ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
1
)

団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
各
論
(
増
補
版
・
昭
五
二
)
一
四
九
頁
以
下
、

大
塚
仁
・
刑
法
概
説
(
各
論
)
(
昭
四
九
)
二
七
九
頁
以
下
、
内
問
文
昭
・

刑
法
各
論
下
巻
(
昭
五
六
)
四
一
一
頁
以
下
、
な
ど
を
参
照
。



(1) 

な
お
、
河
井
信
太
郎
博
士
は
、
社
会
的
法
益
の
実
質
的
内
容
を
問
題
と

さ
れ
、
騒
擾
罪
の
場
合
、
間
接
的
に
国
家
の
権
力
作
用
へ
の
影
響
を
含
め

て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
河
井
・
刑
法
各
論
(
昭

五
四
)
=
二
六
頁
以
下
)
。
こ
れ
は
傾
聴
に
値
す
る
意
見
で
は
あ
る
が
、

そ
の
影
響
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
判
断
の
一
資
料
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ

う
。
判
断
の
対
象
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
騒
擾
罪
は
「
社
会
」
的

法
益
に
対
す
る
罪
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
。

(
2
)

大
塚
・
各
論
二
八
四
頁
、
内
田
・
各
論
下
巻
四
二
六
頁
、
平
野
龍
一

刑
法
概
説
(
昭
五
二
)
二
四
一
一
貝
、
な
ど
を
参
照
。

(
3〉
内
田
・
刑
法

I

(
総
論
)
(
昭
五
一
一
)
九
七
人
頁
参
照
。

(
4
)

団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
総
論
〈
改
訂
版
・
昭
五
四
)
一
一
六
頁
参
照
。

(
5
)

岡
本
勝
「
『
抽
象
的
危
殆
犯
』
の
問
題
性
」
法
学
三
八
巻
二
号
(
昭
四

九
)
一
二
四
頁
参
照
。
な
お
、
山
口
厚
・
危
険
犯
の
研
究
(
昭
五
七
)
四

O
頁
以
下
、
二
一
二
頁
、
二
二
四
頁
以
下
。

(
6
)

団
藤
・
各
論
一
五
二
頁
、
荘
子
邦
雄
「
集
団
犯
の
構
造
」
日
本
刑
法
学

会
編
・
刑
法
講
座
第
五
巻
(
昭
三
九
)
八
真
、
一
四
頁
以
下
、
香
川
達
夫
・

刑
法
講
義
各
論
(
新
版
・
昭
五
一
三
一

O
O
頁
、
な
ど
を
参
照
。

(
7
)

平
野
・
概
説
二
四
二
具
、
内
田
・
各
論
下
巻
四
一
一
頁
以
下
、
中
山
研

一
・
口
述
刑
法
各
論
(
昭
五

O
〕
二
四
三
頁
、
岡
本
「
騒
擾
罪
の
要
件
|

メ
ー
デ
ー
事
件

1
」
刑
法
判
例
百
選

E
各
論
(
昭
五
三
)
四
六
頁
、
な
ど

を
参
照
。

な
お
、
わ
た
く
し
の
知
る
限
り
、
「
自
由
」
を
も
明
示
的
に
こ
こ
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
内
田
教
授
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
脅
迫
・
強

要
な
ど
と
の
関
係
で
自
由
侵
害
も
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
し
、
移

騒擾罪の保護法益についての一考察

動
-
通
行
の
自
由
侵
害
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
(
放
火
に
つ
い
て
、

内
田
・
各
論
下
巻
四
四
三
頁
)
。
し
か
し
、
自
由
侵
害
を
前
面
に
す
え
ら

れ
る
趣
旨
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
テ
ム
メ
は
、
戸
同
σ
(ド

イ
ァ
帝
国
刑
法
典
二
一
五
条
)
に
つ
き
、
「
他
人
の
身
体
活
動
の
自
由
な

発
現
に
対
す
る
故
意
か
つ
違
法
な
強
制
力
」
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
見
地

か
ら
、
「
個
人
の
自
由
(
任
問

U2.由。ロ

-w宮
市
匂
吋
丘
町
戸
向
日
同
)
」
に
対
す
る
罪

と
捉
え
て
い
た
(
〈
岡
戸
同
・

0
・

z-H，
m
g
g
p
戸
市
町
円

σロ
n
y
a
g
の巾

5
・

巳
E
A
山口

0
2』
Z
n
y
mロ

ω
可
弘
司
mXHygw
同∞
J

三一デ

ω
・
ωN∞
iω
。
・
)
し
、
日
本
の

公
安
条
例
の
な
か
に
は
、
「
集
会
、
集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動
が
公

衆
の
生
命
、
身
体
、
自
由
又
は
財
産
に
対
し
て
直
接
の
危
険
を
及
ぼ
す
こ

と
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
が
あ
る
(
昭

二
九
・
六
・
二
尽
都
市
条
例
一

O
号
一
条
参
照
、
こ
れ
に
対
し
、
昭
二
五

・
七
・
三
東
京
都
条
例
四
四
号
三
条
一
項
、
三
項
、
四
条
)
。

(
8
)

図
藤
・
各
論
一
五
二
頁
以
下
、
香
川
・
各
論
九
九
頁
以
下
、
大
判
昭
和

一
一
年
五
月
八
日
新
聞
三
九
八
六
号
一
七
百
一
、
な
ど
を
参
照
。
但
し
、
暴

行
・
脅
迫
の
程
度
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
、
こ

の
よ
う
な
限
定
を
し
て
い
な
い
(
こ
の
点
に
つ
き
、
大
野
平
吉
「
騒
援
の

概
念
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法
帥
(
再
販
増
補
・
昭
四
二
)
一

O
一

真
、
武
安
将
光
「
騒
擾
罪
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
推
移
付
」
法
曹

時
報
二

O
巻
二
一
号
(
昭
四
一
ニ
)
二
三
頁
、
一
福
田
平
「
騒
擾
罪
の
解
釈
上

の
問
題
点
l
公
共
の
危
険
と
共
同
意
思
|
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
四
号
(
昭

四
四
)
八
五
頁
参
照
、
こ
れ
に
対
し
、
回
藤
「
第

8
章
騒
疫
の
罪
」
注
釈
刑

法

ω各
削
則
川
W
(
昭
四

O
)
一
四
九
頁
、
高
田
義
文
「
騒
擾
罪
の
成
立
と
暴
動

の
危
険
性
乃
至
静
議
侵
害
の
事
実
l
多
衆
の
意
義
特
定
の
一
個
人
に
対

83 北法34(1・83)
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す
る
殺
傷
を
動
機
と
す
る
場
合
と
騒
療
の
成
立
l
首
魁
の
意
義
l
騒
擾
罪

の
判
一
万
方
法
」
刑
事
判
例
評
釈
集
第
一
五
巻
(
昭
三
五
〉
一
五
一

1

ニ
頁
〉
。

(
9
)

平
野
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
臼
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
ニ
二

O
号
(
昭
四

七
)
六
四
頁
参
照
。

(
刊
)
伊
達
「
騒
療
の
罪
」
日
本
刑
法
学
会
編
・
刑
事
法
講
座
第
七
巻
・
補
巻

(
昭
二
人
)
一
四
二
六
l
七
頁
。

(
日
)
団
藤
・
前
掲
注
釈
刑
法
一
五

O
l
一
頁
。

(
ロ
)
青
柳
・
刑
法
通
論

Z
各
論
(
昭
三
八
)
一
五
二
頁
。

(
臼
)
福
田
教
授
は
、
一
一
地
方
に
お
い
て
住
民
の
社
会
生
活
が
法
的
に
安
全
に

い
と
な
ま
れ
て
い
る
状
態
お
よ
び
そ
の
社
会
に
あ
る
不
特
定
多
数
人
の
安

全
感
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
、
一
地
方
の
静
訟
と
い
う
観
念
的

な
法
益
に
対
す
る
危
険
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
認
定
が
判
断
者
の
主
観
に

左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
(
福
岡
「
メ

ー
デ
ー
事
件
控
訴
審
判
決
ー
そ
の
感
想
的
評
釈
l
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
四

号
(
昭
四
八
)
九
六
頁
)
。

第
一
章

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ

l
デ

ン
ス
ゃ
フ
ル
ッ
フ

第
一
節

ラ
ン
ト
フ
リ

l
デ
ン
ス
ブ
ル
ッ
フ
を
国
家
に
対

す
る
罪
と
す
る
見
解

ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ
を
国
家
権
力
に
対
す
る

罪
と
す
る
若
干
の
見
解

第

款

騒
擾
罪
が
、
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
り
、
し
か
も
一
地
方
社
会
に
対

す
る
罪
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
い
う
「
社
会
」
と
は
い
か
に
捉
え
ら
れ
る

べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
ず
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
社
会
観
を
訪
ね
て

84 北法340・84)

み
る
こ
と
に
す
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
社
会
観

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
個
人
・
社
会
・
国
家
観
は
、
次
の
文
章
に
凝
縮
さ
れ

て
い
る
。
「
す
べ
て
の
人
の
相
互
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
各
人
が
そ
の
意
志

と
力
と
を
結
合
す
る
こ
と
が
、
市
民
社
会
守
口
話
巾
H
Z
n
y
帽
の
g
m
-
u
n
y阻
止

)

を
根
拠
づ
け
る
。
ひ
と
つ
の
共
同
意
志
へ
の
服
従
と
憲
法
(
〈

R
P
Zロ
ロ
巴

と
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
市
民
社
会
が
国
家
な
の
で
あ
る
。
国
家
の
目
的
は
、

法
的
状
態
の
実
現
、
す
な
わ
ち
人
間
の
法
規
に
従
う
共
同
生
活
で
あ
る
。
」
彼

は
明
ら
か
に
、
「
市
民
の
結
合
体
が
社
会
で

ιμ
」
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ

し
て
、
「
国
家
は
比
較
的
大
き
な
社
会
の
制
度
(
巴
ロ
ユ

nzsm)
に
す
ぎ
な

(
吋
」
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
彼
は
、
「
社
会
そ
れ
自
前
〕
と
い
う
概
念
も
知

っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
個
々
の
社
会
構
成
員
が
結
合
契
約
に
よ
っ
て
独

自
に
存
在
す
る
精
神
的
人
格
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
も
、
他
の
社
会
と
混
合
す

る
や
否
や
、
そ
の
人
格
性
・
独
立
性
を
失
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
脈
絡
で
使
わ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
内
乱
行
為
の
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
、
国
家
犯
罪

9
g巳
2
2官
m
n
Z
S
の
客
体
と
し



て
観
念
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
独
立
し
た
人
格
た
る
社
会
が
、
権
利
の
主
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
犯
罪
分
類
方
法
に
は
特
殊
な
点
が
み
ら
れ
る
が
、
「
直

接
に
国
家
の
権
利
を
侵
害
す
る
」
犯
罪
た
る
国
家
犯
罪
と
「
臣
民
の
権
利
が
直

接
に
違
反
の
対
象
と
な
る
」
個
人
犯
罪
百
ユ
〈
巳

5
5
5
n
v
g
)
に
対
し
て
、

直
接
に
社
会
の
権
利
を
侵
害
す
る
社
会
犯
罪
と
い
う
範
隠
は
設
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
人
格
を
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
厳
密
な
意

味
で
権
利
の
帰
属
主
体
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
社
会
と

)
 
1
 
(
 

国
家
と
が
比
較
的
密
着
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
ろ
う
。
彼

の
権
刺
侵
害
説
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ピ
ル
ン
パ
ウ
ム
を
は
じ
め
と
し
て
、
ア

ベ
ッ
(
月
、
ル
l
丸
刈
ら
に
よ
っ
て
、
物
が
盗
ま
れ
て
も
権
利
は
失
わ
れ
な
い
な

騒擾罪の保護法益についての一考察

ど
と
い
っ
た
批
判
を
受
け
て
、
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
権
利
の

帰
属
主
体
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
姿
勢
は
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
フ
尤
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
社
会
観
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

誠
に
正
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
に
対
す
る
罪
と
い
う
範
時
を
設
け
る
た
め

に
は
、
社
会
に
一
応
独
立
し
た
地
位
を
与
え
た
う
え
で
、
そ
の
な
か
に
法
益
の

帰
属
主
体
た
る
個
人
を
集
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1〉
司
・
】
・
〉
・
〈

-
Hり開口
2
・σ白
n
v
-
F
m
V司
σロ
円
宮
内
同
町
田
向
由
虫
色
ロ
mw

ロ

古

口開
z
z
n
v
Zロ
仏
側
目
己
広
間
開
口
阿
川
己
主

Fny叩
口
問
叩
口
伊
丹
師
、

B
X
〉
3
g
m吋・

w
gロ
何
冊
ロ
ロ

-
v
m
E
5間四ぬ叩
σ
g
gロ
冨
5
2
g丘
四
円
増
区
・
〉
ロ
田
岡
田
σ
P

H

∞
AF斗
・
申
∞
・
な
お
、
西
村
克
彦
H
保
倉
和
彦
「
ア
オ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
『
ド

イ
ツ
普
通
刑
法
綱
要
』
か
ら
(
一
)
ハ
二
〉
」
警
察
研
究
四
人
巻
一
一
号
、
一

二
号
(
昭
五
一
一
)
、
西
村
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
法
各
論

l
『
ド
イ

ツ
普
通
刑
法
綱
要
』
第
二
編
|
上
下
」
青
山
法
学
論
集
二
二
巻
一
号
、
二

号
(
昭
五
五
)
。

(2)
司
豆
諸
国
社
白
n
y
w
H
V
E
Z由
。
。
広
田
n
F
H
]ロユ門回目的
nF巾
d
ロ仲間『曲ロロ
F
Z
D
m

g
U
2・
岱
白
血
〈
由
同
・
σ吋巾
nymロ
品
目
印
出
。

nF421門間同町田
w
H叶由∞・

ω-AE・

(
3
)
-
1
2
H四円
σ白
n
y
同
o
n
F
4
2
4一三宮田・

ω
-
N品
〉
ロ
ヨ
・
内
)
・

(
4
)
匂

mZ21U目
n
y
図。

ny〈
2
4釦己戸田・

ω-K片山・

(5)
司
Z
m円
V
R
Y
H
Z
X仲
間
『
ヨ
包

R
w
m
N
ω
・

(
6
)

切
守
口
ぴ
国
Z
5・
q
o
v巾
吋
仏
国
国
何
氏
。
ヨ
凶
角
川
『
回
目
白
色
ロ
め
門
知
onFZ-

〈
何
己
申
同
N
C
口問

N
E
S
切
仲
間
ユ
再
開
己
四
国
〈
伺
吋
ぴ
吋
mnymロ
♂
宮
山
門

σ
2
0ロ-

S2121
河口
nw包
口
『
仲
田
口
片
品
目
ロ
切
開
問
丘
町
州
内
同
町
門
別
町
円
魚
川
口
町
民
山
口
宵
ロ
ロ

m・

〉
5
7
2
b即
日

わ

吋

FHMMg回目
z
n
v
g
-
Z
2刊
明
。
戸
開

mr
阿
国

ωhp・
ω・
H4N・

周
知
の
よ
う
に
、
ピ
ル
ン
バ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
内
藤
謙
教
授
の
貴
重
な

紹
介
が
あ
る
(
「
刑
法
に
お
け
る
法
益
概
念
の
歴
史
的
展
開
ハ
一
〉
」
東
京
都

立
大
学
法
学
会
雑
誌
六
巻
二
号
(
昭
四
ご
二
三
六
頁
以
下
、
特
に
二
四

=
一
頁
)
。
な
お
、
小
暮
得
雄
「
違
法
論
の
系
譜
と
法
益
論
」
法
学
協
会
雑

誌
入

O
巻
五
号
(
昭
三
九
)
六
二

O
頁
参
照
。

(
7
)

〉
σ巾同
mvω
可印丹市

g
a巾
円
関
口
白
山
口
回
目
円
巾
ny同国当山田由
2
岡田口『
g
F
5
8・

制

N
∞N
・
(
但
し
、
〉
・
M
M

同戸口仲間】凹

σ。吋
P

U円
相
関
戸
田
明
日

E
W己
目
。
ロ
仏

2
aロ-

N
叩
-
口
問
ロ
回
同
門
m
W
2
v

由円
m
w
H
M

出
血
口
内
出
口
口
同
開
口
、

Huopω
・
ロ
日
・
に
よ
る
)

(
8
)

出
-
Fロ
色
町
♂
〉
σ宮
田
口
岳
民
ロ
岡
町
ロ
但
5
a
Z
M
m
m
g
m山口市ロ

S
E
R
v
g

ω門叶釦同門
R
E
m
-
口
・
回
同
ロ
円
Y
H
E
0・
ω
-
H
a
〉
ロ
ヨ
・

ω・
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次
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
が
大
き
な
役
割
り
を
果
し
た
と
さ
れ
る
一
八
一

三
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
、
及
び
そ
の
改
正
法
典
た
る
一
八
六
一
年
バ
イ
エ
ル

ン
刑
法
典
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
口
σ
の
理
解
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

一
八
一
一
一
一
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
は
、
戸
内
σ
を
国
家
犯
罪
で
も
個
人
犯
罪
で
も

な
く
、
「
客
体
」
・
「
結
果
」
・
「
目
的
」
の
特
定
し
な
い
普
通
法
上
不
明
確
な
「
形

式
犯
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
の
で
か

μが
、
本
法
典
は
そ
の
犯
罪
を
国
家

犯
罪
の
一
種
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
教

科
書
に
お
い
て
も
ま
た
、

F
F
を
国
家
犯
罪
と
し
て
捉
え
る
契
機
が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
彼
は
、
「
違
法
な
暴
力
行
為
が
、

特
別
な
名
称
を
も
っ
た
犯
罪
に
な
ら
な
い
限
り
」
、
暴
力
罪
(
ロ
ユ

B
g
三田〉

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
お
り
、
戸
内
σ
は
暴
力
罪
の
な
か
で
特
別
な
名
称
を
も
っ
た

捉
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
「
普
通
法
上
」
は
不
明

も
の
と
い
え
る
。

従
っ
て
、

確
で
も
、
「
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
上
」
は
明
確
な
犯
罪
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
彼
は
、
暴
行
と
い
う
行
為
の
形
式
だ
け
で

こ
の
暴
力
罪
が
成
立
す
る
理
由
と
し
て
、
「
国
家
に
お
け
る
実
力
の
行
使
は
、

許
さ
れ
た
自
救
行
為
と
い
う
稀
有
の
例
外
を
別
と
す
れ
ば
、
国
家
に
だ
け
で
き

る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
国
家
に
だ
け
可
能
な
実
力
の
行

使
を
私
人
が
勝
手
に
行
な
う
こ
と
は
、
「
許
さ
れ
な
い
私
力
の
行
使
」
と
し
て
、

直
接
に
国
家
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
国
家
犯
罪
と
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

86 

(2) 

本
法
典
に
お
い
て
、
口
σ
は
、
第
二
編
(
霊
界
と
そ
の
処
罰
に
つ
い
て
)

北法34(1・86)

第
二
章
(
公
共
的
又
は
国
家
的
重
罪
に
つ
い
て
)
第
四
節
(
国
内
の
公
共
の
法

的
平
和
に
対
す
る
重
罪
)
中
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
が
、

可
罰
性
が
低
い
場
合
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
各
種
の
白
救
行
為
が
、
第
三
編

(
軽
罪
と
そ
の
処
罰
に
つ
い
て
)
第
二
章
(
国
家
に
対
す
る
軽
罪
に
つ
い
て
)

第
三
節
(
圏
内
の
公
共
の
法
的
平
和
に
対
す
る
軽
罪
に
つ
い
て
)
中
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。

ま
ず
、
ロ
σ
は
、
「
ラ

γ
ト
平
和
の
撹
乱
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
、

多
衆

に
よ
る
住
居
侵
入
を
基
本
形
態
と
す
る
犯
罪
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
三
三
二
条

は
い
う
。三
三
二
条

に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
第
三
者
の
違
法
な
意
図
的
な
準
備
(
〈

2
8洋
平

吉
ロ
開
〉
に
よ
っ
て
、
結
集
し
て
(
〈

m
B
E夜
間
同
)
他
人
の
家
屋
、
住
居
又

一
O
人
又
は
そ
れ
よ
り
多
数
の
者
が
、
相
互
の
申
し
合
わ
せ

は
そ
の
他
土
地
及
び
地
所
へ
暴
力
的
に
侵
入
す
る
と
き
、
こ
れ
が
復
讐
か
ら
、

又
は
許
さ
れ
な
い
白
救
行
為
を
行
な
う
た
め
に
、
も
し
く
は
不
動
産
の
平
穏

な
占
有
、
あ
る
い
は
権
利
の
行
使
を
妨
害
し
、
又
は
剥
奪
す
る
た
め
に
行
な

わ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
ロ

σ
と
呼
ぶ
。

次
に
、
三
三
三
条
及
び
ご
二
二
四
条
は
刑
に
つ
い
て
定
め
る
。

止
パ、

そ
の
よ
う
な

F
P
は

そ
の
際
人
身
そ
れ
自
体
に
対
し
て



暴
行
が
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
ー
都
γ

威
7
4及
ひ
間
ぽ
ュ
都
ぽ
三
年
以
上

六
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、

E
武
装
し
た
通
常
の
参
加
者
は
一
年
以
上
三
年

以
下
の
懲
役
に
処
し
、
直
武
装
し
て
い
な
い
通
常
の
参
加
者
は
六
月
以
上
一

年
以
下
の
軽
懲
役
又
は
身
体
懲
罰
に
処
す
る
。

人
身
に
対
し
て
な
ん
ら
現
実
に
暴
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
-
教

唆
者
及
び
指
揮
者
は
一
年
以
上
一
一
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、

E
武
装
し
た
通

常
の
参
加
者
は
六
月
以
上
一
年
以
下
の
軽
懲
役
に
処
し
、
阻
武
装
し
て
い
な

い
通
常
の
参
加
者
は
三
月
以
上
六
月
以
下
の
軽
懲
役
又
は
身
体
懲
罰
に
処
す

る。

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

も
っ
と
重
い
刑
を
も
っ
て
予
告
さ
れ
た

(
σ
a
g
E
2
)
重
罪
を
行
な
う
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
り
重
い
重
罪
の

四
止
ノq、

F
P
に
際
し
て
、

刑
が
加
重
さ
れ
て
適
用
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
三
三
五
条
は
、
口
σ
が
人
身
に
対
し
て
直
接
に
な
さ
れ
る
場
合
に

つ
い
て
定
め
る
。

意
図
的
に
結
集
し
た
群
集
に
よ
っ
て

(
三
三
二
条
υ
、

五
A之
:51ミ

又
は
住
居
へ
の
襲
撃
も
し
く
は
侵
入
な
し
に
、
直
接
に
人
身
に
対
し
て
行
な

わ
れ
る
暴
行
は
、
戸
時
σ
の
形
態
の
も
と
で
(
三
三
二
条
)
行
な
わ
れ
た
、

口

σ
の
刑
よ
り
も
軽
い
刑
し
か
持
た
な
い
犯
罪
と
同
様
に
、

F
P
と
し
て
処

罰
さ
れ
る
。

物
に
対
す
る
暴
行
と
し
て
の
暴
力
的
な
住
居
侵
入
を
ま
ず
規
定
し
、
次
に
人

に
対
す
る
暴
行
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
仕
方
は
、
暴
力
罪
の
客
体
に
関
す
る
フ

ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
叙
述
と
同
様
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
口
σ
は、

「
人
及
び
財
産
に
関
す
る
公
共
の
秩
序
及
び
安
全
(
丘
四

ORSEnyo

。E'

E
ロ
m
E仏
ω片
Z
5
m
X
骨
片
岡
Mm門
田

O
ロ
g

E己
含
回
目
曹
三
宮
ヨ
ろ

を
、
許
さ
れ
な
い
私
力
の
行
使
」
に
よ
っ
て
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

土
地

た
る
処
罰
根
拠
は
、
「
日
出
家
権
力
そ
の
も
の
に
対
す
る
許
さ
れ
な
レ
私
力
」
、
「
国

家
権
力
そ
の
も
の
に
対
す
る
侵
害
」
、
す
な
わ
ち
、
「
公
共
の
静
議
及
び
安
全
の

暴
力
的
援
乱
」
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
公
共
の
安
全
撹
乱
が
、
直
ち
に
国
家
権
力
そ
の
も
の
に
対
す
る
侵

害
と
な
る
か
、
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
国
家
権
力
に
よ
っ
て
公

共
の
秩
序
及
び
安
全
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
誰
が
そ
れ
を
保
護
す
る

か
(
法
益
保
護
の
主
体
)
と
い
う
こ
と
と
誰
に
そ
れ
が
帰
属
す
る
か
(
法
益
帰

属
の
主
体
)
と
い
う
こ
と
は
、
反
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
直
接
の
被
害
者
に
つ
い
て
は
個
人
犯
罪
と
し
て
評
価
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
国
家
権
力
が
前
面
に
出
て
く
る
理

由
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
に
だ
け

87 

可
能
な
実
力
の
行
使
を
私
人
が
勝
手
に
行
な
う
こ
と
は
、
直
接
に
国
家
の
権
利

を
侵
害
す
る
も
の
と
考
え
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
許
さ
れ

北法34(1・87)

な
い
私
力
」
は
何
も
ピ
σ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ

(
5
)
 

自
身
が
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
強
盗
、
強
姦
、
暴
動
、
誘
拐
、
医
禁
、
身
体
傷
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害
、
殺
人
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
罪
の
共
通
の
性
質
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
人

が
勝
手
に
実
力
を
行
使
し
た
こ
と
を
も
っ
て
「
国
家
犯
罪
」
と
す
る
根
拠
に
は

な
り
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

他
の
理
由
と
し
て
、
口
σ
が
一
種
の
自
救
行
為
だ
か
ら
と
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
理
由
づ
け
は
、

F
B
の
目
的
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
復
讐
・

自
救
行
為
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
力
視
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
o
F
P
に
対
応
す
る
軽
罪
た
る
「
家
の
平
和
の
撹
乱
」
に
つ
い
て
の
注
解
に

お
い
て
も
、
そ
の
目
的
が
「
真
の
又
は
想
定
上
の
権
利
の
貫
徹
も
し
く
は
復
讐

に
あ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
他
の
軽
罪
た
る
白
救
行
為
一

般
、
及
び
自
救
行
為
に
よ
る
人
身
の
安
全
の
侵
害
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ

は
「
可
罰
性
を
高
め
る
状
況
下
で
の
、
一
種
の
自
救
行
為
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
自
身
が
自
救
行
為
を
「
裁
判
権
に
対

す
る
罪
」
の
一
一
種
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
権
限
に
対
す
る
罪
、
従
っ
て

国
家
の
権
利
に
対
す
る
罪
と
す
る
余
地
が
出
て
く
る
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。
し

か
し
、
本
法
典
の
に
σ
に
は
、
そ
こ
ま
で
徹
底
で
き
な
い
苦
悩
が
あ
っ
た

o
F
P

の
目
的
は
自
救
行
為
に
限
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
不
動
産
の
平
穏
な
占
有
の

剥
奪
や
復
讐
と
ま
で
い
え
な
い
よ
う
な
人
身
侵
害
目
的
を
も
含
ま
ざ
る
を
え
な

い
。
つ
ま
り
、
率
直
に
い
う
と
、
目
的
は
何
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

へ
ン
ケ
も
ま
た
、

F
B
の
目
的
が
「
復
讐
実
行
、
真
の
又
は
想
定
上
の
権
利
の

行
使
、
利
欲
、
政
治
や
教
会
の
党
派
に
関
す
る
憎
悪
等
々
」
の
い
ず
れ
に
あ
る

か
は
無
関
係
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
、
注
意
を
要
す
る
。

88 

そ
も
そ
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
「
言
葉
の
古
い
意
味
で
の

F
P
と
い

:lt法34(1・88)

う
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般
的
な
法
的
安
全
を
撹
乱
す
る
す
べ
て
の
犯
罪

を
い
い
、
許
さ
れ
た
フ
ェ

l
デ
の
わ
く
の
外
で
行
な
わ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
的
な
ラ
ン
ト
平
和
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
は
、
フ
ェ

l
デ

を
行
な
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
戸
時
σ
を
取
り
締
ま
る
法
律
の
唯
一
の
対
象
と
な

っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
い
ま
や
、

F
P
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般

的
な
法
的
平
和
を
故
意
に
撹
乱
す
る
こ
と
を
い
い
、
意
図
的
に
こ
の
た
め
に
結

合
し
た
武
装
集
団
を
介
し
て
行
使
さ
れ
る
暴
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
を
指

す
に
と
述
べ
て
お
り
、
同
一
自
治
団
体
(
の

m
g
m
S
F巾
伊
丹
)
内
部
な
い
し
は
そ

の
住
民
間
で
は
暴
力
罪
は
成
立
し
て
も
口
σ
は
成
立
し
な
い
と
い
う
見
解
と

相
侯
っ
て
、
「
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
完
全
に
(
普
通
法
の
1

訳
者
注
)
実
務

(
叩
)

を
超
え
て
古
い
帝
国
法
へ
と
遡
っ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、

F
P
を
歴
史
的
に
捉
え
て
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
点
は
彼
の
鋭
さ
を

示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
彼
の
当
時
に
お
い
て
、

F
B
と
フ
ェ

1
デ
と
の
関

係
を
改
め
て
強
調
す
る
こ
と
は
、

F
B
理
解
に
と
っ
て
あ
ま
り
良
い
結
果
を
も

た
ら
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
フ
ェ

I
デ
は
自
救
行
為
と
同
視
さ
れ
る

の
が
一
般
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
戸
内
σ
を
自
救
行
為
と
の
関
係
で
捉
え
よ
う
と

仁
川
町
傾
向
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
端
的
に
、
武
装
集
団
に

よ
る
暴
力
の
持
つ
公
共
危
険
性
を
強
調
す
る
方
が
、
妥
当
だ
っ
た
と
い
う
べ
き



で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
こ
の
点
も
、
国
家
犯
罪
・
個
人
犯
罪
と
い
う
二
分

説
に
阻
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
八
一
三
年
バ
イ
エ
ル

γ
刑
法
典
に
お
い
て
は
、

F
P
を

国
家
犯
罪
と
す
る
た
め
の
理
由
づ
け
に
欠
け
て
い
る
か
、
も
し
く
は
不
十
分
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
要
す
る
に
、

)
 
1
 
(
 

(
1
)

わ
た
く
し
の
使
用
し
た
法
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

ω門
町
民
向
。
田
市
N
-

z
n日
戸
時
国
叫
同
凶
器
開
。
三
唱
巴
n
y
切回目巾

E
-
g
E
n
z
p
g
z
-
H
W
2

内rw吋
河
白
色
M
W
}

両
氏
。
ロ
色
巾
日
山
田
口
岡
田
口
同
包
ロ
開
口

MN目
M
1
2・
ロ
ロ
肉
的
忌
同
庁
仲
田
・
な

お
、
中
川
祐
夫
「
一
八
一
一
一
一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

(
I
X
E
X
E
)

(
W
)
(
V〉
」
龍
谷
法
学
二
巻
二
H
一
ニ
H
四
号
l

四
巻
一
号
(
昭
四
五
l

六)。

一
七
五
一
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
事
法
典
を
取
り
扱
っ
た
論
文
と
し
て
、
和

田
卓
朗
「
中
世
後
期
・
近
世
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
研
究

7
9
t
タ

フ

ェ

ア

フ

ア

ア

ス

Y
グ

序
説
(
平
和
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
・
憲
法
)
(
一

)
l
p
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
を
中
心

に

l
」
北
大
法
学
論
集
三
三
巻
三
号
(
昭
五
人
)
八
三
京
以
下
参
照
。

(
2
)

司
2
-
m円
σ白
n
y
H
富
伊
丹
件
四
円
岡
田
曲
目
刊
♂
明
明

ω∞∞・

ω由
少
念
日
ロ
ヨ
司
・
な
お
、

内
田
・
各
論
下
巻
四
一
六
頁
参
照
。

(
3
)

司
2
四円

σ白
n
F
H
豆
洋
同
町
円
H
H

回同
-mF
申

8
0・

(
4〉
〉
ロ

g
R
r
c口問
g
N
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B
ω
可
田
内
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刊
日
叩

Nげ
区
内
法
相
苫
司
仏
国
団
関
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司冊目
n
F
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切仏・

H
H
F
H∞
HAH-ω
・由。
lH-

〈

5
)

司
2
刊吋

σ同
n
y
H
V向
5
2
8曲
目
。
♂
掛

ω串
〉
ロ
g
・
N)
・

(
6
)

〉
自
国
四
円
}
内
ロ
ロ
m
o
p
∞
色
・
ロ

-
u
ω
-
N∞∞・

(
7
)

司
2
四円

σ目
n
y
H
宮

正

2
5同
-R-
間
間
同
∞
由
民
・

騒擾罪の保護法益についての一考察

(
8
)
H
W・
回
目
ロ
宵
mr
回
目
ロ
己

σロ
n
F
己
冊
目
。
ユ
一
一
B
吉
弘
司
mn伊
丹
田
ロ
ロ
色
色
四
円

。
ユ
ヨ
吉
田
日
唱
。
ロ
昨
日
F
ω
・同，

F巴
f
H∞
ω0・
ω・
同
誌

ω・

(
9
)

司巾
Z
叩吋
HU白
n
F
H
玄
宗
門
四
円
H
H

】巳
m
F
詔

AFC印
-AFC由・

(
M山

)
M
Y
Z巴
5
0
2
r
u
-
o
m由回ロ
E
n伊丹]山口
y
m
開
ロ
ゴ
三
n
r己
ロ
ロ
拘
【
同
2

回
開
伺
ユ
同
岡
田
戸
田
口
品
片
岡
中
伺
仏
巾
口
出
ぴ
門
戸
田
口
『
f
N
ω
弓
百
戸
切
品
-
H∞
-
H∞恒国
"ωAHH-

な
お
、
武
田
紀
夫
「
ハ
イ
ル
ボ
ル
ン
『
騒
擾
〈
円
、
白
ロ
島
町
ユ
白
色
巾
ロ
∞

σ門
口
口
町
〉

概
念
の
歴
史
的
展
開
』
」
岩
手
県
立
盛
岡
短
大
研
究
報
告
二
四
号
(
昭
四

八
)
七
九
頁
、
三

O
号
(
昭
五
四
)
コ
一
七
頁
。

(
口
)
〈
開
「
開
・

ω
n
y
g
E
F
E
D
E
F
Eロ
間
宮
内
出
品
。
2
n
z
-
n
z
g
a開司

内凶刊
z
z
n
F
mロ
ω
2・目片岡・四ロ伊丹曲目以出刊同
P
H甲町一山・∞
-AFmw
一
河
・
出
2
・
口
出
血

2

2同門叩
n
z
a
g
色白ロ

Z
n
y
mロ
忌

-
R
O
E
g
g
-
-
-
吋四一-・

5

8・
∞
-

M
・
堀
米
庸
一
一
了
西
洋
中
世
世
界
の
崩
壊
(
昭
一
三
ニ
)
一
一
頁
、
一
七
頁
、

荘
子
邦
雄
「
封
建
制
社
会
に
お
け
る
刑
法
|
刑
罰
権
の
多
元
的
構
造
|
」

現
代
刑
法
学
の
課
題
上
滝
川
先
生
還
暦
記
念
(
昭
三

O
)
一
八
七
頁
以
下
、

な
ど
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
石
川
武
「
ド
イ
ツ
中
世
の
平
和
運
動
に
お

け
る
『
公
共
性
の
理
念
』

ω」
歴
史
学
研
究
一
七
二
号
(
昭
二
九
)
一
頁

は
、
「
フ
ェ

1
デ
H
物
理
的
強
制
カ
の
適
法
的
行
使
」
と
さ
れ
、
村
上
淳

一
・
近
代
法
の
形
成
(
昭
五
四
)
一
九
五
頁
は
、
「
広
義
の
フ
ェ

l
デ、

す
な
わ
ち
敵
対
行
為
(
司
巳
ロ
島
田

n
F即
時
同
)
」
と
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
プ
エ

I
デ
と
近
代
の
白
数
行
為
と
の
本
質
的
な
違
い
を
念
頭
に
置
く
と
き
に

は
、
後
者
の
表
現
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
マ
レ
ツ
ォ
ル
も
ま
た
、

F
B
を
許
さ
れ
な
い
私
カ
及
び
白
救
行
為
の
見

地
か
ら
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
〈

m--
吋
・
玄
白

EN----U宮
崎
巾
5
2・

口
町
弘
司
三
回
口
}
凶
白
わ
ユ

S
E白
】
円
四
円
}
呂
田
】
印
の
H
ロ
ロ
門
出
血
肉
叩
岳
山
円
安
wcm同-mロ
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円
凶

m
Z仲田
n
F
mロ
ω
同門田町間冊目白件一
Nm目
σロロ伺巾ロ・]戸∞
AFH
・
ω
-
H申
C
l
N
O
H
W
M
O
由民・

〈
お
)
本
文
に
お
い
て
は
、
ア
オ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
教
科
書
と
法
典
と
の
対

比
、
及
び
法
典
と
注
解
と
の
対
比
と
い
う
形
で
、
論
述
を
進
め
た
わ
け
で

あ
る
が
、
注
解
は
ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
G
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
H

山
中
敬
一
訳
・
一
八
二
四

年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
草
案
(
昭
五
五
)
中
の

解
説
部
分
八
一
頁
参
照
)
。
従
っ
て
、
法
典
と
注
解
と
が
厳
密
に
一
致
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
ゲ
ン
ナ
ー
が
、

F
b
v
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
軽
罪
に
つ
い
て
の
立
法

理
由
を
、
概
ね
正
確
に
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
信
頼
せ
ざ
る
を
え
な

'u 
な
お
、
一
八
二
四
年
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
草
案
に
お
い
て
、
一
八
一

三
年
法
典
の

F
B
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
軽
罪
を
ま
と
め
て
規
定
し
た

「
私
的
暴
力
及
び
許
さ
れ
な
い
自
救
行
為
に
つ
い
て
(
〈
O
ロ
仏

2

句
ユ
〈
白
品
村
巾
毛
色
丹
ロ
ロ
仏
口
口
町
門
戸
釦
ロ
σ丹市ロ

ω己
σえ
庄
民
巾
)
」
に
お
い
て
は
、

自
救
行
為
・
不
動
産
の
平
穏
な
占
有
剥
奪
目
的
の
他
に
、
「
ど
ん
な
理
由

か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
人
及
び
物
に
対
し
て
暴
力
を
行
使
す
る
た
め
に
」
と

い
う
一
文
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
目
的
は
単
な
る
例
示
に
す
ぎ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
(
〈
悶
「
の
・

ω
n
y
z
σ
2
1
F
明
白
己
目
吋
ぴ
白
n
F印

刷
ロ
件
当
E
A
N
C
四日ロ
g
M
ω
可
え
関
町
田
町
同
Nσ
ロ
n
r
E円
色
白
出
問
。
三
間
E
F
n
v

切出可

2
ロ
田
口
白
色
冊
目
し
『
白
町
『
巾

H
∞N
A
T
S
吋∞
"
ω
-
N
S
・
〉
ユ
-
H
4
・)。

一
八
六
一
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

ω
一
八
二
二
年
ゲ
ン
ナ
l
草
案
は
、
国
家
犯
罪
・
個
人
犯
罪
の
他
に
、
社

会
又
は
公
共
♀
思
想

B
2
5
4『
2
2
a
R
E田
P
H
E
F
E
B〉
に
対
す
る
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侵
害
と
い
う
第
三
の
範
鴎
を
設
け
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
か
の
二
つ
の
範

鴎
に
い
く
つ
か
の
犯
罪
を
不
自
然
に
押
し
込
め
る
こ
と
が
排
除
さ
れ
た
」
と
評

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
の
草
案
に
よ
っ
て
こ
の
点
は
改
正
(
悪
)
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

一
八
六

O
年
最
終
草
案
の
各
則
に
つ
い
て
、
バ
ル
ト
は
、
「
国
家
生
活
の
公

的
側
面
に
か
か
わ
る
部
分
」
と
「
残
り
の
部
分
」
と
い
う
分
類
を
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
後
者
の
最
終
第
二
四
章
特
別
な
職
務
上
の
義
務
の
侵
害
は
、
特

別
な
職
務
上
の
義
務
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
お
く
と
す
れ
ば
、
こ
の
草
案
、
従
っ
て
一
八
六
一
年
法

典
も
ま
た
、
ほ
ぼ
国
家
犯
罪
・
個
人
犯
罪
と
い
う
こ
分
説
に
復
し
た
も
の
と
忠

わ
れ
る
。

(2) 

ロσ
は
、
「
公
共
の
平
和
の
撹
乱
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
、

家
の
平

和
の
撹
乱
・
宗
教
上
の
平
和
の
撹
乱
・
決
闘
と
と
も
に
、
国
家
犯
罪
全
一

O
意

中
の
第
六
番
目
「
平
和
の
撹
乱
及
び
私
カ
」
と
い
う
意
中
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
暴
力
を
伴
わ
な
い
単
純
な
自
救
行
為
と
い
う
犯
罪
は
排
除
さ

れ
て
い
る
点
、
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ
は
、
白
救
行
為
が
、
暴
力
の
行
使
又
は

暴
力
を
も
っ
て
す
る
脅
迫
を
手
段
と
し
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
暴
行
、
傷
害
等

に
関
す
る
刑
罰
規
定
が
適
用
で
き
る
し
、
単
純
な
自
救
行
為
を
刑
法
上
非
難
す



(
4一円

る
に
は
余
り
に
微
々
た
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
c

さ
ら
に
、
宗
教
団
体
の
平
和

を
侵
し
た
者
は
宗
教
上
の
平
和
の
撹
乱
と
し
て
特
別
に
処
罰
さ
れ
る
の
に
対

し
、
そ
の
他
の
団
体
の
平
和
の
撹
乱
の
場
合
は
、
公
共
の
平
和
又
は
家
の
平
和

の
撹
乱
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。

F
P
は
、
人
又
は
物
に
対
す
る
暴
力
と
し
て
ま
と
め
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
五
四
条
は
い
う
。

一
五
四
条

多
衆
が
、
人
又
は
他
人
の
財
産
に
対
し
て
違
法
に
暴
力
を
行

使
す
る
た
め
に
、
徒
党
を
組
む
と
き
、
同
様
に
、
他
の
動
機
か
ら
集
合
し
た

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

多
衆
が
、
即
座
に
そ
の
よ
う
な
暴
力
の
行
使
に
訴
え
る
決
意
を
表
明
す
る
と

き
は
、
参
加
者
は
、
公
共
の
平
和
の
援
乱
の
罪
と
し
(
宅
問
問

2
2
0
2ロ肉

色

2
0再
開
口
己
Fnymwロ
司
江
市

m-25)、
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
処
断
す
る
。

υ
人
に
対
し
て
暴
力
が
行
使
さ
れ
、
又
は
家
屋
、
住
居
、
も
し
く
は
人

間
の
滞
在
す
る
そ
の
他
の
場
所
、
あ
る
い
は
そ
の
場
所
の
一
部
を
な
す
区
域

を
囲
っ
た
場
所
が
破
閲
さ
れ
、
又
は
そ
れ
ら
の
全
部
も
し
く
は
一
部
が
破
慶

さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
家
屋
内
又
は
個
々
の
部
屋
に
存
す
る
他
人
の
財
産

が
破
壊
さ
れ
、
劫
掠
さ
れ
、
も
し
く
は
持
ち
去
ら
れ
た
と
き
は
、
暴
力
行
為

が
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
軽
罪
を
構
成
す
る
と
き
は
、
徒
党
の
教
唆
者
及

び
抵
位
記
町
並
び
に
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
な
っ
た
者
た
ち
は
、
八
年
以
下

の
重
懲
役
に
処
す
る
。
武
装
し
、
又
は
破
暗
躍
道
具
を
用
意
し
て
い
た
参
加
者

は
、
二
年
を
下
ら
な
い
軽
懲
役
に
処
す
る
。
そ
の
他
の
者
は
、
二
一
年
以
下
の

軽
懲
役
に
処
す
る
。

幻
な
る
ほ
ど
上
述
の
種
類
の
暴
力
行
為
は
行
な
わ
れ
な
い
が
、
軍
隊

♀
ぽ
宮
耳
由
民
ロ

2
0
呂
田
与
。
の
現
実
の
干
渉
が
、
こ
れ
に
関
し
て
存
す
る

法
律
上
の
諸
規
定
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
と
き
、
又
は
そ
の
よ
う
な
干
渉
を
法

律
上
正
当
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
、
教
唆

者
及
び
指
揮
者
は
、
六
月
を
下
ら
な
い
軽
懲
役
に
処
す
る
。
武
装
し
、
又
は

破
壊
道
具
を
用
意
し
て
い
た
参
加
者
は
、
三
月
以
上
三
年
以
下
の
軽
懲
役
に

処
す
る
。
そ
の
他
の
者
は
、
二
年
以
下
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。

一
五
五
条
は
、
中
止
未
遂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

次
に
、一
五
五
条
一
五
四
条
に
規
定
さ
れ
た
場
合
の
い
ず
れ
か
が
ま
だ
起
こ
ら

な
い
う
ち
に
、
離
脱
し
か
っ
秩
序
に
服
し
た
参
加
者
は
、
徒
党
を
組
ん
だ
こ

と
を
理
由
と
し
て
は
、
刑
を
科
せ
ら
れ
な
い
。
教
抽
訳
者
及
び
指
揮
者
に
関
し

て
は
、
全
体
の
企
て
が
、
ま
さ
し
く
規
定
さ
れ
た
時
以
前
に
中
止
さ
れ
、
か

っ
自
ら
身
を
も
っ
て
そ
の
中
止
の
た
め
に
協
力
し
た
と
き
に
限
り
、
こ
の
こ

と
が
あ
て
は
ま
る
。
な
る
ほ
ど
企
て
は
中
止
さ
れ
た
が
、
彼
ら
が
協
力
し
た

の
で
は
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。

ま
ず
、
「
多
衆
」
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
三
年
一
二
月
及
び
五
五
年
二
一
月

草
案
の
段
階
で
は
、
明
示
的
に
少
な
く
と
も
一

O
人
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の

が
、
下
院
の
立
法
委
員
会
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
に
規
定
す
る
よ
り

も
、
む
し
ろ
裁
判
官
が
個
々
の
事
案
に
お
い
て
決
定
を
下
す
の
が
適
当
で
あ
る
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と
さ
料
、
「
武
器
」
に
つ
い
て
も
、
「
暴
力
的
な
使
用
に
よ
っ
て
臼
常
の
経
験
に

従
え
ば
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
侵
害
を
も
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な

物
」
を
い
う
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
や
は
り
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
者
の

理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
例
え
ば
頑
丈
な
梶
棒
は
、
確
か
に
人
に
対
す
る
暴
行
・

脅
迫
に
お
い
て
は
武
器
と
な
り
う
る
が
、
内
乱
・
反
逆
に
お
い
て
も
同
様
に

考
え
ら
れ
る
か
は
疑
わ
し
い
か
ら
、
こ
の
場
合
も
個
別
的
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
軍
隊
の
現
実
の
干
渉
が
、

こ
れ
に
関
し
て
存
す
る
法
律
上
の
諸
規

定
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
と
き
」
と
は
、
た
と
え
ば
、
解
散
勧
告
に
関
す
る
法
律

規
定
に
従
わ
な
い
群
集
を
解
散
さ
せ
る
場
合
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
「
軍
隊

の
干
渉
を
法
律
上
正
当
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
」
と
は
、
軍
隊

を
攻
撃
し
、
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
き
、
家
屋
に
侵
入
し
よ
う
と
し
、
人
に
暴
行
を

加
え
、
又
は
他
人
の
財
産
を
暴
力
的
に
奪
取
し
、
損
壊
し
も
し
く
は
破
壊
す
る

門
戸

b
v

よ
う
な
行
為
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
単
な
る
見
物
人

Q
5
n
v
Eご
又
は
偶
然
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た

人
は
、
参
加
者
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
、
注
意
を
要
す
る
。

こ
の

F
B
に
お
い
て
は
、
何
の
た
め
に
暴
力
を
行
使
す
る
の
か
と
い
う
「
目

的
」
が
排
除
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
層
「
公
共
の
平
和
」
が
前

面
に
出
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
公
共
の
平
和
が
国
家
に
近
い
も

の
か
、
む
し
ろ
社
会
に
近
い
も
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

ぃ
。
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
、
内
乱
・
反
逆
・
不
敬
・
そ
の
他
公
的
な
権

威
に
対
す
る
行
為
が
規
定
さ
れ
、
第
五
章
に
お
い
て
は
選
挙
権
に
関
す
る
可
罰
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的
な
行
為
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
七
章
及
び
第
八
章
は
各
種
偽
造
を
、
第
九
章

は
偽
誓
を
、
第
一

O
章
は
倫
理
に
対
す
る
罪
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。

前
述
の
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
国
家
の
存
立
に
関
す

る
も
の
、
第
五
章
は
国
家
に
お
け
る
公
的
生
活
に
関
す
る
も
の
、
第
六
章
か
ら

第
九
章
ま
で
は
平
和
及
び
公
の
信
義
誠
実
に
関
す
る
も
の
、
第
一

O
章
は
国
家

に
人
倫
的
な
性
格
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
国
家
か
社
会
か
と
い
う
問
題
の
立
て
方
自
体
が

無
理
な
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
第
六
章
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は

「
平
和
の
撹
乱
及
び
私
力
」
と
い
う
名
称
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

F
B
は
依
然
と

し
て
「
許
さ
れ
な
い
私
カ
」
と
い
う
見
地
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
う
か

が
え
る
。
そ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、

一
八
一
三
年
法
典
と
同
様
な
結
論
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

(
1
)
 
わ
た
く
し
の
使
用
し
た
法
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
。
曲
目
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(1) 

さ
ら
に
、

一
入
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
成
立
以
降
、

F
B
を
や
は
り
国

騒擾罪の保護法益についての一考察

家
権
力
に
対
す
る
罪
と
考
え
て
い
た
リ
ス
ト
の
見
解
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に

す
る
。四

リ
ス
ト
の
二
分
説
と
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ
、
及
び
そ
れ
に

対
す
る
批
判

リ
ス
ト
は
、
各
則
を
「
個
人
の
法
益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
と
「
全
体

の
法
益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
の
二
つ
に
分
け
た
。
彼
に
と
っ
て
、
法
益

と
は
、
人
間
と
し
て
の
存
在

2
2
5
3∞
nFZnzugmFロ
)
が
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
と
し
て
の
存
在
は
、
個
人

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
法
仲
間
ハ
河
内
wn宮
田
岡
市
ロ
O
曲目

g)
全
体
中

の
一
員
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
法
益
も
ま
た
、
個
人
の
法
益
と
全
体

(3) 

の
法
益
に
分
割
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、

F
B
を
「
国
家
権
力
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
の
一
種
と
し
て
取

り
上
げ
た
。
抽
象
的
な
概
念
及
び
具
体
的
な
機
関
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
国
家
権

力
は
、
全
体
を
ま
と
め
あ
げ
、
個
々
の
構
成
員
を
動
か
す
カ
と
し
て
捉
え
ら
れ

〔

4〉る
。
そ
し
て
、

F
B
は
、
客
観
的
な
意
味
で
の

1

公
共
の
平
和
」
、
す
な
わ
ち
、

法
秩
序
に
化
体
さ
れ
た
国
家
権
力
の
保
護
力
、
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
公
共
の
不
法
圧
迫

P
E
E
d司
自
己
は
、
主
観
的
な
意
味
で
の

「
公
共
の
平
和
」
、
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
の
保
護
力
、
法
秩
序
が
撹
乱
さ
れ

る
こ
と
な
く
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
に
対
す
る
法
仲
間
の
信
頼
、
を
害
す
る
も

門

5
V

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
、
大
場
茂
馬
博
士
が
異
論
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
脅
迫
に
つ
い
て
は
、
法
秩
序
の
保
護
力
に
対
す
る
「
個
人
」
の
信
頼
を

害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
個
人
」
の
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
し
て
い
な

が
ら
、
国
家
権
力
の
保
護
力
に
対
す
る
「
法
仲
間
」
の
信
頼
を
害
す
る
公
共
の

不
法
圧
迫
に
つ
い
て
は
、
「
法
仲
間
」
、
す
な
わ
ち
、
「
不
定
多
数
ノ
民
衆
」
、
「
社

会
」
の
法
益
に
対
す
る
罪
と
せ
ず
、
「
国
家
権
力
」
に
対
す
る
罪
、
従
っ
て
、

「
国
家
」
の
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
論
理
一
貫
し
な
い
、

と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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」
の
こ
と
は

F
P
に
も
あ
て
は
ま
る
、

こ
の
批
判
は
全
面
的
に
あ
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
リ
ス
ト
は
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論
理
一
貫
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
、
「
法
仲
間
」
で
は
な
く
、
「
法
仲
間

全
体
」
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

リ
ス
ト
の
場
合
、
「
公
共
の
平

和
」
に
対
す
る
罪
を
あ
く
ま
で
も
「
国
家
」
に
対
す
る
罪
と
す
る
つ
も
り
な
ら

ば
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
、
「
法
仲
間
全
体
」
、
す
な
わ
ち
「
国
民
」
を
、

国
家
と
密
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
H
国
家
に
対
す
る
罪
と
い
う
範
時
間

を
設
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
場
博
士
の
批
判
の
な
か
に
、
極
め
て
鮮
明
な
形
で
、
法

益
の
帰
属
主
体
と
し
て
の
「
社
会
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

博
士
が
、
日
本
の
騒
擾
罪
を
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
、
及
び
公
共
の
平
和
に

対
す
る
罪
と
捉
え
る
方
向
を
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

わ
た
く
し
の
使
用
し
た
法
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

ω可
民
向
2
2
N・

σ
c
n
v
E円
色
白
叩
ロ
2
注目

n
y巾
何
色
n
v
・
2
巾
-
U
2
a巾ロ

mmσ
吋
山
口
町
三
日
n
F
・

帥
件
。
ロ
河
冊
目
n
v
g
Rえ
m
g
R
N
O
ロ
・
吋
O
H同
〉
ロ
ω
m包
括
自
由
件
〉
ロ

5
2・

wロロ
m
mロ
〈
O
ロ
ロ
『
・
出
血
口
白
河
口
。
。
『

m-H∞
∞
印
・
こ
の
法
典
に
つ
き
、
司

法
大
臣
官
房
調
査
課
・
一
九
三

O
年
独
逸
刑
法
草
案
並
に
現
行
独
逸
刑
法

典
・
司
法
資
料
第
一
九
一
号
(
昭
一

O
)
、
法
務
大
臣
官
房
調
査
課
・
ド

イ
ツ
刑
法
典
・
法
務
資
料
第
三
二
九
号
(
昭
二
九
)
、
法
務
大
臣
官
房
司

法
法
制
調
査
部
・
ド
イ
ツ
刑
法
典
・
法
務
資
料
第
三
九
七
号
(
昭
四
二
)

参
照
。

(
2
)

帝
国
刑
法
典
一
二
五
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

一
二
五
条
多
衆
が
公
然
と
徒
党
を
組
み
、
か
つ
合
同
力
を
用
い
て
人

又
は
物
に
対
し
暴
行
を
行
な
う
と
き
は
、
こ
の
徒
党
に
参
加
す
る
各
人
は
、

F
2】
の
罪
と
し
(
者
巾
肉
開
口
戸
田
口
弘
常
ぽ
岳
山
岡
田
-
M
『ロ
n
F巾
回
)
、
三
月
を
下
ら

な
い
軽
懲
役
に
処
す
る
。

指
帽
伴
者
、
並
び
に
人
に
対
し
て
暴
行
を
行
な
い
、
又
は
物
を
鯨
奪
し
、

滅
失
さ
せ
、
も
し
く
は
破
接
し
た
者
は
、
一

O
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

な
お
、
警
察
監
視
を
認
め
る
旨
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
酌
量
軽
減

す
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
六
月
を
下
ら
な
い
軽
懲
役
に
処
す
る
。

な
お
、
本
条
に
つ
い
て
の
立
法
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
(
〈
包
・

明
司
・
く
・
図
。
戸
同
N一
冊
ロ
色
。
門
戸
周
回
口
弘
-uznF
色
白
師
会
u
z
z
n
y叩ロ

ω仲吋白守一巾
ny-zr

口
同
・
∞
己
・
同
∞
斗
品

"ω
・
5
N
〉
ロ
ヨ
・
む
・
)

O

F
B
は
、
多
衆
が
公
然
と
徒
党
を
組
み
、
か
っ
合
同
カ
を
用
い
て
人
又

は
物
に
対
し
暴
行
を
行
な
う
と
い
う
、
公
共
の
秩
序
の
撹
乱
を
含
み
持
つ
。

一
二
四
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
(
多
衆
に
よ
る
|
訳
者
注
)
住
居
侵
入

の
場
合
と
は
、

HHσ

が
、
特
定
の
固
ま
れ
た
場
所
へ
の
侵
入
に
限
ら
れ

ず
、
さ
ら
に
、
人
又
は
物
に
対
し
て
現
実
に
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
点

で
は
、
こ
こ
で
も
一
二
四
条
に
お
い
て
も
、
徒
党
を
組
む
こ
と
そ
れ
自
体

が
す
で
に
暴
行
を
行
な
う
意
図
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
は
な

'u 
そ
の
よ
う
な
徒
党
に
単
に
参
加
し
た
者
と
、
実
行
を
指
揮
し
ハ
指
揮
者
)

又
は
暴
行
を
直
接
に
行
な
っ
た
者
と
の
間
の
可
罰
性
の
違
い
は
、
事
物
の

本
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
指
揮
者
」
と
い
う
表
現
は
、
通
常
の
言
語
の

慣
用
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
説
明
の
必
要
は
な
か
っ
た
。

F
P
に
際
し
て
主
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
公
共
の
秩
序
と
い
う
利
益
が
、

94 北法34(1・94)



)
 

'
i
 
(
 

プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
二
八
四
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
重
罪
を
「
財

産
損
壊
」
に
関
す
る
規
定
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
決
定
的

な
理
由
で
あ
っ
た
。

暴
動
と

Fhσ

と
は
、
前
者
の
構
成
要
件
に
お
い
て
は
、
干
渉
し
た
公

権

力

♀

5

2
ロ凹
n
y
g伊丹開ロ色。

α践
。
ロ
己
W
Fゅ
の
ω毛
色
丹
)
に
対
す
る
反

抗
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
る
。

(
3
)

司
・
〈

-
F
U
N
Y
F巾宮門
σロ
nv
島冊目

U
2
H仲
間
口
町
四
ロ

ω丹吋担問円四円伊丹
P
H由・

ロ
・
〉

za--HUO∞・

ω-NC印
・
(
大
場
博
士
は
こ
の
版
を
参
照
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
、
各
論
上
巻
(
明
四
二
)
一
二
頁
註
入
、
二
五
頁
託
て
な
ど
を
参

照
)
一
月
刊
ロ
伊
丹
帥

m
E
ロ
ロ
仏
国
田
口
色
ロ
ロ
阿
国

σ巾
開
門
仲
間

F
B
∞
宮
【
出
口

m印
nFm口

出
恒
三

σ
z
n
z
p
N
2
4弓
-
E・
?
g
g
-
ω
・
ミ

u
u
U四
円
切
巾
問
門
広
母
国

間
巾
円
宮
田

m
z
g
E
S
ω
可
弘
司
mnF同
ロ
ロ
己
吉
己
巾
円
切
口
円
可

n-oH)陣
丘
町
内
凶

2

M
g
n
y
g三
回
目
白
ロ
回
円

E
P
N
3
4司
・
∞

a.
∞・

5
g・
ω・
に
∞
・

も
っ
と
も
、
リ
ス
ト
は
は
じ
め
か
ら
二
分
説
を
採
用
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
(
奈
良
俊
夫
「
リ
ス
ト
の
法
益
論
と
そ
の
現
代
的
意
義
ハ
一
〉
」

法
学
新
報
八
四
巻
一
・
二
・
三
合
併
号
(
昭
五
二
)
七
四
頁
以
下
参

照
)
。
教
科
書
第
一
版
〈
一
八
八
一
)
に
お
い
て
は
、
「
個
々
の
国
家
市
民

(
ω
g忠由
σロ
『
問
問
可
)
の
法
益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
と
「
国
家
(
の
2HM中

古
毛

2
2回
)
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
の
他
に
、
「
社
会
(
司

Z
E宗
zg-

公
衆
)
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
及
び

「
擬
似
法
益
(
ロ
ロ
包
ぬ
叩
ロ

E
n
y白
河
町

n
y
Zぬ
口
丹
市
吋
)
に
対
す
る
可
罰
的
な

行
為
」
(
攻
撃
さ
れ
る
法
益
の
性
質
で
は
な
く
攻
撃
の
方
法
が
当
該
犯
罪

の
特
徴
を
よ
り
適
切
に
示
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
連
の
犯
罪
、
偽
造

犯
・
宗
教
犯
・
風
俗
犯
な
ど
〉
と
い
う
範
瞬
を
も
設
け
、
四
分
説
を
と
っ
て

騒擾罪の保護法益についての一考察

い
た
と
さ
れ
、
戸
時

σ
は
、
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
中
、
公
共
の
平
穏
に

対
す
る
罪
の
一
種
と
さ
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
版
こ

八
八
八
)
以
降
、
い
わ
ゆ
る
二
分
説
に
移
行
す
る
わ
け
で
あ
る
(
な
お
、
こ

の
分
類
は
第
二
五
版
(
一
九
二
七
)
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
)
0

し
か

し
、
第
四
版
(
一
八
九
一
〉
に
お
い
て
は
、

F
B
は
、
名
誉
致
損
罪
・
自
由

侵
害
罪
・
秘
密
侵
害
罪
な
ど
と
と
も
に
、
無
体
法
益
(
ロ
ロ
W
C
円
目
指
ユ

-nF開

HN巾
n
y
Z間
口
仲
間
吋
)
に
対
す
る
罪
の
一
種
と
し
て
、
「
個
人
の
法
益
に
対
す

る
可
罰
的
な
行
為
」
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
円
、
同

σ
が

「
国
家
権
力
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
の
一
種
と
し
て
、
「
全
体
の
法

益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
中
に
移
行
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
何
版
(
何

年
)
以
降
か
に
つ
い
て
は
確
認
し
え
な
か
っ
た
(
但
し
、
第
七
版
(
一
入

九
六
)
の
戸
内

σ
に
つ
い
て
は
、
ロ
ス
ト
が
社
会
(
全
冊
。
冊
目
白
ロ
田
口
町
阻
止
)

を
不
特
定
多
数
の
個
人
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
リ
ス
ト
は

F
B
を
個
人
の
法
益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為

と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
評
さ
れ
て
い
る
、
〈
包
・
戸
田

Z
5
0
コM
W
U
2・

E
E
E
E
2
5
2
5
E
n
y
含
g
m
z
n
v曲目丹
E
R
2
2
N
σ
z
n
y
-

Nω
件
当
・
回
色

-s・
H∞由∞・

ω・
5
H
〉
ロ
ヨ
・

5
・
ω・
N

G

U

・)。

(
4
)

円四国

N
F
F巾}弓
σ戸
n
y
H申{)∞・

ω
-
N由∞・

(
5
)
F
U
N
F
同
・
白
・
。
・

ω・
印
由
。
・
な
お
、
小
野
清
一
郎
博
士
は
、
リ
ス
ト

u

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
一
九
二
七
年
版
を
参
照
さ
れ
て
い
る
(
小
野
・
刑
法
講
義

全
(
昭
七
)
三
七
七
頁
参
照
)
。

(
6
)
F
Z
N
Y
同
・
同
・
。
・

ω-hp()ω
・

(
7
)

大
場
・
刑
法
各
論
下
巻
(
明
四
三
)
一
二
頁
誌
四
。

(
8
)

大
場
博
土
を
参
照
さ
れ
る
論
者
と
し
て
は
、
伊
達
「
騒
援
の
罪
」
刑
事
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研究ノート

法
講
座
第
七
巻
一
四
二
六
頁
注
つ
一
)
、
武
安
「
騒
擾
罪
に
関
す
る
判
例
お

よ
び
学
説
の
推
移
ハ
門
」
法
曹
持
報
二

O
巻
一
二
号
五
頁
注
(
七
〉
、
七
頁
注

つ
一
)
、
九
頁
、
一

O
頁
注
つ
一
〉
、
な
ど
を
参
照
。

第
二
款

ラ
ン
ト
フ
リ
1
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ
を
国
家
に
対
す
る
罪
と

す
る
残
り
の
見
解

こ
こ
で
は
、

ま
ず
、

へ
ン
ケ
に
お
け
る
社
会
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
の
理

解
、
及
び

F
B
の
捉
え
方
を
紹
介
す
る
。

ヘ
ン
ケ
に
お
け
る
社
会
に
対
す
る
罪
、
及
び
ラ
ン
ト
ブ
リ
l
デ
γ
ス
プ

ル
ッ
フω

へ
ン
ケ
は
、
直
接
に
国
家
又
は
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て

の
国
家
犯
罪

3
g見
書
叩
与
窓
口

y
g〉
又
は
個
人
犯
罪
(
耳
目
〈
巳
〈
拍
手

5
・

n
Eロ
)
と
い
う
二
分
説
は
不
完
全
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
国
家
と

個
人

S
S白
骨
ロ
ロ
円
二
ロ
佳

i
E
2・0
色

2
a
u
田
口
N
巾】口問ロロ内

Z
R
2
2
3

を
同
時
に
直
接
に
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
「
社
会
(
の
四
虫
色
口
当

2
2
)
に
対

す
る
罪
」
と
い
う
第
一
一
一
の
範
騰
を
考
案
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
「
公
共
の
安
全

に
対
す
る
罪
」
、
「
公
の
信
義
誠
実
に
対
す
る
罪
」
が
含
ま
れ
、
前
者
は
さ
ら

健
康
及
び
財
産
に
対
す
る
公
共
阻
害
的
又
は
公
共
危
険
的

に
、
「
人
の
生
命
、

行
為
に
つ
い
て
」
と
「
国
内
の
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
公
共
阻
害
的
又
は
公
共

危
険
的
侵
害
に
つ
い
て
」
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
へ
ン
ケ
の
試
み
に
は
、
権
利
の
帰
属
主
体
と
し
て
の
国
家
又
は
個
人
を

96 

尊
重
し
つ
つ
、
し
か
も
従
来
の
二
分
説
の
不
都
合
さ
を
避
け
よ
う
と
す
る
努
力

の
跡
が
う
か
が
え
る
。
彼
が
具
体
的
な
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
公
正
証

書
、
公
印
、
貨
幣
等
の
偽
造
が
、
現
実
に
財
産
の
損
害
を
惹
起
し
た
場
合
で
あ

れ
山
。
確
か
に
、
特
に
貨
幣
偽
造
の
場
合
、
実
際
に
使
用
さ
れ
財
産
の
損
害
が
惹

起
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
国
家
の
通
貨
高
権
と
個
人
の
財
産
と

が
直
接
に
同
時
に
害
さ
れ
た
と
み
う
る
場
合
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

公
正
証
書
、
公
印
の
偽
造
に
つ
い
て

北法34(1・96)

つ
ね
に
行
使
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

は
、
現
実
に
財
産
の
損
害
が
惹
起
さ
れ
る
方
が
多
い
か
に
つ
い
て
も
疑
問
の
余

地
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
多
少
極
端
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
自
己
所
有
の
家

展
に
火
を
つ
け
周
辺
に
危
険
が
感
じ
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
だ
け
が
燃
え
た
と
き

は
、
な
ん
ら
他
人
の
財
産
侵
害
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
国
家
を
害
し
た
と
す
る

こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
家
と
個
人
を
同
時
に
直
接
に
害
す
る
「
社
会
に
対
す
る

罪
」
と
い
う
範
障
が
貫
徹
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
し

か
し
、
へ
ン
ケ
の
本
来
の
意
図
が
、
諸
々
の
多
種
多
様
な
犯
罪
に
つ
い
て
見
通

し
を
良
く
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
従
来
の
二
分
説
で
は
説
明
し

に
く
い
犯
罪
を
、
第
三
の
範
鴎
を
設
け
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
そ
の
志
向
は
、

否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

助
へ
ン
ケ
は
、
通
常
の
国
家
犯
罪
と
し
て
、
「
主
権
者
及
び
そ
の
家
族
、



憲
法
、
国
家
の
外
的
安
全
に
対
す
る
罪
」
と
「
国
家
の
公
共
の
平
和
及
び
内
的

静
議
・
安
全
に
対
す
る
罪
」
を
あ
げ
、
両
者
共
に
国
家
の
人
格
(
唱
え
忠
ロ
-

z
n
y
r
o伊
丹
〉
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
前
者
は
狭
義
の
臣
氏
、

す
な
わ
ち
誓
約
し
た
臣
民
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
一
時

的
な
臣
民
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
後
者
は
、
多
様
な
形

で
あ
ら
わ
れ
る
国
家
権
力
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
戸
時
σ
も
そ
の
中
に
含
ま
れ

る
。
彼
は
、

F
P
は
当
然
に
国
家
権
力
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
円
、
診
が
ま

ず
第
一
に
私
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

(1) 

む
し
ろ
個
人
と
国
家
を
同
時
に
直
接
に
侵
害
す
る
犯
罪
と
し
て
社
会
に
対
す
る

罪
と
す
る
方
が
正
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
特
に
、
彼
は
、
そ
の
罪
の

中
に
公
共
危
険
行
為
と
い
う
範
腐
を
設
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
っ
国
家
を
自

己
目
的
の
存
在
と
捉
え
ず
、
国
家
に
対
す
る
犯
罪
は
間
接
的
に
国
家
仲
間
の
侵

害
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
程
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
直
接
の
客
体
た
る
私
人
を
等

閑
視
す
る
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
し
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

騒擾罪の保護法益についての一考察

(
1
)

開
・
出
巾
ロ
wmr
国田口円四
σロ
n
y
円
四
柏
田
一
わ
ユ

5
5包円四
n
y
g
cロ
s
p
w円

。
ユ
ヨ
山
口
同
日
目
当
日
E
F
H・、
H，z
-
r
g
N
ω
二山・

ω∞斗
UN・、吋
}Ha--58・
ω
・
叶
-

(2)

同
町
ロ
r
p
ω
・、円
F
g
f
H
m
w
U
0・
ω・
口
同
iJN同・

〔

3
)

回開口}内
P

H

・、
H
，Y
巳「

ω・
ω∞J
1
.

(
4
)

国
巾
ロ
w
p
ω
・
吋
ymFYω
・
5
R
-

(
5
)
 
国
叩
ロ
r
p
N・同，
F2--ω
・叶一

ω・、
H，vmFYω
・
H∞四時・

次
に
、
社
会
に
対
す
る
罪
と
い
う
範
腐
を
設
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

公
共
犯
罪
(
。
良
g
E
n
y
m
〈

2
宵

R
Z
5、
個
人
犯
罪
へ

p-S芝
居
ア

耳
2
Zロ
〉
、
職
務
犯
罪
(
〉

E
Z
Z円
σ
s
n
v
g
)
と
い
う
三
分
説
を
と
り
、

し
か
も
第
三
の
も
の
を
前
二
者
に
解
消
し
う
る
形
で
理
解
し
て
い
る
、

一
八
四

O
年
事
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
を
取
り
上
げ
る
。

二

一

八

四

O
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
ふ
一
見

ω
本
法
典
に
お
い
て
、
公
共
犯
罪
と
は
、
国
家
の
諸
制
度
そ
れ
自
体
を
か

っ
直
接
に

3
Z呉
国
包
ロ
円

K
Z
E
m
2
2
5
2
z
E
ロロ

B
E己
宮
門
)
侵
害
一
目

す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
犯
罪
は
、
個
人
の
権
利
に
危
害
を
加
え
る
も
の
で
あ

り
、
職
務
犯
罪
は
、
国
家
の
諸
制
度
及
び
個
人
の
権
利
を
同
時
に
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
職
務
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
義
務
に
違
反
す
る
官
吏
は
、
ま
さ
し

く
彼
が
維
持
す
べ
き
公
の
秩
序
を
撹
乱
し
、
国
家
及
び
個
人
の
権
利
を
侵
害
す

る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
特
別
な
義
務
違
反
と
し
て
理
一
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
職
務

犯
罪
を
国
家
と
個
人
に
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
権
利
侵
害
説
の
影
響
、
従
っ
て
権
利
の
帰
属
主
体
を
尊

97 ゴヒ法34(1・97)

重
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

HAσ

は
、
「
公
然
た
る
暴
力
(
。
叩

R
3
2
n
y刊
の
何
者
同
ロ
ど
と
い
う
名

(2) 
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称
の
も
と
に
、
暴
動
・
多
衆
集
合
・
公
然
た
る
脅
迫
・
礼
拝
の
撹
乱
・
滅
塞
の

平
和
破
壊
・
裁
判
所
及
び
そ
の
他
の
公
共
建
築
物
へ
の
侵
入
と
と
も
に
、
公
共

犯
罪
の
第
三
番
目
「
公
共
の
静
諸
に
対
す
る
罪
」
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
形
式
上
、
「
目
的
」
と
「
徒
党
」
と
い
う
要
件
の
存
在
に
よ
っ
て

既
遂
と
な
る
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
一

O
二
条
は
い
う
。

一O
二
条

人
又
は
物
に
対
し
公
然
と
暴
力
を
行
使
す
る
た
め
に
、
徒
党

を
1)組
む
幾
人
カミ
の
者

自
由

F 
炉司s
(1) .... 
冊、J

でコ
L 、
て
t土

人
に
対
し
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
と
き
、
武
装
し
た
参
加
者
は
一
年
を

下
ら
な
い
強
制
労
働
に
、
武
装
し
て
い
な
い
参
加
者
は
一
年
を
下
ら
な
い
軽

懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
べ
し
。

物
に
対
し
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
と
き
、
二
一
月
以
上
一
年
以
下
の
軽
懲

役
に 2)
処
せ
ら
れ
る
<< 
し。

の
人
に
対
し
て
も
物
に
対
し
て
も
暴
力
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、

六
月
以
下
の
軽
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
べ
し
。

本
条
に
お
い
て
、

F
P
で
は
な
く
「
公
然
た
る
暴
力
」
と
い
う
名
称
が
用
い

ら
れ
た
の
は
、
ロ
σ
と
い
う
名
称
は
、
も
と
も
と
の
専
門
的
な
意
味
か
ら
す
れ

(3v 

ば
、
も
は
や
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
幾
人
か
の
者
」
と
は
、
二
人
以
上
を
い
う
の
か
、
三
人
以
上
を
い
う
の
か

明
ら
か
で
な
い
。
内
乱
の
共
謀
(
八
二
条
)
に
お
け
る
「
二
人
又
は
そ
れ
よ
り

多
く
の
人
間
食
毛
色
色
2
B
m
y吋巾
g
p
w同
g
Sロ
ど
と
い
う
表
現
に
従

え
ば
、
一
二
人
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
じ
、
窃
盗
(
一
二
四
条
三
号
)
に
お

98 

け
る
ご
人
又
は
そ
れ
よ
り
多
く
の
仲
間
(
冊
目
ロ
O
島

2

5巾
Y
5
5
の巾同
M
O
g
-
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gど
と
い
う
表
現
に
従
え
ば
、
二
人
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
へ
I
ベ
ル

リ
ン
は
、
本
法
典
の
「
公
然
た
る
暴
力
」
は
、
も
と
も
と
共
謀

(nog-02〉

に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
二
人
で
十
分
と
し
て
い
る
。

「
武
器
」
と
は
、
「
暴
力
的
な
使
用
に
よ
る
通
常
の
効
果
と
し
て
生
命
が
危

う
く
な
る
よ
う
な
道
具
」
を
い
う
(
八

O
条〉。

本
法
典
に
お
い
て
、
白
救
行
為
・
決
闘
は
、
次
の
第
四
款
「
公
共
の
秩
序
に

対
す
る
罪
」
中
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ロ
σ
と
密
着
し
た
関
係
の
も
の
と
し
て

は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
戸
時
U

が
狭
義
の
裁
判
権
に
対
す
る
罪
と
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
国
家
権
力
に

対
す
る
罪
と
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

「
公
共
」
と
は
、
国
家
又
は
国
家
元
首
、
も
し
く
は
市
町
村
全
体
に
関
係
し

て
い
る
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
公
然
性
を
有
す
る
場
合
と
し
て
捉

(E) 

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
す
べ
て
が
公
共
犯
罪
中

に
組
み
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
毒
に
よ
る
公
共
危
険
の
場
合
(
一
五
九

条
一
号
)
や
市
町
村
の
各
所
で
同
時
に
放
火
し
た
場
合
(
二

O
四
条
一
号
)
な

ど
は
、
こ
こ
で
も
個
人
犯
罪
の
一
種
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
公
共

犯
罪
中
に
お
け
る
「
公
共
」
は
、
個
人
犯
罪
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
観
念
的
・
抽

象
的
な
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
本
質
的
な
違
い
で



は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

(
1
)

わ
た
く
し
の
使
用
し
た
法
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
。
田
明
わ
コ

S
F・

ロ曲目
H
H

の由回目同
N
H
∞ロ
n
y
岡
田
吋
仏
国
由
民
四
円
N
O開
昨

y
c
g
∞
E
ーロロ曲
n
v耳冊目
m・

2
m
v帥
丹
岳
山
H
1
P向。
2
4
2
M
仏叩
H1
同町円
N
O
E
・
戸
白
HM仏印印
H・0m-mH・
ロ
ロ
ぬ
ロ
ロ
弘

明
ユ
位
ロ
丹
市
『
ロ
ロ
問
。
口
同
己
的
乱
巾
ロ
田
仲
間
一
口
弘
2
n
v四
回
〈
巾
吋
一
宮
白
ロ

a-zロ
m
m
p

H
∞AH0
・

(
2〉
切
『
由
ロ
ロ
回
口
伊
項
目
日
間
・

ω
-
H
印∞・

(
3
)

回
門
担
ロ
ロ
由
n
F
d『巳
m
-
ω
-
N
S
・期

H
O
N
-

(
4
)

の.司・
d
『
・
】
・
回
目
宮
ユ
戸
。

E
ロ
骨
密
N
巾円凶

2
9
5吉
田
町
四
n
F
Z

ロ
白
口
『
同
色
白
ロ
ロ
凹
E
mロ
色
。
ロ
仲
田
n
y
mロ

ω仲H1曲片岡ぬ田町一げ
Nσ
岱

n
y
o
門
口
・
回
目
・
回
仏
-

H

∞hFJ
『・
ω
-
N吋
印
l
白・

(
5
)

回
同
副
ロ
ロ
曲
nyd司
包

m-
∞
-

N
印
一
戸
・
抑
制
ロ
由
i
M
M
-

(
6
)

切
吋
胆
ロ
ロ
田
n
y唱
巳
間
・

ω
-
M
A
F
印・叩

H
O
ω
u
ω
-
M
A
g
・閣内町

H
O
印
・
呂
田
・

さ
ら
に
、

一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
成
立
以
降
、
戸
時
σ
を
国
家
に
対

す
る
罪
と
解
す
る
学
説
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ

ピ
ソ
デ
ィ
ン
グ
は
、
「
国
家
と
国
民

3
g忠
君
。

-5
は
離
れ
難
く
結
び
つ

い
て
い
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
「
国
家
及
び
国
民
に
対
す
る
罪
」
と
い

う
範
鴎
を
設
け
、
戸
時

σ
を
「
国
民
に
対
す
る
罪
」
中
「
民
衆
の
平
和
(
〈
。

-z-

〈

2
V

E
E
g
)
に
対
す
る
可
罰
的
な
侵
害
」
の
一
種
と
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
民
衆
の
平
和
」
、
「
ラ
ン
ト
平
和
」
、

「
公
共
の
平
和
」
は
す

ベ
て
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
衆
の
平
和
と
は
い
っ
て
も
、
全
住
民

(の叩・

目
白
自
己
ω
四
手

-
w
Rロロ
m〉
の
平
和
こ
そ
が
侵
害
対
象
で
あ
り
、
全
体
は
一
部
を
通

じ
て
感
覚
を
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
部
の
平
和
の
動
揺
は
取
り
も
直
さ
ず

民
衆
の
平
和
の
動
揺
で
あ
る
。
た
と
え
住
民
の
一
部
で
あ
っ
て
も
、
概
念
上
個

人

2
2
巴
ロ
N
m
z
m
)
と
は
鋭
く
分
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
個
人
に
対
す

る
お
び
た
だ
し
い
攻
撃
は
、
大
規
模
に
「
平
和
の
確
信

(
-
J・目白血四回岡田
N
ロ〈

22

巴

nZ)」
を
動
揺
さ
せ
た
と
き
に
の
み
、
公
共
の
一
半
和
を
害
し
た
と
い
え
る
。

ど
の
程
度
の
範
囲
の
民
衆
の
平
和
の
確
信
又
は
平
和
状
態
旬
ユ

E
g凹N
Z
-

由
g
ロ
向
。
が
撹
乱
さ
れ
、
も
し
く
は
危
殆
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
ア

プ
リ
オ
リ
ー
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
一
個
人
が
問
題
と
な
ら
な

い
よ
う
な
大
き
な
範
囲
の
人
々
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
範
囲

の
不
特
定
な

Q
E間
g
Z
3
人
々
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
L
日
。
.

こ
こ
で
彼
の
い
う
「
全
住
民
」
と
は
ど
の
範
囲
の
住
民
を
指
す
の
か
、
必
ず

-
4〉

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
全
国
家
内
の
住
民
の
総
計
」
と
し
て
捉
え
て
い
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
社
会
(
国
民
全
体
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ

の
他
に
部
分
社
会
も
考
え
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
.
一
部
の
平
和
の
撹
乱
が
た

だ
ち
に
全
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
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不
当
に
責
任
の
範
闘
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
 
同・

ω宮
内
出
ロ
阿
w
F
巾『円
σロ
円
}
凶
内
同
町
田
の

m
B町一口巾ロ
0
2』仲間
n
y而ロ

ω可
白
内
'

円
角
川
口
町
汁
♂
∞
町
田
・
、
H
，巳
f

ω

色・

N
-

〉
σ
?
N
'
H
由()印

(ω

口
芯
ロ
己
白
戸
市
町
田
恒
)
"
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ω-uJ『
H

・

(
2
)

切
宮
門
回
目
白
血
町
田
・
白
・
。
・

ω・
〈
口
i
u
内回目・

(
3
)

切

zazm-白・白・
0
・
ω・
∞
日
志
向
・
山
口
∞

σ・
ω・∞∞
H

・

(
4
)

凶
古
監
ロ

m-
白・同・

0
・
ω・
∞
H
m
-

四

ア
ル
ン
ト
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
ー

J

ア
ン
丸
。
フ
ル
ッ
フ

(1) 

ア
ル
ン
ト
は
、
ロ
σ
の
保
護
法
益
を
「
ラ
ン
ト
平
和
」
、
す
な
わ
ち
「
ハ
ム

共
の
平
和
」
で
あ
る
と
し
、
公
共
の
平
和
に
対
す
る
危
険
を
国
家
高
権

3
g白仲間-

Form-C
の
軽
視
に
求
め
た
。
彼
の
引
用
し
て
い
る
判
例
に
お
い
て
は
、〈
2
)

公
権
ハ
α向
。
ロ
昨
日
目
円
何
回
開
〉

c
g門戸
S
C
の
軽
視
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
彼
の
表
現
は
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
三
年
と
い
う
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

為。
ふ
μ

ω
マ
ウ
ラ
ヅ
ハ
は
、
暴
動
・
多
衆
集
合
・
ピ

σ
に
つ
い
て
、
保
護
法
益
の

観
点
か
ら
は
異
な
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
犯
罪
の
発
生
原
因
及

び
心
理
的
・
構
成
要
件
的
構
造
の
類
似
性
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
国
家

権
力
に
対
す
る
犯
行
」
と
し
て
ま
と
め
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
そ
れ
ら
が
公
共
危
険
罪
(
自
然
力
の
解
放
と
い
う
点

で
1
筆
者
注
)
と
本
質
的
に
同
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
正
当
だ
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
も
ま
た

F
P
を

公
共
危
険
罪
と
解
す
る
こ
と
を
不
当
と
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ

。
る

北法34(1・100)100 

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
同
様
、
戸
時

σ
を
「
民
衆
の
平
和

(〈
o-宮
昨
日
向
島
問
ロ
)
の
撹
乱
」
の
一
種
と
し
、
し
か
も
は
っ
き
り
と
「
国
家
に

(4) 

対
す
る
罪
」
中
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
戸
時
σ
の
解
説
に
新
た
な
点
は
み
ら
れ

ず
、
た
だ
客
観
的
な
平
和
状
態
に
対
す
る
罪
と
し
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す

る。(1
)

〉
・
〉

S
F
U
2
4弓
2
2
a
g
F山
口
氏
門
広
島
町
ロ
∞

σ
E
n
z
-
N
2
4弓・

∞仏
-
m
ω
-
H
U
ω
ω
・
ω
-
M
H
白
戸
山
口
ωσ
・
ω
N
H
由i
N
0
・
N
ω
N
-

な
お
、
ア
ル
ン
ト
を
参
照
さ
れ
る
論
者
は
多
い
。
荘
子
邦
雄
「
騒
擾
罪

の
構
造
的
特
質

i
平
事
件
最
高
裁
判
決
を
機
縁
と
し
て
|
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

二
一
九
号
(
昭
三
六
)
一

O
頁
注
ハ
一

O
)、
一
一
頁
注
(
二
一
)
、
(
二
ニ
)
、

(
一
四
〉
、
一
三
頁
注
(
ニ

O
)
、
大
野
「
騒
援
の
概
念
」
総
合
判
例
研
究
叢

書
刑
法
同
一

0
2一
頁
、
一

O
六
頁
、
平
野
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
お
」
法

セ
ミ
二
二

O
号
六
一
二
頁
、
夏
目
文
雄
「
騒
擾
罪
判
例
概
説
」
法
律
時
報
四

九
八
号
(
昭
四
五
)
一
一
二
六
頁
注
(

1

)

、
一
四
一
一
一
一
良
注
(

4

)

、
一
五

O
頁

注
(
7〉
、
な
ど
を
参
照
。
ア
ル
ン
ト
が
、
ラ
ン
ト
平
和
に
対
す
る
危
険
は

具
体
化
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点

(ω-NN由・)

は
、
わ
れ
わ
れ
の
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
危
殆
化
さ

れ
る
ラ
ン
ト
平
和
の
「
実
質
」
が
ま
さ
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

ぐ
也
・
河
の
ω
?
ω
0
・
ω
由
一
山
一
河
の
ω
?
ω
少
]
ミ
品
・



(
3
)

河
・
呂
田
口
門
田
円

Y
U
2
2
n
y
g
ω
可
え

2
n
z
-
∞2
・、
H
，
m-rgg-ω
・

A
F
J

『∞・

(
4
)

出・
4
『巳
N
由
f
u
g
u
z
z
n
F
m
ω
可国内

z
n
y
p
ロ
・
〉

c
p
L
8
9
ω
・

M

口岡山

ω・
印
。
由
・
な
お
、
青
柳
教
授
は
、
グ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
の
第
七
版
(
一

九
六

O
〉
を
参
照
さ
れ
て
い
る
(
青
柳
・
刑
法
通
論
E
各
論
凡
例
二
頁
、

本
文
一
四
九
頁
注
(

2

)

〈

5
)
)
。

第
二
節

ラ
ン
ト
フ
リ

l
デ
ン
ス
ブ
ル
ッ
フ
を
社
会
に
対
す

る
罪
と
す
る
見
解

第
一
款

ラ
ン
ト
フ
リ

1
デ
ン
ス
ブ
ル
ッ
フ
を
公
共
危
険
罪
と
す
る

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

見
解

ロσ
を
公
共
危
険
罪
と
解
す
る
見
解
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、

グ
ロ
ー
ル
マ
ン
に
お
け
る
社
会
に
対
す
る
罪
の
理
解
、

及
び

F
B
の
捉
え
方

を
概
観
し
、
次
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
紹
介
す
る
。

グ
ロ

l
ル
マ
ン
に
お
け
る
社
会
に
対
す
る
罪
、
及
び
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ

ン
ス
e

フ
ル
ッ
フ

グ
ロ

l
ル
マ
ン
は
、
「
刑
法
学
の
根
本
原
則
」
第
一
版
に
お
い
て
、
す

べ
て
の
犯
罪
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
、
主
要
な
犯
罪
を
「
個
々
の
市
民
の
公
共

(1) 
の
法
的
安
全
に
対
す
る
罪
」
、
「
幾
人
か
の
市
民
の
公
共
の
法
的
安
全
に
対
す
る

罪
」
、
「
国
家
の
公
共
の
法
的
安
全
に
対
す
る
罪
」
に
分
け
、
そ
の
第
二
の
範
時

に
放
火

-
F
P
・
宗
教
犯
罪
を
組
み
入
れ
て
い
る
。

そ
の
後
三
者
は
、
「
幾
人
か
の
市
民
及
び
市
町
村
民
全
体
の
権
利
宮
町
印
刷
州
中

n
F
g
B岳
吋

2
m円
切
位
円
向
巾
円
ロ
ロ
島
岡
田
口
N
叩
吋
の
司
自
由

z
v
g
gロ
)
を
侵
害
す

る
」
か
、
あ
る
い
は
「
第
一
の
被
害
者
以
外
に
、
残
り
の
公
衆

q
c
z
r
c
g
)の

一
部
を
危
険
に
さ
ら
す
」
犯
罪
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
個
々
の
市
民
に
対
す
る

罪
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
生
命
・
身
体
・
自
由
・
名
誉
・
財
産
と
い
う
順
序
に
従
っ

た
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
幾
人
か
の
市
民
に
対
す
る
罪
と
対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
。
国
家
に
対
す
る
罪
に
お
い
て
も
、
国
家
全
体
と
い
う
表
現
の
他
に
、

そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
園
内
の
万
人
の
権
利
と
い
う
表
現
を
も
用
い
て
い
辺
。

つ
ま
り
、
彼
は
二
布
民
、
幾
人
か
(
以
上
)
の
市
一
氏
、
全
市
民
及
び
国
家
と
い
う

分
類
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
社
会
を
個
々
人
の
集
合
体
と
解
す
る
点
で
フ

ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
と
同
様
で
あ
る
が
、
社
会
を
犯
罪
分
類
の
範
薦
と
し
て
設
定

し
て
い
る
点
で
異
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
「
公
共
の

法
的
安
全
」
と
い
う
要
件
が
一
二
つ
の
範
幡
町
す
べ
て
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
範
曙
内
部
に
お
い
て
は
、
こ

の
要
件
は
分
類
に
と
っ
て
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

北法34(1・101)101 

つ
ま

り
、
社
会
に
対
す
る
罪
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
特
に
「
公
共
の
法
的
安
全
」
が
強

調
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
四
版
に
お
い
て
は
、
社
会
犯
罪
の
な
か
に
、
さ
ら
に
公
共
危

険
的
な
偽
造
(
通
貨
偽
造
・
ワ
イ
ン
粗
悪
口
問
混
和
・
破
産
)
・
公
共
の
不
法
庄



研究ノート

し
か
も

-
M
Z
E
-
2
5
と
は
、
実
際
の
人

的
共
同
体
色
白
円
曲
。
ロ
巾
ロ

m
g
M
m
E
E伊
丹
)
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
明
示
的
に
警

か
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
(
少
な
く
と
も
第
一
版
に
は
品
脅
か
れ
て
い
な
い
)
。

従
っ
て
、
人
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
の
他
に
、
観
念
的
な
社
会
・
公
共
を
も

考
え
る
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
第
四
版
に
お
い
て
明
示
的
に
説

明
す
る
き
っ
か
け
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ω
第
一
版
に
お
い
て
、
彼
は
、

F
P
を
「
法
的
な
外
観

(
B
n
v
E与
え

ω
n
Z
E
)
な
し
に
、
武
装
し
た
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
の
静
諮
を

(
E
)
 

撹
乱
す
る
攻
撃
」
と
捉
え
て
い
る
。
「
法
的
な
概
観
」
が
あ
る
場
合
と
は
、
例

え
ば
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
当
局
と
し
て
の
権
力
を
行
使
す
る
場
合
や
境
界
争
い

に
際
し
て
の
暴
行
な
ど
で
あ
り
、
「
武
装
」
と
は
、
被
害
者
の
生
命
・
身
体
に

迫
な
ど
の
犯
罪
も
組
み
入
れ
ら
れ
、

損
害
を
与
え
う
る
道
具
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
静
諮
を

撹
乱
す
る
現
実
の
攻
撃
、
す
な
わ
ち
現
実
に
公
然
た
る
暴
行
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
要
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
暴
行
は
、
市
町
村
全
体
又
は
ラ
ン
ト
全
体
に
対
し

て
な
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、

一
個
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
く
て
も
、

武
装
集
団
の
襲
撃
は
つ
ね
に
公
共
の
危
険
を
も
た
ら
す
犯
罪
と
い
え
る
も
の
で

あ(日。
(
1
)

内
円
、
.
4
司・
4
・。

g-自
由
ロ
P
の
司
ロ
ロ
仏
師
陣
同
忠
弘
巾
吋
わ
ユ

5
2白
-
z
n
F
g
a

者
広
田
和
国
国
ロ
ゲ
国
内
昨
ロ
巾
σ
z
m
Fロ
巾
吋
唱
え
由
自
由
同
即
日
円
四
回
開
ロ
ロ
回
叫
凹
件
。
ロ
巳
口
問
品
。
目

。
色
白
同
2
a
m
H
1
岳山口門的
n
v
g
M
相内
2
5
Fロ白】
M
H
m
w

印
E
N
P
見
∞
∞

(
U
2
Z〈

〉ロ戸、
21HHH釦
口
口
問
。

sg)・
ω
-
M内〈同
i
M
M
U
ω
・品晶
1
∞・

(
2
)

の円。】
S
白
ロ
ロ
・
白
・
白
・
。
・

ω・
Mg-m
怠也・

(
3
)

の
『
。
】
自
由
ロ

P
白・出・

0
・
ω・
5
由同・

(
4
)

の
き

-
B釦ロ
P
白
・
白
・
。
・

ω・
司
{
}
同
・
期
ロ
N
・

(
5
)

「
公
共
の
法
的
安
全
」
と
は
、
箇
家
の
消
極
的
で
は
あ
る
が
第
一
の
目

的
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
=
一
種
の
「
公
共
の
法
的
安
全
」

侵
害
罪
を
す
べ
て
国
家
を
直
接
に
害
す
る
罪
と
し
て
い
る
(
市
民
犯
罪
と

呼
ん
で
い
る
)

o

こ
れ
に
対
し
、
国
家
が
そ
の
積
極
的
な
目
的
の
達
成
の
た

め
に
必
要
と
考
え
、
か
っ
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
が
国
民
の
改
善
・
陶
冶
を

維
持
・
促
進
し
よ
う
と
す
る
諸
々
の
施
設
H
制
度
(
〉
ロ
印

g-Zロ
)
の
み

を
侵
害
し
、
従
っ
て
、
国
家
を
閑
援
に
の
み
危
う
く
す
る
犯
罪
を
積
極
犯

罪
と
呼
ん
で
い
る

(ω
・
品
∞
∞
・
)
。

し
か
し
、
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
翌
(
一
七
九
九
)
年
出
版
さ
れ
た

「
刑
罰
権
と
刑
事
立
法
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
司
♀
宮
田
ロ
p
d
v巾
『
庄
司

切
巾
ぬ
円
一
ロ
ロ
向
日
ロ
ロ
ぬ
色
叩
印

ωC1同時円
m
n
F仲
田
口
ロ
色
色
町
円

ω件『由同相州市田巾件
Nm巾
σロロぬ

ロ巾

σ
2
2ロ
2
肘
ロ
丹
羽
目

n
Eロ
ロ
ぬ
号
門
戸
各
門
町

4
0
ロ

骨

g
冨
阻
め
師
同
5

0

b
m円
安
門
乱
開
ロ
ロ
ロ
島
常
『
』
ロ
ュ

z
z
n
Zロ
Mg宮
g
t
cロ

(
ω
E
m吋
伶

〉
ロ
〈
叩
H

・5
同
ロ
ロ
問
。
・

5
m∞
)
」
に
お
い
て
、
ま
ず
、
立
法
が
顧
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
犯
罪
行
為
の
三
種
と
し
て
、
「
個
々
の
市
民
に
対
す
る

罪
」
、
「
幾
人
か
の
市
民
に
対
す
る
罪
」
、
「
国
家
に
対
す
る
罪
」
を
あ
げ
た

う
え
で
、
次
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
注
と
い
う
形
で
、
「
国
家
に
対
す

る
罪
と
は
、
国
家
が
直
接
に
害
さ
れ
る
も
の
だ
け
を
い
う
、
さ
も
な
け
れ

ば
、
間
接
に
は
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
が
国
家
犯
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

か
ら
」

3
・
5ω
し
と
述
べ
て
お
り
、
「
公
共
の
法
的
安
全
」
侵
害
罪
を
す

北法34(1・102)102 



ベ
て
国
家
を
直
接
に
害
す
る
罪
と
す
る
考
え
方
を
維
持
し
て
い
た
か
疑
問

の
余
地
が
あ
ろ
う
。
「
刑
罰
権
と
刑
事
立
法
」
は
、
教
科
書
の
形
式
を
と

っ
た
前
年
の
「
刑
法
学
の
根
本
原
則
」
を
補
足
・
修
正
す
る
位
置
に
あ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
(
の
き

-g田口
P
∞
丘
町
円
ロ
ロ
仏
ロ
ロ
伊

ω・
口
同
〈
ロ
ご
。

な
お
、
山
口
邦
夫
・
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
刑
法
学
研
究
(
昭
五
四
)
六
一
頁

参
照
。

(
5
)

〉
・
司

E--沼田
σ。円
P

U広
間
}
回
目
的

-mw白色。ロ
b
m
H
-
a
ロN
巳
ロ
閉
口
田
仲
門
町
民
・

σ国
叶
内
口
出
国
ロ
門
出
口
口
問
2
r
ω
-
g
u・
な
お
、
岡
本
「
『
抽
象
的
危
殆
犯
』

の
問
題
性
」
法
学
三
入
巻
二
号
四
六
頁
注
ハ
1
)
参
照
。

(
6
)

の

g-B田ロ
P
の
吋
ロ
ロ
皆
同
門
N
P
ω
-
N
2・
N申
N・抑制

APE-
品印白・

)
 

司

i(
 

ニ
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
に
対
す
る
ケ
ス
ト
リ
ン
の
批
判

ω
ケ
ス
ト
リ
ン
は
、
新
し
い
立
法
及
び
学
説
に
お
い
て
、
公
共
危
険
罪
と

い
う
範
鴎
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
全
く
そ
こ
に
属
さ

な
い
犯
罪
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
、
論
者
と
し
て
ク
ラ
イ

騒擾罪の保護法益につレての一考察

ン
、
グ
ロ

l
ル
マ
ン
及
び
マ
ル
チ
ン
を
あ
げ
、

犯
罪
と
し
て
ロ
ユ
ヨ
巾
ロ

4
2

℃

Z
E
W
S
(そ
の
中
に
ロ
σ
及
び
公
共
の
不
法
圧
迫
を
数
え
入
れ
て
い
る
!

筆
者
注
)
、

p
z
z
B
(
一
般
的
に
又
は
個
々
的
な
種
類
の
み
〉
、

教
犯
罪
を
あ
げ
て
い
勺

及
び
各
種
宗

彼
は
、
こ
の
不
当
さ
は
公
共
危
険
罪
と
い
う
概
念
の
不
明
確
さ
と
関
係
が
あ

る
と
し
つ
つ
、
ま
ず
、
ク
ラ
イ
ン
の
「
第
一
の
被
害
者
以
外
に
、
同
時
に
公
衆

(MJHE--25〉
も
し
く
は
国
家
の
他
の
市
民
た
ち
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う

な
禁
じ
ら
れ
た
行
為
」
と
い
う
定
義
を
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
が
こ
と
ご
と
く
入
れ

ら
れ
る
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
だ
と
批
判
し
、
次
に
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
の
定
義

を
も
批
判
し
て
い
る
。
ケ
ス
ト
リ
ン
の
引
用
す
る
グ
ロ
;
ル
マ
ン
「
刑
法
学
の

根
本
原
則
」
第
四
版
の
定
義
は
、
前
述
第
一
版
の
定
義
と
は
幾
分
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
異
に
す
る
。
「
全
公
衆
(
す
な
わ
ち
特
定
又
は
不
特
定
多
数
の
人
間
)
の
権

利
が
侵
害
の
直
接
の
客
体
で
あ
る
場
合
」
と
い
う
.
安
件
は
確
か
に
同
じ
で
あ
る

が
、
も
う
一
方
の
「
な
る
ほ
ど
も
と
も
と
は
個
々
人
の
権
利
だ
け
が
、
あ
る
い

は
所
有
権
侵
害
罪
に
お
い
て
は
、
精
神
的
な
人
格
、
す
な
わ
ち
特
定
の
人
的

共
同
体

9
2
8
5ロ岡
2
5
5
Z
X
)
の
権
利
だ
け
が
、
侵
害
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
犯
罪
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
(
間
接
に
)
同
時
に
全

公
衆
の
権
利
が
危
殆
化
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
(
〉
ユ
)
で
、
な
さ
れ
る
場
合
」

と
い
う
要
件
に
お
い
て
は
、
現
実
の
危
険
で
は
な
く
、
行
為
の
態
様
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
版
の
定
義
に
お
い
て

は
、
は
っ
き
り
と
「
残
り
の
公
衆
の
一
部
を
危
険
に
さ
ら
す
」
と
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

ω
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
ケ
ス
ト
リ
ン
は
、
グ
ロ
l
ル
マ
ン

ハ
3
d

が
二
つ
の
全
く
異
な
る
概
念
を
ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ

北法34(1・103)103 

の
権
利
を
直
接
の
客
体
と
す
る
侵
害
は
、
ま
ず
第
一
に
個

人
に
対
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
際
同
時
に
全
公
衆
の
権
利
を
危
殆
化
す
る
も
の
と

は
異
な
っ
た
性
質
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一

ま
り
、
「
全
公
衆
」
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に
も
つ
ば
ら
個
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る
侵
害
が
、
不
特
定
多
数
人
の
財
産
、
生

命
、
健
康
の
侵
害
の
可
能
性
へ
と
拡
張
さ
れ
る
の
に
対
し
、
前
者
に
お
い
て

は
、
個
人
の
侵
害
か
ら
発
展
し
う
る
可
能
な
も
の
(
呂
α問

HKZε
、
蓋
然
的

な
も
の
(
巧
同
町
吋
凹

ny巳
ロ
ロ

nv冊
目
〉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
つ
ね
に
す
で
に
存
在
し

か
っ
確
実
な
も
の
(
目

g
a
m
z
m
n
y
oロ
O
B巴ロ
a
g
zロ
仏
の
四
項
目
曲
目
白
田
)
、

つ
ね
に
す
で
に
現
実
的
な
侵
害
の
機
が
熟
し
た
危
険

回丹市仲田

σ開門色丹田
N
Z
門
司
可
EWYmwHH
〈

2
・-叩
N
ロロ

m
m
R
g
p
o
の
丸
山
宮
吋
a

す
な
わ
ち
、

(包ロ叩

円
四
日
高
)
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

同
時
に
個
々
の
人
聞
が
侵
害
さ
れ
る

こ
の
犯
罪
の
概
念
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
な
例
と
し
廿
)
公
共
の
安
全
に
対
す
る
権
利
及
び
公
共
の
信
用
に

こ
と
が
あ
っ
て
も
、

対
す
る
権
利
の
侵
害
は
、
社
会
(
全
公
衆
)
の
権
利
を
直
接
に
客
体
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
社
会
の
権
利
に
対
し
て
、
公
共
危
険
罪
の
概
念
は
適
用

で
き
な
い
。
社
会
の
権
利
は
、
社
会
の
概
念
と
と
も
に
自
ず
と
与
え
ら
れ
る
絶

対
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
社
会
生
活
は
、
そ
の
二
つ
の
柱
石
、
有

形
的
に
は
(
自
国
広
ユ
m
-
C
公
共
の
静
諮
・
安
全
、
観
念
的
に
は

(
E
2
5

公
共
の
信
義
・
誠
実
が
正
し
く
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
、
不
可
能
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ら
が
侵
害
さ
れ
る
と
き
は
、
従
っ
て
も
は
や
単
た
る
危
険
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
解
(
単
な
る
危
険
に
と
ど
ま
る
と
い
う
見
解
|
筆

者
注
)
は
、
社
会
の
本
質
を
理
解
し
て
い
な
い
。
他
方
で
、
公
共
の
安
全
又
は

信
頼
の
侵
害
が
、
単
な
る
公
共
危
険
性
を
越
え
る
も
の
は
何
も
な
い
と
す
れ

ば
、
他
の
多
く
の
犯
罪
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
残
り
の
犯
罪
に
対
し

て
、
特
別
扱
い
し
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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(
1
)

岡
山
'
問
。
凹
己

5
・
d
mぴ
巾
円
仏
国
内
向
師
同
国
包
ロ
削
川
町
内
陣
『
丘
町

nzd司自
『
白
ロ

4R-

g
z
n
yロロ
m
g
x
σ
町田
O
ロ
仏
巾
門
町
門
∞
2
1
0
円宵印日

n
F
Z
mロロ
m
a巾
円
切
守

岡
吋
即
時
開
〈
O
ロ
岱
o-CMwma匂
巾
出
片
口
回
目
昨
日
ロ
ロ
門
回
目

5
2叫仲間
-

K

F
吋
n
E〈
仏
何
加

わ
ユ
ヨ
吉
田

-
B
n
y
F
Z
Hり

S
・
5
8・
ω-Ng-

(
2
)

欠
。
∞
己
目
P
白
・
白
・
。
・

ω・
N
∞∞・

(
3
)

問。国昨日
-
P
白
・
白
・
。
・

ω-N∞由!由{)・

(
4
)

問
。
凹
昨
日
目
ロ
・
目
・
目
・
。
・

ω-M由同・

グ
ロ

l
ル
マ
ン
・
ケ
ス
ト
リ
ン
両
説
の
検
討

グ
ロ
ー
ル
マ
ン
・
ケ
ス
ト
リ

γ
双
方
と
も
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
観
念
的
な

社
会
・
公
共
と
い
う
概
念
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
グ
ロ

l

ル
マ
ン
に
あ
っ
て
は
、
ピ
σ
と
放
火
と
を
「
公
共
危
険
罪
」
と
し
て
同
列
に
捉

え
よ
う
と
す
る
努
力
の
跡
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
ケ
ス
ト
リ
ン
に
あ
っ
て

は
、
社
会
を
極
め
て
観
念
的
・
抽
象
的
に
捉
え
、
ロ
σ
を
放
火
か
ら
全
く
切
り

離
そ
う
と
す
る
傾
き
が
顕
著
で
あ
る
。

確
か
に
、
口
σ
と
放
火
と
は
異
な
る
。
放
火
の
場
合
、

一
軒
の
家
屋
か
ら
徐

徐
に
燃
え
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
常
態
で
あ
る
の
に
対
し
、

F
P
の
場

合
、
公
共
施
設
(
例
え
ば
市
役
所
、
警
察
署
な
ど
〉
を
占
拠
す
る
と
き
は
、
当
該
地

域
全
体
に
と
っ
て
の
危
険
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
数
人
が



共
謀
し
て
市
内
の
数
カ
所
で
同
時
に
放
火
し
、
延
焼
し
た
と
き
は
、
市
内
全
体

に
危
険
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
ロ
σ
の
場
合
も
当
該
公
共
施
設
の

周
辺
が
最
も
危
険
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
地
域
全
体

に
と
っ
て
の
危
険
と
い
う
の
は
、
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
む
し
ろ
問
題
は
、
何
に
対
す
る
危
険
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
「
住
民
の
法
益
」
に
対
す
る
危
険
か
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
静
議
、
公

共
の
安
全
に
対
す
る
危
険
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
グ

?
i
ル
マ
ン
・
ケ
ス
ト

リ
ン
と
も
に
、
放
火
は
前
者
、

F
B
は
後
者
と
考
え
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
グ
ロ

1
ル
マ
ン
に
限
っ
て
い
え
ば
、
個
人
・
社
会
・
国
家
犯
罪
す

べ
て
に
「
公
共
の
法
的
安
全
」
と
い
う
要
件
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の

)
 
・1(
 

要
件
が
静
諮
と
問
視
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ロ
σ
だ
け
特
別
扱
い
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
論
理
一
貫
し
な
い
と
い
う
批
判
が
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら

騒擾罪の保護法益についての一考察

に
、
放
火
の
場
合
、
物
理
的
に
不
特
定
・
多
数
の
人
又
は
物
に
と
っ
て
の
危
険

が
比
較
的
容
易
に
看
取
さ
れ
る
の
に
対
し
、

F
B
の
場
合
、
常
に
そ
の
よ
う
な

危
険
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
に
お
い
て

も
ま
た
、
「
群
集
の
力
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
住
民
の
法
益
」
に
対

す
る
物
理
的
な
危
険
が
認
定
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
後
者
に
お
い
て

は
、
前
者
以
上
に
、
観
念
的
な
危
険
も
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
で

て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
場
合
を
ど
の
程
度
例
外
と
し
て
受
け
入
れ
る

か
が
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
は
重
要
な
問
題
と
な
ろ
う
。

ニ
に
お
い
て
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
タ
ラ
イ
ン
は
「
公
共
危
険
罪
」
と
い

う
範
鴎
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
公
共
の
危
険
を
伴
な
う

他
人
の
侵
害
(
回
四

E
e同ロロ
m
g
白ロ色町吋巾円

g
z
m巾
B
包
ロ
伺
円
。
四
時
芸
品
」

と
い
う
名
称
の
も
と
に
、
個
人
犯
罪
・
国
家
犯
罪
と
区
別
さ
れ
る
第
一
一
一
の
範
鴎

で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
放
火
・
溢
水

-
F
P
・
宗
教
犯
罪
が
含
ま
れ
て
い
た

と
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ス
ト
リ

γ
の
引
用
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
グ
ラ
イ

ン
こ
そ
が
公
共
危
険
罪
の
性
質
を
簡
明
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
グ
ラ
イ
ン
は
、
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法

の
法
典
編
纂
者
グ
ル
ー
プ
の
重
要
な
一
員
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、

一
七
九
四
年
号
ン
ト
法
、
及
び
そ
の
改
正
法
た
る
一
八
五
一
年
。
フ
ロ
イ
セ
ン
刑

法
政
ハ
の
検
討
に
移
ろ
う
。

四

一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法

ω
わ
れ
わ
れ
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
「
公
共
危
険
罪
」
に
つ
い
て
の
定
義
ば
か

り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
グ
ロ

l
ル
マ
ン
の
定
義
を
本
法
典
中
に
そ
っ
く
り
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
第
二
部
第
二

O
章
第
一
七
節
「
公
共
の
危
険
を
伴
う
損
壊
に
つ
い

て
(
〈
。
ロ
回

2
n
z
E仲間口白
m
g
g
x悶
g
g
E
2
0広
島
円
)
」
中
の
二
条
文

北法34(1・105)105 

で
あ
る
。
一
四
九
五
条
及
び
一
四
九
六
条
は
い
う
。

一
四
九
五
条
国
家
の
幾
人
か
の
市
民
、
な
い
し
は
公
衆
一
般

S
S

PHE--ggg)巾円
Y
2
3〉
を
損
傷
し
、
あ
る
い
は
危
険
に
さ
ら
す
ラ
ン
ト
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侵
害
者
ど
も

つ
ね
に
加
重
さ

(戸田ロ仏叩田
σ巾田口宮前込
-mm円一)
に
対
し
て
は

れ
た
幾
年
か
の
城
塞
禁
銅
刑
が
科
せ
ら
れ
る
べ
し
。

一
四
九
六
条
許
さ
れ
な
い
諸
々
の
行
為
に
際
し
て
、
第
一
の
被
害
者
以

外
に
、
同
時
に
公
衆
、
も
し
く
は
国
家
の
他
の
市
民
た
ち
が
危
険
に
さ
ら
さ

れ
た
と
き
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
科
せ
ら
れ
る
刑
は
、
こ
の
危
険
の
状
況
に
応

じ
て
つ
ね
に
加
重
せ
ら
る
ベ
し
。

し
て前
い述
るの
こケ
とス
kこト
なリ
るうfン
が〉の
、例

刀主

従
え

は:

一
四
九
五
条
は
戸
時
ず
を
も
意
味

一
四
九
七
条
以
下
の
規
定
は
た
だ
ち
に

F
B
を

連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

数
で
あ
る
の
に
対
し
、

一
四
九
七
条
以
下
の
主
体
が
す
べ
て
単

一
四
九
五
条
は
複
数
で
あ
る
点
は
、
無
視
し
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

一
四
九
五
条
は
多
数
人
が
多
数
市
民
を
損
傷

し
、
あ
る
い
は
危
険
に
さ
ら
す
行
為
一
般
の
総
括
的
な
規
定
と
み
る
こ
と
も
で

き
よ
う
(
「
損
傷
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
危
険
」
を
も
要
件
に
掲
げ
て
い
る
点

で
、
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
の
定
義
よ
り
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
)
。
も
ち
ろ
ん
、
具

体
的
な
行
為
と
し
て
は

る
。
し
か
し
、

一
四
九
七
条
以
下
が
最
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な

一
四
九
八
条
以
下
(
一
五

O
八
条
ま
で
)
は
、
す
べ
て
幾
年
か

(
二
年
あ
る
い
は
三
年
以
上
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
)
の
城
塞
禁
鋼
よ
り
重

刑
を
も
予
定
し
て
い
る
の
で
、
「
六
月
以
上
三
年
以
下
の
城
塞
禁
銅
刑
」
し
か

予
定
さ
れ
て
い
な
い
一
四
九
七
条
の
行
為
が
、

v
g
の
一
形
態
と
し
て
有
力
視

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
建
造
物
、
道
路
及
び
橋
梁
を
故
意
に

損
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
た
ち
、
又
は
旅
行
者
た
ち
の
家
畜
及
び
財
産

北法34(1・106)106 

を
危
険
に
さ
ら
す
」
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
財
産
危
殆
化
行
為
で
あ
る

が
、
一
四
九
五
条
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
産
に
と
ど
ま
ら

な
い
危
険
を
考
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ラ
ン
ト
侵
害
者
に
お
け
る
「
公
共
」
に
つ
い
て
、
岡
本
助
教
授
は
、
放

火
に
お
け
る
よ
う
な
住
民
個
々
人
の
集
合
体
と
し
て
の
「
公
共
」
で
は
な
く
、

「
い
わ
ば
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
(
意
識
共
同
体
)
的
な
、
観
念
的
抽
象
的
な
実

体
し
か
も
た
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
助
教
授
の
指
摘
は
正
当

で
あ
り
、
放
火
に
比
べ
る
な
ら
ば
観
念
的
抽
象
的
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
ゎ

れ
わ
れ
は
、
そ
の
点
を
こ
そ
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
放
火
に
お
け
る
「
公
共
」
が
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し

て
火
の
も
つ
性
質
の
ゆ
え
に
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
双
方
の
「
公
共
」
に
本

質
的
な
差
異
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
本
質
的
な
差
異
を
も
た
せ
る
べ
き
か
が

ま
さ
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
は
、
「
公
共
」
を
い

か
に
実
効
的
な
も
の
と
す
る
か
に
も
か
か
わ
る
)
。

ラ
ン
ト
侵
害
者
に
限
っ
て
い
え
ば
、

む
し
ろ
「
公
共
の
危
険
を
伴
な
う
損

壊
」
と
し
て
、
放
火
・
溢
水
と
と
も
に
同
節
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
方

を
重
く
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
法
典
で
は
、
さ
ら
に
第
四
節
が
、
「
国

家
の
内
的
静
論
及
び
安
寧
(
丘
四
百
口
四
円
白
河
口
宮
ロ
ロ
仏

ω
-
n
Z
5
g
C
に

対
す
る
罪
に
つ
い
て
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
、
法
律
の
公
布
の
妨
害
・
政
府



に
対
す
る
不
満
の
惹
起
・
許
さ
れ
な
い
自
救
行
為
・
暴
動
・
破
牢
を
規
定
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
は
、
「
あ
る
犯
罪
が
、

そ
れ
自
体
公
共
の
静
議
、

安
寧
及
び
秩

序
を
撹
乱
す
る
状
況
の
も
と
で
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
犯
罪
を
理
由
と
し
て

科
せ
ら
れ
る
刑
は
、
つ
ね
に
加
重
さ
れ
る
」
(
一
四
九
条
)
と
い
う
性
質
の
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
節
の
犯
罪
に
比
べ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
侵
害
者
を
放
火
・
溢
水

に
近
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
四
九
五
条
を
公
共
危
険
罪
と
し
て
の

F
P

を
も
規
定
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
る
。

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

(
1
)

同VE--℃
∞
-
u
O
円
P
白
・
同
・
。
・

ω-HCω
・

(
2
)

石
部
難
亮
・
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
|
プ
ロ
イ
セ

γ

一
般
ラ
ン
ト

法
の
成
立
|
〈
昭
四
四
)
一

O
一
頁
、
一
一
一
一
頁
、
一
一
六
頁
、
一
八
五

頁
、
な
ど
を
参
照
。

(
3
)

わ
た
く
し
の
使
用
し
た
法
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
o
k
r
z
m
由
ヨ
巳
ロ

2

円、回口色一「白
ny昨
岳
山
吋
色
町
四
句
円
四
円
志
向
山
F

目
nvmHMω
仲釦印公
w
ロ
・
同
ロ
〈
四
円
一
玄
口
弘
ロ
ロ

m

g
x
品目ロ

2.m剛山山口
N
四
口
弘
叩
ロ
〈
巾
『
。
吋
色
ロ
ロ
ロ
同
町
内
WHM・
宮
市
同
.
曲
一
口
師
側
・
〈
・
〉
・
し
『
・

宮白ロロ甲向。目
u
R
J
Nロ
・
切
己
・
巾

HMHY国
】
同
町
ロ
門
出
吋
巾
ロ
ロ
・
、
H，
F
H∞
INC-
同∞

ω∞・

(
4
)

へ
γ
ケ
及
び
ゴ
ル
ト
ダ
ム
マ

l
も
、
こ
の
規
定
が
戸
同
σ
と
い
う
犯
罪
に

対
し
て
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
-
認
め
て
い
る
(
〈
包
・
同
町
ロ
r
p
出釦ロ己・

σロ
ny・
ω・、
H，
y
mロ・

ω
-
N吋
印
引
の

o
-
E白
S
S
R
-
口
広
呂
田
同
町
ユ
釦
ロ

g

N
ロ
ヨ

ω可
え
mm曲目丹
N
U
ロ
n
F
m
E吋
庄
町

HMH・2
E
R宮市ロ

ω
gえ
2
・

切門戸

N
・同∞印
M
・
ω・
8

H

〉
ロ
ヨ
・
H
)

・)。

(
5
)

岡
本
「
放
火
罪
に
お
け
る
保
護
法
益
に
つ
い
て
付
」
刑
法
雑
誌
二
二
巻

一
号
(
昭
五
一
二
)
五
六
頁
注
(

7

)

は
、
「
二
年
以
上
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

岡
本
・
前
掲
刑
法
雑
誌
二
二
巻
一
号
五
一
二
頁
参
照
。

五

一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典

ω
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
は
、
国
家
犯
罪
・
個
人
犯
罪

と
い
う
二
分
説
を
と
っ
て
い
た
と
み
う
る
の
に
対
し
、
本
法
典
の
各
則
の
構
成

に
つ
い
て
、
有
力
な
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
べ
l
ゼ
ラ
ー
は
、
国
家
に
対
す
る

罪
、
人
に
対
す
る
罪
、
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
一
一
一
分
説
を
も
っ
て
説
明
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
職
務
に
お
け
る
重
罪
及
び
軽
罪
(
最
終
第
二
八

章
)
は
、
行
為
の
性
質
よ
り
も
む
し
ろ
行
為
者
人
格
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て

お
り
、
偽
誓
・
謹
告
・
宗
教
に
関
す
る
軽
罪
・
身
分
に
関
す
る
重
罪
(
第

八
章
|
第
一
一
章
)
は
、
国
家
に
対
す
る
罪
か
ら
人
に
対
す
る
罪
へ
の
過
渡

的
部
分
と
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
職
務
上
の
義
務
違
反
と
い
う
捉
え
方
が
根
強

い
こ
と
を
、
後
者
は
そ
れ
ら
の
犯
罪
の
あ
い
ま
い
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
(2) 
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本
法
典
二
人
四
条
が
、
口
げ
を
財
産
損
壊
の
加
重
形
態
と
定
め
る
に
至

る
ま
で
、
プ
戸
イ
セ
ン
刑
法
草
案
は
、

全

く

に

σ
と
い
う
犯
罪
を
規
定
し
な

か
っ
た
り
、
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
削
判
定
し
た
り
、
好
余
曲
折
を

経
た
の
で
あ
っ
{
問
。

罪
に
よ
る

i
訳
者
注
)
一
八
三
三
年
草
案
は
、
「
公
共
の
秩
序
の
そ
の
他
の

暴
力
的
な
撹
乱
の
概
念
は
、

dB 

」

ロコ

(
巳
ず
と
い
う
犯
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罪
の
|
訳
者
注
)
間
隙
を
埋
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
公
共
の
秩
序
に
対
す
る

F
Z
を
規
定
し
、
模
範
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
九
一
条
及
び
一
人
一
一
一
一
年
バ

イ
エ
ル
ン
刑
法
兵
三
三
二
条
|
一
三
五
条
を
あ
げ
て
い
る
模
様
で
札
口
心
。
さ
ら

に
、
初
期
の
草
案
の
中
に
は
、
物
に
対
す
る
暴
力
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
に
対
す

る
暴
力
を
も
規
定
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
四
四

O
条
の
影

響
に
よ
り
、
物
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
人
に
対
す
る
暴
力

は
強
盗
又
は
恐
喝
に
よ
り
カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
日
~
。

第
二
六
章
「
財
産
損
壊
」
中
に
規
定
さ
れ
た
二
八
四
条
は
、
次
の
よ
う
に
い

う

二
八
四
条

幾
人
か
の
者

(
g
m
F円四円
m
p
w吋
由
。
ロ
開
口
)
が
徒
党
を
組
み
、

他
人
の
動
産
又
は
不
動
産
を
掠
奪
し
(
立
宮
島
町

E
)、
荒
廃
さ
せ
守

R
・

4

『
宮

Z
S、
も
し
く
は
破
壊
す
る

(
N
巾
3
5
5ロ
)
と
き
は
、
そ
の
者
た
ち

t主

一
五
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
。
同
時
に
、
警
察
監
視
の
下
に

置
く
こ
と
を
宣
告
で
き
る
。

本
法
典
に
お
い
て
「
幾
人
か
の
者
」
と
は
、
三
人
以
上
の
人
聞
を
意
味
す

る
。
こ
の
要
件
は
、
内
乱
陰
謀
(
六
三
条
)
、
暴
動
(
九
一
条
)
、
多
衆
集
合

(
九
二
条
)
、
幾
人
か
の
者
に
よ
る
襲
撃
(
一
九
五
条
)
、
幾
人
か
の
者
に
よ
る

住
居
侵
入
(
一
二
四
条
)
等
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
三
人
で

十
分
と
す
る
趣
旨
で
は
な
川
と
は
い
え
、
こ
の
人
数
の
少
な
さ
に
よ
り
、
実
務

上
苛
酷
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
お
。

こ
の
円
四

σ
と

「
公
共
危
険
罪
」
は
次
の
第
二
七
章
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、

直
接
の
関
係
に
た
つ
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
l
は
、
二
人
四
条
を
公

共
危
険
罪
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
人

数
は
少
な
い
と
は
い
え
、

」
こ
で
も
に

σ
を
公
共
危
険
罪
と
捉
え
る
契
機
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)

わ
た
く
し
の
使
用
し
た
法
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
問
。
B
5
2
M
g司

ロ
σ叩
吋
仏
白
血

ωHH・田町間町田町仲
NσznF
同岱円仏{叩

HM『
mChu-凹
nymロ
ω-片山凶回一打開ロ

ロ
ロ
色
色
白
血
開
山
口
芯

V
E口問印肉白血叩件
N
S
S
E
-
K
M胃
ロ

5
2・
Z
白門町

出
回
国
巴

-nymロ
ρ
ロ
m--mロ
〈
。
ロ
ロ
円
・
。
問
。
円
阿
国
巾
田
市
日
開
司
・

(2)

回
mmwmw-mF
白・白・

0
・
ω
-
H由
INC-

(
3
)

岡山・〈・回目℃目
um--um門
戸
田
ロ
弘
一
『
ユ
叩
色
町
ロ
凹
σ吋
EHF-
〈
む
回
・
回
門
戸
口
.

一
戸
市

W
C

∞・

ω・
Nlω
・

(
4
)

出
GHMmLW
白
血
・
。
・

ω・
ω
〉ロ
B
-
同)・

(
5
)

の
♀
E
S
M
g
m
F
冨
同
広
江
田
口

2
・
切
仏
-
N
-
ω
-
g
r

(
6
)

切
町
田
町
戸
叩
戸
田
・
白
・

0
・
ω
-
N由
。
・
の
o
-
E白
B
E
g
-
-
白・血・

0
・
ω
-
H
N∞-

(
7
)

∞g
m
Z
3
白・目・

0
・
ω
-
S
T
の
o
-
E同
HHMg巾
♂
白
・
国
・

0
・
ω
-
H
M∞・

(
8
)

回目℃目
vo--F白口弘昨日町内凶叩ロ田
σ
2
H
n
y
ω
・
印
〉
ロ
E
・

e.

(
9
)

出
・
出
陣
]
凹
nyロ
2.、
ロ
担
印
可
門
町
ロ
宮
田
口
F
m
ω
可血肉吋
m
n
z
-
H
H同
・
寸
巳
f

同∞∞∞・

ω・
印
印
同
〉
ロ
ヨ
・
間
)
・

一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
成
立
以
降
、

F
P
を
「
公
共
危
険
罪
」
と

解
す
る
論
者
と
し
て
ヒ
ッ
ベ
ル
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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ヒ
ッ
ベ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ

六ヒ
ッ
ベ
ル
は
、
ロ
σ
を
公
共
の
平
和
、
公
共
の
秩
序
・
静
諮
又
は
安
全
に
対

す
る
罪
と
す
る
、
通
常
の
理
解
は
、
決
し
て
正
当
で
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
あ

ま
り
に
も
不
明
確
で
あ
わ
い
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
そ
れ
を
公
共
危
険
罪
と
解

す
る
方
向
を
提
示
し
た
。
そ
の
「
公
共
の
危
険
」
と
は
、
「
不
特
定
の
人
な
い

し
物
に
対
す
る
危
険
(
丘
刊
の
丸
田
町
司
苫
円
ロ
ロ

σ
2己
5
5
Z
司四円加。ロ

g

ず
N
t
司・

ω目
n
v
gど
で
あ
り
、
し
か
も
ロ

σ
ば
か
り
で
は
な
く
、
暴
動
(
〉
丘
・

を
も
公
共
危
険
罪
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

吋

Z
Y吋
)

こ
の
よ
う
な
理
解

)
 

4
a
A
 
(
 

は
、
行
為
の
客
体
と
し
て
私
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
公
務
員
を
も
含
む
日
本
刑

法
の
騒
擾
罪
に
つ
い
て
も
ま
た
、
公
共
危
険
罪
と
解
す
る
契
機
を
与
え
て
く
れ

も
っ
と
も
、
口
σ
に
お
け
る
「
公
共
の
危

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

騒擾罪の保護法益についての一考察

険
」
は
、
構
成
要
件
要
素
と
な
っ
て
い
な
い
関
係
上
、
具
体
的
な
行
為
の
通
常

の
危
険
性
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
現
実
の
危
険
の
発
生
を
要
求
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
(
ぱ
。

さ
て
、
そ
の
戸
時
σ
に
つ
い
て

彼
は
特
に
徒
党
へ
の
参
加
の
処
罰
価
値
性

を
問
題
と
し
、
そ
れ
は
侵
害
犯
で
は
な
く
危
険
犯
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
放
火
罪
・
溢
水
罪
に
お
け
る
火
・
水
と
同

様
、
人
間
の
激
情
ハ
戸
包
含

sng向
。
と
い
う
自
然
カ
が
、

(
同
町
吋
『
凹
n
y
阻
止
弘
司
田
町

zszg)
を
軽
視
す
る
や
り
方
で
解
放
さ
れ
る
も

個
人
の
支
配
権

の
が
ロ
σ
で
あ
り
、

偲
々
の
現
実
に
生
起
し
た
侵
害
に
尽
き
な
い
公
共
危
険

の
状
態
を
共
に
惹
起
し
た
点
に
、
参
加
者
の
処
罰
価
値
性
を
見
出
す
の
で
あ

〈

5
)る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
彼
は
、
旧
一
二
五
条
の
「
多
衆
の
公
然
た
る
徒

党
」
、
「
現
実
の
暴
行
」
、
「
暴
行
の
合
同
カ
に
よ
る
行
使
」
と
い
う
要
件
を
、
い

ず
れ
も
正
当
と
考
え
る
の
で
あ

μ。
つ
ま
り
、
公
共
の
危
険
と
は
、
群
集
の
公

然
た
る
徒
党
に
つ
い
て
の
み
言
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
、
現
実
に
な
さ
れ
た
暴

行
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
危
険
は
十
分
確
か
に
証
明
可
能
及
び
十
分
強
烈
な
も

の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
暴
行
の
合
同
力
に
よ
る
行
使
に
の
み
、
当
該
群
集
の
性

向
及
び
公
共
危
険
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ヒ
ッ
ベ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
公
共
の
平
和
等
の

表
現
が
あ
ま
り
に
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
判
断
基
準
と
し
て
「
不
特
定
の
人
な

い
し
物
」
を
す
え
て
、
そ
れ
に
対
す
る
危
険
の
有
無
に
よ
っ
て
ロ
σ
の
成
否

を
決
す
る
と
い
う
観
点
は
、
基
本
的
に
わ
れ
わ
れ
と
志
向
を
同
じ
く
す
る
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
「
公
共
の
危
険
」
を
ど
の
程
度
実
効
的
に
捉
え
る
か
に
つ
い

て
問
題
を
残
し
た
と
い
え
る
。
次
に
、
人
聞
の
激
情
と
い
う
自
然
力
を
火
・
水

に
喰
え
る
こ
と
は
、
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
盲
目
的
な
群
集
に
と
ど

ま
ら
ず
、
組
織
立
っ
た
群
集
も
ま
た
(
あ
る
い
は
そ
の
方
が
よ
り
)
不
特
定
・

多
数
の
人
又
は
財
産
に
害
を
及
ぼ
す
危
険
を
有
す
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
か

ら
、
後
者
の
群
集
を
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ω
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出

eu色
"
白
・
白
・
。
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ω
-
N印由・

(
6
)

岡
本
「
騒
擾
罪
の
要
件

i
メ
ー
デ
ー
事
件
|
」
刑
法
判
例
百
選
E
各
論

四
五
l
六
頁
参
照
。
な
お
、
ヒ
ッ
ベ
ル
を
参
照
さ
れ
る
論
者
と
し
て
、
田

村
豊
「
集
団
犯
罪
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
四
巻
一
号
(
昭
二
八
)
七
七
頁

内
田
・
各
論
下
巻
四
一
七
頁
注
(
4
V
な
ど
を
参
照
。

周
知
の
よ
う
に
、

一
九
七

O
年
五
月
二

O
日
の
第
三
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ

り
、
暴
行
の
行
使
が
単
な
る
処
罰
条
件
と
い
う
の
は
責
任
原
則
に
反
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
、
単
に
「
集
団
」
の
内
部
に
「
い
た
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
処
罰

す
る
の
は
法
治
国
家
上
疑
問
、
が
あ
る
こ
と
、
デ
モ
参
加
者
の
中
か
ら
結
果
的
に

少
な
か
ら
ず
怒
意
的
に
起
訴
を
し
て
い
る
の
は
正
義
及
び
起
訴
法
定
主
義
に
反

す
る
こ
と
、

一
二
五
条
は
そ
も
そ
も
時
代
遅
れ
の
官
憲
国
家
思
想
か
ら
出
て
い

る
こ
と
、
集
会
の
自
由
を
損
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
刑
が
重
い
割
に
は
予
防
効

果
が
な
い
こ
と
等
を
理
由
と
い
札
、

旧
ご
一
五
条
(
口

Z
は
大
き
く
改
正
さ

れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
一
五
条
(
暴
動
)
は
削
除
さ
れ
、
一
一
六
条
(
多

駅
位
向
か
)
は
秩
序
違
反
へ
と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
一
二
五
記

は
、
行
為
の
客
体
と
し
て
は
、
警
察
官
等
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
こ
に
至
つ
て
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
の

F
P
と
日
本
刑
法
の
騒
療

罪
と
は
、
同
じ
地
位
に
立
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

現
二
一
五
条
は
、
明
示
的
に
「
公
共
の
安
全
」
を
保
護
法
益
と
し
て
掲
げ
た

た
め
に
、
近
時
に
お
い
て

F
B
を
国
家
に
対
す
る
罪
と
捉
え
る
学
説
は
、
わ

た
く
し
の
知
る
限
り
、
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
公
共
の
安
全
」
の
捉
え

方
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
実
質
的
に

F
B
を
公
共
危
険

罪
と
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
考
え
方
を
紹
介
す

る。
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七

ル
ド
ル
フ
ィ
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
ブ
ル
ッ
フ

ル
ド
ル
フ
ィ
は
、
ま
ず
、
新
一
二
五
条
の
保
護
法
益
を
「
公
共
の
安
全
」
ば

か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
、
多
衆
に
よ
っ
て
合
同
力
を
用
い
て
な
さ
れ
た
暴
行
・

脅
迫
が
向
け
ら
れ
た
人
々
の
生
命
・
健
康
・
自
由
・
財
産
の
よ
う
な
個
人
法

益
を
も
含
む
と
考
心

μ。
次
に
、

一
二
五
条
が
も
っ
と
重
い
刑
を
も
っ
他
の
倒

人
犯
罪
に
対
し
て
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

E
U
に
際
し
て
は
、

全
く
の
と
こ
ろ
、
公
共
の
安
全
の
危
殆
化
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
た
、
個
人
法
益

に
対
す
る
侵
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
す
る
。
つ
ま

り
、
二
つ
の
法
律
が
同
じ
法
益
を
保
護
し
て
い
る
と
き
、
軽
い
方
の
刑
の
適
用

が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
原
則
(
相
対
的
補
充
性
)
が
、

一
二
五
条
に
あ
て
は
ま

一
二
五
条
は
す
で
に
個
人
法
益
に
対
す
る
罪
に
な
っ
た
と
い
え

町
民
J
】

る
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る
(
も
っ
と
も
、
同
じ
一
一
一
五
条
一
項
で
あ
っ
て

も
、
暴
行
・
脅
迫
の
現
実
の
行
伎
の
場
合
と
一
扇
動
の
場
合
と
は
区
別
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
〕
。

る
と
す
れ
ば
、



こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
彼
は
さ
ら
に
、
口
σ
が
他
の
個
人
犯
罪
の
背
後

に
か
く
れ
な
い
と
き
は
、
人
又
は
物
に
対
す
る
暴
行
・
脅
迫
に
つ
い
て
、
そ
の

他
の
個
人
犯
罪
と
の
比
較
で
は
、
刑
罰
に
よ
る
保
護
を
早
め
て
お
り
、
も
し
く

は
刑
の
威
嚇
を
加
重
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
正
当

化
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
多
衆
に
よ
り
合
同
力
を
用
い
て
な
さ
れ
る
暴
行
・

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

脅
迫
に
は
特
別
な
危
険
性
が
あ
り
、
加
え
て
公
共
の
安
全
が
こ
の
攻
撃
に
よ
っ

て
危
殆
化
さ
れ
る
状
況
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
暴
行
の
特

別
な
危
険
性
を
、
被
害
者
が
一
見
し
た
だ
け
で
は
人
数
的
に
把
握
で
き
な
い

官
庁

z
c
z
a
n
v
E
Eる
ほ
ど
の
潜
在
的
な
侵
害
者
(
不
穏
な
敵
対
的
な
多

衆
)
に
直
而
し
た
と
い
う
事
実
に
求
め
、
公
共
の
安
全
の
危
殆
化
を
、
不
特
定

な
多
数
人
が
、
多
衆
に
よ
る
暴
行
の
結
果
と
し
て
、
生
命
・
身
体
・
財
産
に
対

す
る
侵
害
を
懸
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
か
、
特
定
人
(
個
人
又
は
多
数

人
)
に
対
し
て
の
み
な
さ
れ
た
暴
行
が
、
当
該
被
害
者
に
暴
力
的
な
群
集
に
対

す
る
保
護
喪
失
性
の
印
象
を
惹
起
し
、
か
つ
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
暴

行
か
ら
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
住
民
の
路
公
見
が
、
動
揺
さ
せ
ら
れ
る

場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で

bμ
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
テ
ィ
l
デ
マ
ン
及
び
ブ
l
プ
ノ
フ
に
よ
っ
て
も
採
用

こ
れ
に
対
し
、

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
い
つ
き
に
す
ぎ
な
い
。
個
人
に
対
す
る
犯
行
と
い

う
性
質
は
、
少
な
く
と
も
|
同
じ
(
個
人
犯
罪
と
い
う
|
訳
者
注
)
傾
向
下
に

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
「
こ
れ
は
、

あ
る
、
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
犯
行
及
び
公
共
危
険
的
犯
行
に
お
け
る
と
は

異
な
り
|
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
叫
」
と
批
判
す
る
。
こ
の
点
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
、
ル
ド
ル
フ
ィ
の

F
P
に
対
す
る
考
え
方
が
、
「
公
共
危
険
罪
」
に
お
い

て
と
ら
れ
て
い
る
個
人
犯
罪
と
い
う
方
向
の
考
え
方
に
類
似
し
た
方
向
を
め
ざ

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
ル
ド
ル
フ
ィ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
「
客
観
的
な
危
険
の
発
生
を
基

礎
と
す
る
な
ら
格
別
、
単
に
主
観
的
に
不
安
を
穣
成
し
た
り
法
に
よ
る
保
護
に

対
す
る
信
頼
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
が
、
処
利
根
拠
と
し
て
ど
れ
だ
け
合
理
的
な

意
義
を
も
つ
だ
ろ
う
か
」
と
さ
れ
る
岡
本
助
教
授
の
正
当
な

ι…
ず
引
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
、
グ
ロ
l
ル
7

ン
日

ケ
ス
ト
リ
ン
流
の
二
分
説
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
当
該
箇
所
で
述

べ
た
よ
う
に
、
不
特
定
な
多
数
人
が
そ
の
法
益
に
対
す
る
危
険
を
感
ず
る
場
合

と
、
ま
ず
第
一
に
特
定
人
が
害
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
住
民
が
危
険
を
感
ず
る

場
合
を
、
わ
れ
わ
れ
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
ど
ち
ら

の
場
合
も
、
不
特
定
な
多
数
人
が
そ
の
法
益
に
危
険
を
感
じ
た
と
い
う
点
で
ま

と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
「
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
罪
」

と
い
う

F
P
の
体
系
上
の
位
置
か
ら
し
て
、

北法34(1・111)111 

ヤ
ュ
レ
ー
ク
ー
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
個
人
に
対
す
る
罪
と
す
る
の
は
無
理
が
ふ
の
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
「
公

共
」
と
い
う
点
を
捉
え
て
、
極
め
て
「
公
共
危
険
罪
」
に
近
い
も
の
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
内
田
・

各
論
下
巻
四
-
七
頁
注

(
4
Y

(
2
)

新
一
二
五
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
〈
〈
包
・
切
の
回
目
・

F
S
8・

ω・
印
(
)
由
〉
え

-r
切
の
∞
-
-
F
H
U・E
-
∞
-AH叶
N
〉
ユ

-
H
N
-
ω
・九日間山
H
〉
ユ
・

5

2円
・
ぉ
・
)
。

一
二
五
条
①
多
衆
に
よ
り
、
公
の
安
全
を
危
殆
化
す
る
よ
う
な
方
法

で
(
山
口
町
』
口
町
一
司
仏
』
由
。
均
四
口
同
巴
門
町
四

ω』
口
町
叩
円
宮
町
』
丹
内
巾
片
山
山
町
田
1

島
市
口
弘
開
口

巧
包
剖
由
)
、
合
同
カ
を
用
い
て
行
な
わ
れ
る

一
人
又
は
物
に
対
す
る
暴
行
、
も
し
く
は

二
暴
行
を
も
っ
て
す
る
人
に
対
す
る
脅
迫

に
正
犯
又
は
共
犯
と
し
て
関
与
す
る
者
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
行
為
に

つ
い
て
の
多
衆
の
準
備
を
促
進
す
る
た
め
に
多
衆
に
働
き
か
け
る
者
は
、

こ
の
行
為
に
つ
い
て
他
の
規
定
で
よ
り
重
い
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と

き
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

②
一
一
慎
一
号
及
び
二
号
に
記
載
し
た
行
為
が
一
一
一
一
一
条
(
執
行
官
に
対

す
る
反
抗
l
訳
者
注
)
の
罪
と
な
る
場
合
に
は
、
一
一
一
二
条
三
項
及
び
四

項
の
規
定
(
職
務
行
為
の
適
法
性
及
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
関
す
る

規
定
訳
者
注
)
を
準
用
す
る
。

一
二
五
条

a

一
二
五
条
の
特
に
重
い
事
態
に
お
い
て
は
、
そ
の
刑
は

六
月
以
上
一

O
年
以
下
の
自
由
刑
と
す
る
。
次
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し

て
、
特
に
重
い
事
態
が
存
す
る
。
行
為
者
が
、

一
銃
器
を
携
帯
す
る
と
き
、

二
犯
行
に
際
し
て
使
用
す
る
た
め
に
そ
の
他
の
兇
器
を
携
帯
す
る
と

金
¥
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三
暴
行
に
よ
り
他
人
を
死
亡
も
し
く
は
重
い
傷
害
(
二
二
四
条
)
の
危

険
に
陥
れ
る
と
き
、
又
は
、

四
略
奪
を
し
、
も
し
く
は
他
人
の
財
産
に
著
し
い
損
害
を
惹
起
す
る
と

語
C

。
な
お
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
ド
イ
ツ
刑
法
典
・
法
務

資
料
第
四
三
九
号
(
昭
五
七
)
参
照
。

(
3
)

西
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
け
る
「
公
共
の
秩
序
」
及
び
「
公
共
の
安
全
」

を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
、
島
田
茂
「
西
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
け
る
『
公

共
の
秩
序
』
論
」
横
浜
市
大
論
叢
(
社
会
科
学
系
列
)
一
一
一
二
巻
二
H
三

号
〔
昭
五
六
)
一
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
ω
可由円
g
M白立田
n
y
m】
守
関
。
ョ
smHM仲田町

N
Z
S
ω
口
広
何
冊
目
巾
同
Nσ
口
口
町
、
回
仏
・

ロ
・
回
巾
印
・
斗
冊
目
-
(
明
朗
∞
C
i
ω

印
∞
)
・
〈
-
国
・
一
『
・
河
口
向
日
0
]
℃
y
r
開
・
国
O
『
ロ
・
開
・

ω国
ヨ
印
。
口
、
同
由
∞
ゲ
叩

HN印
(
岡
山
口
品
。
戸
田
】
日
比
)
河
内
同
ロ
・

N-

(
5
)
ω
同
(
岡
山
zao-匂
窓
)
・
明
日
N
印
何
色
ロ
-

N
由
tω
。一

FM内
(
〈
・
∞
ロ

σロ。
R
Y

四

HN印
河
内
凶
ロ
・
ゲ

ωU11AFNU
ロ
o
n
y
河
内
同
ロ
・
由
-

(
6
)
ω
関
(
岡
山
口
向
日
0
日間】
F
0
・明

HN印
同
門
宮
・
叶
・

(
7
)
ω
関
(
知
己
ao-匂
F
0
・明

HN日
月
色
ロ
-
H
N・

ハ
8
)

、H，
g色
。
ョ
田
口
P
ω
仲門担内吋巾
n
v
Z
M
M
O
E
F
W
ロ
ロ
仏
ロ
o
m
g
a
F
W
広
島
市
ロ



開ロ円建国同・片田口

N
Z

巳
ロ
叩
B

ω

・
ω
q
H
N
の
-
S叶
O
・
G
-
(但
し
、
(
叩
)
の

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
六

O
頁
に
よ
る
)

(
9
)

戸
開
(
〈
・
回
口
σロ
O
R
Y
明

H
N
印河内同
H
H

・
H
-

〈
川
山
)
河
・
富
田

C
E口7
1
H
Y
の・

ω口町民
O
四
品
目
♂

ω汁
門
戸
内
円
四

n
F
円切

2
・1
門巳戸、吋

a
g・

N
-
H
由
∞
ゲ

ω
・
由
。
l
H
・

(
U
)

岡
本
・
前
掲
刑
法
判
例
百
選

E
各
論
四
五
真
。

第
二
款

ラ
γ
ト
プ
リ
l
デ
γ
ス
プ
ル
ッ
フ
を
社
会
に
対
す
る
罪
と

す
る
そ
の
他
の
見
解

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

戸時
σ
を
公
共
危
険
罪
と
み
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
国
家
に
対
す

る
罪
と
解
す
る
わ
け
で
も
な
い
見
解
も
、
比
較
的
古
く
か
ら
存
在
し
た
。

へ
I
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
各
論
の
分
類
、
及
び
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス

プ
ル
ッ
フ
へ
l
ベ
ル
リ
ン
は
、
「
家
の
平
和
の
撹
乱
」
に
つ
い
て
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン

ベ
ル
ク
刑
法
典
は
「
公
共
犯
罪
」
と
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
は

)
 
'
A
 
(
 

「
個
人
犯
罪
」
と
し
て
お
り
、
「
偽
造
罪
」
に
つ
い
て
も
ま
た
、

そ
の
一
部
は

公
共
犯
罪
に
、
他
の
一
部
は
個
人
犯
罪
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
例
を
あ
げ
、
公
共
犯
罪
・
傭
人
犯
罪
と
い
う
分
類
は
無
益
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
結
局
、
犯
罪
の
分
類
は
極
め
て
自
然
で
、
実
際
上
使
用
可
能
な
、
か

っ
同
時
に
た
い
へ
ん
見
渡
し
ゃ
す
い
や
り
方
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

す
な
わ
ち
、
お
お
ざ
っ
ぱ
な
分
類
を
す
る
の
で
は
な
く
、
犯
罪
が
向
け
ら
れ
る

客
体
、
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
権
利
、
並
び
に
犯
罪
の
態
様
を
基
礎
に

し
て
、
各
章
ご
と
に
い
く
つ
か
の
犯
罪
の
共
通
株
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
と

す
る
。と
こ
ろ
が
、
彼
の
章
立
て
は
決
し
て
無
秩
序
た
も
の
で
は
な
く
、
職
務
犯
罪

を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
国
家
・
社
会
・
個
人
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
存
立
及
び
外
的
安
全
に
対
す
る
罪
・

不
敬
罪
・
当
局
の
威
信
に
対
す
る
罪
・
自
救
行
為
及
び
決
闘
(
以
上
第
二
巻
一

章

i
四
章
)
が
国
家
、
宗
教
に
関
す
る
罪
・
平
和
撹
乱
・
公
共
危
険
行
為
(
以

上
第
二
巻
五
意

l
七
章
)
が
社
会
、
第
三
巻
目
及
び
第
四
巻
目
の
一
部
が
個
人

(
第
四
巻
目
の
残
り
の
部
分
が
職
務
犯
罪
)
で
あ
る
。
「
白
救
行
為
及
び
決
闘
」

は
、
当
局
、
と
り
わ
け
裁
判
権
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お

り
、
国
家
に
対
す
る
罪
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
「
宗
教
に
関
す
る
罪
」
に
お

い
て
は
、
国
家
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
又
は
容
認
き
れ
た
宗
教
だ
け
が
保
護
を
受

け
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
一
方
、
あ
る
宗
派
の
権
利
及
び
静
諮
と
い
う
意

〔

5
)

味
で
の
公
共
の
静
詮
危
殆
化
の
面
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
家
と
社

会
の
双
方
を
考
え
て
い
た
と
も
み
う
る
。

ω
彼
は
、

F
B
で
は
な
く
、
公
然
た
る
暴
力
(
。
由
民

g-Enym
の
叩
毛
色
。

北法340・113)113 

と
い
う
名
称
の
も
と
に
、
法
的
平
和
に
対
し
て
向
け
ら
れ
、
臣
民
の
静
議
及
び

安
全
を
危
殆
化
す
る
犯
罪
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
公
然
た
る
暴
力
は
、
そ
れ
が
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ま
ず
第
一
に
私
人
又
は
私
財
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
主
と
し
て
、

(
6
)
 

又
は
同
時
に
公
共
の
利
益
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
暴
力
で
あ
る
。

こ
の
説
明
自
体
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
臣
民
の
静
諮
及
び

安
全
」
を
体
系
上
社
会
の
方
に
位
置
づ
け
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る。(1
)

岡田市
σ
2込山
P
の
吋
ロ
ロ
門
広
間
同
N
開
会
以
酬
の
ユ
B
E回
目
吋
伸
ロ
宮
田
口
胆
ny
向山内げロ

ロ
叩
ロ
巾
ロ
品
目
ロ
昨
日
山
円
宮
市
ロ
ω

丹一司釦同問目的町件
Nσ
位

nym円一口・同一【・切門戸
ω

・
H
l
ω

・

(
2
)

民間四
σ
2・E
P
白'田・

0
・
ω・
ぐ
同
・
ぐ
O
円者。ュ・

(
3
)

出血巾
-u
巾
H-zp
目・回・

0
・
ω
-
M
H
A肝
l
J
F
M
M
M
l
∞・

(
4
)

民間
m
w
H
M
m
H

・ロ
P
由・白・

0.ω
・
N
q吋・

(
5
)

出血
mvmユ
M
P
白
・
印
・
。
・
ω
-
M由
N
-

(
6
)

回
目
白
宮
円
Z
P
回・白・

0
・
ω・
N
2
?
ω
-
N吋∞・

一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
成
立
以
降
に
お
い
て
は
、
平
和
撹
乱
を
社

会
に
対
す
る
罪
と
捉
え
る
論
者
が
多
数
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ガ
イ
ヤ
l
、

〈

1
〉

〈

1
)

ヘ
ル
シ
ュ
ナ
i
、
ヴ
ア
ッ
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ト
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
I
、
ア
ル
フ
ェ

(
2
)
 

ル
ト
、
ハ
イ
ル
ボ
ル
ン
ら
で
あ
る
o
特
に
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
は
、
大
場
博
士

が
騒
擾
罪
を
「
社
会
ノ
公
安
ニ
対
ス
ル
罪
」
と
解
さ
れ
る
た
め
の
、
重
大
な
手

掛
り
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ピ
ル
グ
マ
イ
ヤ
I
に
お
け
る
社
会
の
法
益
に
対
す
る
罪
、
及
び
ラ
ン
ト

フ
リ
1
デ
ン
ス
ブ
ル
ッ
プ

ビ
ル
グ
マ
イ
ヤ
l
は
、
「
社
会
(
の
2
m
Z∞
門
町
民
丹
)

の
法
益
に
対
す
る
罪
」

北法34(1・114)114 

を
、
個
人
の
法
益
に
対
し
て
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
国
家
と
呼

ぶ
と
こ
ろ
の
、
人
間
社
会
(
冨
E
R
E
-
n
y刊
の
2
m
-
z
n
E同
伴
)
の
か
の
組
織

体

(
O
呂
田
三
国
丘
町
。
ロ
)
の
法
益
に
対
し
て
で
も
な
く
、
人
聞
社
会
そ
れ
自
体

も
し
く
は
そ
の
一
定
の
集
団
又
は
部
分
の
法
益
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
と

捉
え
て
い
る
。

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
犯
罪
は
、
「
身
分
、
婚
姻
及
び
家
族
の
完
全
性
(
同
ロ

g'

の
法
益
に
対
す
る
罪
」
、
「
社
会
の
倫
理
、
す
な
わ
ち
、
性
的
交
際

m円
F
H
h
x一
)

(〈刊吋
F
S
F
る
が
倫
理
の
制
限
内
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

に
関
す
る
人
間

社
会
の
利
益
に
対
す
る
罪
」
、
「
宗
教
上
の
平
和
、
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
団
体
に
お
い
て
人
間
の
宗
教
上
の
欲
求
の
充
足
が
秩
序
及
び
非
撹
乱
性
を
得

て
い
る
状
態
、
の
法
益
に
対
す
る
罪
」
、
「
公
共
の
平
和
、
す
な
わ
ち
、
比
較
的

大
き
な
範
囲
の
人
々
内
部
の
法
的
安
全
性
の
状
態
、
に
対
す
る
罪
」
、
「
交
際
上

の
信
義
・
誠
実
に
対
す
る
罪

i
人
々
の
間
で
の
交
際
に
と
っ
て
特
に
重
大
な
対

象
に
関
す
る
偽
造
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
」
、
「
公
共
危
険
罪
」
の
六
種

で
あ
る
。
ロσ
は
も
ち
ろ
ん
「
公
共
の
平
和
」
に
対
す
る
罪
の
一
種
と
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
参
照
し
え
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
個
人
・
社
会
・
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
的
確
・
簡
潔
に
表
現

し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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・
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ア
ル
フ
ェ
ル
ト
に
お
け
る
社
会
の
法
益
に
対
す
る
罪
、
及
び
ラ
ン
ト
フ

)
 
1
 
(
 
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
ブ

騒擾罪の保護法益についての一考察

ω
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
は
、
マ
イ
ヤ
l
の
死
後
、
そ
の
教
科
書
を
改
訂
し
た
も

の
の
な
か
で
、
各
則
を
ま
ず
「
個
人
の
法
益
(
個
人
的
法
益
)
に
対
す
る
罪
」

と
「
全
体
の
法
益
(
一
般
的
な
法
益
)
に
対
す
る
罪
」
に
分
け
、
次
に
後
者
を

「
社
会
(
の

2m-Z与
え
円
)
の
法
益
に
対
す
る
罪
」
と
「
国
家
の
法
益
に
対
す

る
罪
」
に
分
け
て
い
る
o

彼
は
社
会
を
決
し
て
観
念
的
に
捉
え
て
い
た
と
は
思

わ
れ
な
い
が
、
分
類
の
主
限
は
、
個
人
が
法
益
の
主
体
か
否
か
に
あ
っ
た
の
で

ふ
記
。
し
か
し
、
個
々
人
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
も
法
益
主
体
と
な
ら
な
い

わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「
社
会
の
法
益
に
対
す
る
罪
」
と
い
う
範
鴎
を
設
け
た

こ
と
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
み
う
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
を
個
人
に

近
づ
け
て
理
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
国
家
に
近
づ
け
る
か
の
差
が
で
て
い
る
と

い
え
よ
う
。彼

に
よ
れ
ば
、
「
公
共
の
平
和
」
と
は
、
社
会
の
内
部
に
お
い
て
法
的

安
全
性

(
p
w
n
z
gお
Z
吾
色
。
、
す
な
わ
ち
法
秩
序
の
非
撹
乱
支
配
、
が
保

た
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
主
観
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
状
態
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
住
民
の
間
に
生
き
て
い
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
法
益

(2) 
は
、
な
る
ほ
ど
他
の
攻
撃
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
る
が
、
特
別
な
犯
罪
の
客
体

と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
侵
害
一
又
は
撹
乱
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
情
に
応

じ
て
そ
の
危
殆
化
が
す
で
に
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
個
々
の
ケ
l
ス
に
お
い
て

は
、
現
実
の
侵
害
又
は
危
殆
化
は
要
請
さ
れ
ず
、
し
ば
し
ば
行
為
そ
れ
自
体
が
、

公
共
の
平
和
に
対
す
る
危
険
の
可
能
性

(
5
5
g
o
m
-
-
n
Z
の
町
内
容
E
n
E
皇

内
田
二
g

昆
g
E
n
F
S
E
a
g
)
を
理
由
と
し
て
、
処
罰
さ
九
日
。

こ
こ
で
も
、
「
公
共
の
平
和
」
が
二
つ
の
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、

F
B
が
い
ず
れ
の
面
を
害
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
明
示
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
な
い

o
F
B
に
つ
い
て
の
説
明
に
お
い
て
は
、
そ
の
若
干
の
歴
史
と
行

為
形
態
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
彼
の
理
解
に
従
え
ば
、
「
公
然
と
徒
党
を
組

ん
だ
群
集
か
ら
合
同
力
を
用
い
て
人
又
は
物
に
対
し
て
な
さ
れ
た
暴
力
」
を
捉

え
て
、
公
共
の
平
和
に
対
す
る
危
険
の
さ
ら
に
前
段
階
の
危
険
性
が
認
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
公
共
の
平
和
に
と
っ
て
さ
え
極
め
て

軽
微
な
危
険
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
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(
1
)

出

-
g巾
可
四
円
i
】

Y

〉
日
開

5
・
F
巾
『
回
忌
ロ

n
y
a
2
0
2
z
n
v
g
ω
可
え
・

門担

nF2.
〈
ロ
・
〉
ロ

m
-
u
S
H
N・
ω・
ロ
品
・

(
2
)

富
田
苫
吋
〉
日

-
P
5・
同
・
白
・
。
・

ω-ms-

(
3
)

呂
町
可

2
1注
目
同
市
五
回
・
同
・

0
・

ω・
8
吋
∞
・

一
九
七

O
年
に
改
正
さ
れ
た
一
二
五
条
は
、
ほ
と
ん
ど
一

致
し
て
「
社
会
に
対
す
る
罪
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
個

人
・
社
会
・
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
論
者
に
よ
っ
て
差
が
で
ざ
る

を
え
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、

四

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
お
け
る
社
会
、
及
び
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ

フ

)
 

噌

A(
 
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
各
則
を
「
人
格
及
び
財
産
上
の
価
値
に
対
す
る
犯

行
」
と
「
社
会
的
価
値
に
対
す
る
犯
行
」
に
分
け
、
後
者
の
中
に
狭
義
の
社

会
と
国
家
を
含
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
の
価
値
は
、
個
人
が
集
団

(冨
g
g
)
の
犠
牲
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
個
人
の
価
値
の
背
後
に
位
置
す
る

も
の
で
あ
り
、
他
方
で
、
社
会
の
価
値
を
尊
重
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
公
徳

心
ハ
α時間
g
E
n
y
m
の
2
1目
的

g
)
は
国
家
よ
り
以
前
に
あ
り
、
国
家
に
倫
理

的
基
礎
を
付
与
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
近
の
無
政
府
的
な
活

動
を
例
に
あ
げ
、
国
家
権
力
の
保
護
と
内
的
平
和
の
保
護
と
の
間
に
は
密
接
な

関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
国
家
権
力
に
対
す
る
罪
を
安

易
に
国
家
に
対
す
る
罪
(
国
家
犯
罪
)
に
入
れ
る
こ
と
を
戒
め
、
国
家
犯
罪
と

は
国
家
の
存
立
に
か
か
わ
る
よ
う
な
も
の
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

お。
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確
か
に
、
彼
の
い
う
よ
う
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
等
の
無
政
府
的
な
活
動
は
断
固

排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
群
集
の
性
質
を
す
べ
て
一
色
に
塗

り
潰
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
国
家
と
社
会
は
対

立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
国
家
、
特
に
国
家
権
力
に
全
阪
の
信

頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
力
は
濫
用
さ
れ
が
ち
で
あ
る
か

ら
(2) で
あ
る彼

に
よ
れ
ば
、
「
公
共
の
安
全
の
危
殆
化
」
と
は
、
公
共
の
平
和
の
そ
れ

よ
り
狭
い
も
の
で
あ
り
、
人
又
は
物
に
と
っ
て
の
損
害
の
危
険
の
発
生
を
必
要

と
す
る
。
し
か
し
こ
の
限
定
は
、
今
日
一
般
に
主
観
的
な
安
全
感
、
す
な
わ
ち

安
全
に
対
す
る
信
頼
で
十
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
減
弱
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
被
害
者
が
暴
行
の
偶
然
の
客
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
り
、

特
定
の
人
的
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も
十
分
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
公
共
の
安
全
」

の
持
つ
限
定
性
が
減
弱
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
、
な
ん
ら
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
て
は
い
な
い
。

ωで
述
べ
た
彼
の
認

識
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

(
1
)
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山
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m-
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田
口

g
n
y
l
ω
n
v
g史
凶
巾
ア
回

2
・、吋

2-
吋
巳

5
・
M
-

∞
-H・
0日間

ω
3・



g
g白片
山

r
a巾
『
口
同
門
凹
仲
冊
目
-
ロ
ロ
m-

(
3
)

沼
恒
ロ
吋
同
n
F
1
ω
ロ
可

oam♂
回

2
・、
H
，

m--寸冊目
S
・M-ω・

8
・

五

ブ
ラ
イ
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ

-
フ
ラ
イ
は
、
倫
理
秩
序
に
対
す
る
罪
と
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
罪
を
比
較

し
、
両
者
共
に
比
較
的
固
定
的
な
領
域
で
あ
り
、
生
活
の
基
礎
を
構
成
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
前
者
は
一
個
人
よ
り
多
く
の
人
聞
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
に

対
し
、
後
者
は
国
家
及
び
そ
の
機
関
か
ら
独
立
し
た
共
同
生
活
の
基
本
要
素
が

対
象
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
後
者
に
含
ま
れ
る
犯
罪
と
し
て
は
、
「
社
会
の

平
和
に
対
す
る
犯
行
」
、
「
法
及
び
金
銭
上
の
交
際
の
安
全
に
対
す
る
犯
行
」
、

「
公
共
危
険
的
犯
行
」
、
「
交
通
事
犯
」
、
「
輿
奮
剤
の
濫
用
」
、
「
賭
博
」
が
あ
げ

)
 
-(
 

ら
れ
て
い
る
。

騒擾罪の保護法益についての一考察

F
B
に
お
け
る
公
共
の
秩
序
の
危
殆
化
に
つ
い
て
は
、
「
(
一
一
一
五
条
の
|
訳

者
注
)
規
定
の
意
味
に
よ
れ
ば
、
恐
ら
く
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
な
い
さ
ら
な

る
違
反
行
為
の
危
険
が
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
の
み
理
解
で
き
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
公
共
の
秩
序
が
国
家
及
び
そ
の
機
関
か
ら
一
応
独
立
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
点
、
注
意
を
要
す
る
。

(
1
)

同
伊
豆
白
血
州
市
吋
l
出

-
E
m
-
-
2
5吟
R
Z
ロ
・
回

2
・
寸
自
由
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ロ
-
K
V
ロコ
J
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ω・凶日吋・

〈
2
)

冨
印
刷
肉
叩
?
巴
巳
・
同
・
田
・
。
・

ω・
Mgt叶・

第
三
節

ま
と
め

法
政
〈
各
則
の
構
成
、
社
会
及
び
社
会
(
的
法
益
)
に
対
す
る
罪
の
捉
え

方
ま
ず
、
法
典
各
則
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
国
家
犯
罪
・
個
人
犯
罪
と
い
う
二

分
説
を
と
る
も
の
〔
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
、

一
八
一
三
年

バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
〕
、
国
家
犯
罪
・
個
人
犯
罪
(
人
及
び
物
)
・
職
務
犯
罪
と

い
う
三
分
説
を
と
る
も
の
〔
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
、
一
八
六
一
年

一
八
四

O
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
〕
、
国

ハ
イ
エ
ル

γ
刑
法
典
、

家
犯
罪
・
社
会
犯
罪
・
個
人
犯
罪
と
い
う
一
一
一
分
説
を
と
る
も
の
〔
一
入
二
二
年

バ
イ
エ
ル

γ
草
案
〕
が
存
在
し
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
a

ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
は
、
職

務
犯
罪
を
国
家
・
個
人
の
権
利
に
解
消
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
示
し

て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
と
志
向
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
犯
罪
・
個
人
犯

罪
と
い
う
分
類
は
決
し
て
不
当
だ
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
、
個
人
犯
罪
の
な
か

に
多
数
個
人
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
学
説
に
お
け
る
犯
罪
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
細
か
な
点
を
度
外
視
す
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れ
ば
、
国
家
(
全
体
)
犯
罪
・
個
人
犯
罪
と
い
う
二
分
説
を
と
る
論
者
〔
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
リ
ス
ト
、
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
シ
ュ
レ
ー
ダ

l
H
国
家
犯
罪
・
社
会
犯
罪
・
個
人
犯
罪
と
い
う
三
分
説
を
と
る
論
者
〔
グ



研究ノート

ロ
ー
ル
マ
ン
、

ヘ
ン
ヶ
、
ガ
イ
ヤ
l
、
ヴ
ァ
ッ
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ト
、
ピ
ル
グ
マ
イ

ヤ

へ
I
ベ
ル
リ
ン
〕
が
存
在
し
た
。
へ

i
ベ
ル
リ
ン
は
、
正
確
に
は
、
国

家
・
社
会
・
個
人
(
人
及
び
物
)
・
職
務
と
い
う
四
分
説
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
へ
ン
ケ
に
お
け
る
「
社
会
(
の
冊
目
巳
口
当

2
8〉
」
の
特
殊
性
に
つ
い
て

は
、
当
該
箇
所
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
個
人

及
び
家
族
に
対
す
る
罪
、
財
産
罪
、
公
共
危
険
罪
、
各
種
偽
造
・
偽
証
罪
、
国

家
及
び
国
民
に
対
す
る
罪
と
い
う
五
分
説
を
と
っ
て
い
る
が
、
概
ね
、
前
二
煮

を
個
人
犯
罪
、
次
の
二
者
を
社
会
犯
罪
、
最
後
を
国
家
犯
罪
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
れ
ば
、
三
分
説
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(
1
)
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
の
捉
え
方
の
方

が
問
題
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
グ
ロ

l
ル
マ
ン
、

ケ
ス
ト
リ
ン
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
l
は
、
「
社
会
(
公
共
)
そ
れ
自
体
」
と
い
う

概
念
を
知
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
社
会
犯
罪
と
い
う

範
時
を
設
け
ず
、
そ
の
他
の
論
者
は
設
け
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
い
て

は
、
権
利
の
帰
属
主
体
を
明
確
に
し
、
陵
昧
さ
を
避
け
よ
う
と
す
る
志
向
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
数
の
個
人
を
考
慮
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
場
合
を
一
応

独
立
の
範
隠
と
考
え
た
方
が
、
犯
罪
分
類
上
も
、
実
際
上
の
観
点
か
ら
も
便
宜

的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
犯
罪
を
国
家
犯
罪
と
個
人
犯
罪
と
に
分
け
、
後
者

を
さ
ら
に
一
個
人
と
幾
人
か
の
個
人
と
に
分
け
る
と
い
う
姿
勢
を
み
せ
て
い
た

の
が
、
グ
ロ

l
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
幾
人
か
の
個
人
が
公
衆
に
近
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づ
く
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
観
念
的
な
公
共
へ
と
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ

ぅ
。
そ
の
観
念
的
な
公
共
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
ケ
ス
ト
リ
ン
で
あ

っ
た
。
ケ
ス
ト
リ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
公
共
危
険
罪
と
社
会
そ
れ
自
体
に
対
す
る

罪
と
を
峻
別
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
確
か

に
、
社
会
を
観
念
的
に
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
刑
法
は
、
原
則
と
し

て
、
誰
か
(
主
体
)
の
法
益
に
対
す
る
耐
え
が
た
い
侵
害
(
又
は
危
険
)
を
、

強
制
力
を
も
っ
て
防
御
し
、
又
は
そ
れ
に
対
し
て
威
嚇
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
誰
か
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
事

を
決
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
加
え
て
、
国
家
を
ア
プ

リ
オ
リ
!
な
存
在
と
捉
え
ず
、
個
人
↓
社
会
↓
画
家
と
い
う
思
考
形
態
を
と
る

と
き
は
、
社
会
が
急
に
観
念
的
な
存
在
と
な
る
の
は
不
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
の
が
、
リ
ス
ト
の
見
解
で
あ
る
。

リ
ス
ト
は
、
法
益
と
は
、
人
間
と
し
て
の
存
在
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
あ
ら
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
第
一
に
人
聞
を
念
頭
に
置
い
て

そ
れ
で
は
、

い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
聞
が
個
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
と
全
体
の

一
員
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
「
個
人
の
法

益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」
と
「
全
体
の
法
益
に
対
す
る
可
罰
的
な
行
為
」

と
い
う
こ
大
別
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
中
間



形
態
と
し
て
、
部
分
社
会
の
一
員
と
し
て
の
人
聞
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
、
一
部
の
平
和
の
動
揺
を
直
ち
に
全
体
に

結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
不
当
に
責
任
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
部
分
社
会
は
他
の
部
分
社
会
と
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
と
に
平
和
と
い
っ
た
観
念
的
な
法
益
を
前
提
に
す
え
る
と
き
は
、

部
か
ら
全
体
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
平

和
と
い
う
保
護
法
益
の
「
実
質
」
を
問
題
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
部
分
社

会
と
他
の
部
分
社
会
と
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
当
該
犯
罪
行
為
地
周
辺
を
ま
ず
念
頭
に
置
き
、
果

騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

し
て
そ
の
地
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
法
益
危
殆
化
が
現
実
に
あ
っ
た
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
検
討
を
要
し
よ
う
。

か
よ
う
に
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
「
社
会
」

を
倒
人
の
集
合
体
と
捉
え
、
個

人
・
部
分
社
会
(
多
数
個
人
〉
・
全
体
社
会
(
国
民
全
体
〉
と
い
う
分
類
を
用
い

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
a

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
観
を
、
い
か

に
騒
擾
罪
解
釈
に
生
か
す
べ
き
か
が
、
ま
さ
に
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

(
1
)

社
会
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
文
献
と
し

て
、
碧
海
純
一
・
法
と
社
会
(
昭
四
九
〉
問
。
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
、

内
藤
謙
・
刑
法
講
義
総
論
上
(
昭
五
八
)
五
二

l
三
頁
、
内
田
・
各
論
下

巻
四
一
一
頁
以
下
。

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
ラ
ン
ト
プ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ヅ
ブ

一
五
二
九
年
カ
ロ
リ
ナ
第
三
草
案

ド
イ
ツ
刑
法
は
、
日
本
刑
法
と
異
な
り
、

(
三
三
条
、
一
三
五
記
)
以
来
一
九
七

O
年
第
三
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ
る

改
正
に
至
る
ま
で
、
当
局
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
暴
動
と
私
人
に
対
し
て
向
け

ら
れ
る

F
E
を
基
本
的
に
区
別
し
て
い
た
。
従
っ
て
、

F
B
の
方
に
つ
い
て

は
、
日
本
刑
法
よ
る
も
は
る
か
に
「
公
共
危
険
罪
」
と
捉
え
や
す
い
は
ず
な
の

に
、
案
に
相
違
し
て
、
国
家
、
国
家
権
力
に
対
す
る
罪
と
す
る
の
が
通
説
的
な

理
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
共
危
険
罪
と
捉
え
る
見
解
も
少
数
な
が
ら
存
在

し
た
こ
と
は
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
行
為
形
態
は
一
様
で

は
な
い
。
ま
ず
、
「
武
装
集
団
に
よ
る
静
議
撹
乱
}
と
い
う
捉
え
方
(
グ
?
ー

ル
マ

γ
)
自
体
は
、
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
平
札
制
上
の

nユ

g
g
宮
巳
即
時
E
n
g
m
o
a
R
i
o
-え
曲
目
(
平
和
の
破
壊
又
は
侵
害
罪
)

を
ロ
l

マ
法
の
ロ
ユ
5
2戸
〈

U
Uロ
豆
一
円
間
四
(
公
的
暴
力
罪
)
に
含
ま
れ
る
も
の

と
理
解
し
、
後
者
の
定
義
を
前
者
に
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
個
の
犯
罪
と

し
て
の

F
B
の
基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
る
ガ
イ
ル
以
来
の
伝
統
的
な
捉
え
方

で
あ
る
。
た
だ
、
グ
ロ

l
ル
マ
ン
の
捉
え
方
に
若
干
新
し
さ
が
あ
っ
た
わ
け
で

北法34(1・119)119 

あ
る
(
し
か
し
、
保
護
法
益
と
し
て
は
静
議
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
真
正
の
公
共
危
険
罪
と
し
て
の
理
解
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
)
。

次
に
、
口
ず
を
財
産
損
壊
の
加
重
形
態
の
面
か
ら
公
共
危
険
罪
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
方
向
を
示
す
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
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あ
っ
た
(
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ソ
普
通
ラ
ン
ト
法
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ

ン
刑
法
典
〉
。
さ
ら
に
、
群
集
の
自
然
力
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
っ
た

ベ
ル
)
。
こ
の
ヒ
ッ
ベ
ル
の
見
解
は
、

(
ヒ
ッ

不
十
分
さ
を
含
む
と
は
い
え
、
極
め
て

わ
れ
わ
れ
の
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
、
や
は
り
若
干
問
題
を

含
む
と
は
い
え
、
ル
ド
ル
フ
ィ
(
テ
ィ

1
デ
マ
ン
及
び
ブ

I
プ
ノ
フ
)
に
よ
っ

て

5
の
新
た
な
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
お

(
1
)

〈
包
・
同
・
関
門
O
目印円}岡市ロ・

0
mロ
Z
n
y
m
m巾
n
v
z
m相
田

nvrFZN-HmV4ω
・

ω
-
M
O由
lJ『

H・-ロ回一
σ・
ω
-
N
4
H・

(
2
)

口問。

M
M

巴
ロ
ロ
nro
の
2
1
-
n
y
g
o吋
己
ロ
ロ
ロ
間
関
包
凹
由
同
・
間
同
『
て
凹
〈
・

F21MEH出
向
田
〈
-
国

-
N。
冊
目

up
同∞叶
A
Y
ω
・
H
Oア

ω・]FOU-

(
3
)

ラ
ン
ト
平
和
令
と
は
、
フ
ェ

1
デ
を
制
限
・
制
圧
す
る
た
め
に
、
及
び

強
盗
や
公
共
の
安
全
の
妨
害
と
み
う
る
諮
々
の
犯
罪
を
制
圧
す
る
た
め
に

発
布
さ
れ
た
世
俗
的
な
法
律
又
は
ア
イ
ヌ
ン
グ
で
あ
る
と
さ
れ
る

(m-

出

F
ロ即日

ωロ
え
g
n宮内山
2
骨
三
日
n
y
g
M
g広
g
g
P
R♂
同
・
吋
巳
f

HUN0・
ω・吋
l
∞
・
)
一
方
、
円
、
同
σ
と
は
、
あ
る
ラ
ン
ト
平
和
令
中
に
規
定
さ

れ
た
義
務
を
侵
害
し
た
場
合
す
べ
て
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
(
出
・
出
o-N'

月
岡
山
口
巾
ア
戸
田
ロ
内
回
同
ユ
史
凶
伺
ロ
ロ
一
〔
問
、
田
口
弘
片
岡
1-m己
巾
ロ
ロ
ロ
色
戸
田
口
弘
同
H1-ma伺ロ凹・

σ吋ロ
n
F〕

ω
・
一
戸
先
日
目
、
山
口
一
回
目
ロ
仏
者
。
ユ
mH1ゲロ
n
y
Nロ
司
会
正
門
的
n
F
2困
問
中

n
F
g
m
g
n
E
n
v
z
ロ
・
回
円
四

-
H
S∞
・
〉
。
両
者
の
定
義
を
併
せ
考
え
る
と
、

戸時

σ
と
さ
れ
る
行
為
は
、
フ
ェ

l
デ
・
強
盗
等
の
公
共
の
安
全
妨
害
行
為

に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
前
者
の
定
義
は
ラ

γ
ト
平
和
令
の
核
心
を
表
現
し
た
に
と
ど
ま
り
、
ヒ
ス
自
身
が
あ
げ
て
い

る
よ
う
に
(
国

Fω
・
5
・
H
C
・
)
、
例
え
ば
こ
ニ
世
紀
バ
イ
エ
ル
ン
の
諸
ラ

ン
ト
平
和
令
は
、
様
々
な
違
警
罪
的
な
行
為
を
規
定
す
る
た
め
に
も
用
い

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
犯
罪
が
一
般
法
(
例
え
ば
、
ザ
ク

セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
二
、
こ
れ
に
つ
き
、
久
保
正
幡

H
石
川
武
H
直
居
淳
訳
・
ザ
ク
セ

γ
γ

ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
(
昭
五

一
一
)
一
五

O
頁
以
下
参
照
)
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ヲ
ン

ト
平
和
令
は
、
そ
の
晩
年
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
フ
ェ

1
デ

の
制
限
・
制
圧
に
つ
い
て
の
み
規
定
す
る
に
至
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、

F
P
も
ま
た
、
フ
ェ
l
デ
の
制
限
・
制
圧
に
つ
い
て
の
規
定
違
反
に
限
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
(
出
2
・
ω
-
H
m
-
N
0・
)
。
こ
の
点
に
つ

き
、
ハ
イ
ル
ポ
ル
ン
も
ま
た
、
一
四
九
五
年
永
久
ラ

γ
ト
平
和
令
及
び
一

五
四
人
年
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
・
-
フ

γ
ト
平
和
令
を
引
き
合
い
に
出
し
つ

つ
、
そ
れ
ら
は
、
フ
ェ

1
デ
を
誘
発
し
か
ね
な
い
挑
発
行
為
に
つ
い
て
の

規
定
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
も
つ
ば
ら
フ
ェ

l
デ
(
色
白
旬
開
}
丘
巾
ロ
)
の

み
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(出
g
g
o
H
P
U
5
m
g
n
E
n
y己目
n
y印
刷
出
g
z
n
w開
Z
口
開
会
話
回
再
開
吋
即
時
間
団

戸
田
口
円
ば
丘
町
a
g目
σ
E
n
-
r
N
ω
件
当
・
切
色
-
H∞・

ω・
N∞・
)

0

「
あ
ら
ゆ
る
個
々

的
に
列
挙
さ
れ
た
行
為
は
、
ブ
ェ
l
デ
の
一
部
を
な
し
、
こ
の
一
部
を
な

す
が
ゆ
え
に
の
み
名
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
偏
見
の
な
い
考
察
か
ら
し
て
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
は
あ
り
え
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
フ
ェ

1
デ
を
始
め
る
者
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
少
な

く
と
も
一
定
数
以
上
自
分
の
回
り
に
大
勢
の
従
者
を
集
め
た
。
そ
の
こ
と

が
あ
ま
り
に
も
通
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
個
々
人
の
諸
々
の
暴
力
行
為

は
、
容
易
に
は
フ
ェ
l
デ
の
諸
行
為

(
F
L丘
四
月
戸
但
ロ
門
ロ
ロ
ロ

mmロ
)
と
し
て

北法34(1・120)120 



騒擾罪の保護法益についての一考察 (1) 

(
史
料
中
に

l
訳
者
注
)
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

以
上
の
よ
う
な
理
解
は
、
ラ

γ
ト
平
和
令
の
歴
史
的
展
開
か
ら
導
び
か

れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
恐
ら
く
正
当
な
も
の
と
忠
わ
れ
る
が
、
疑
問
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
永
久
平
和
令
一
条
及
び
ニ
条
は
、
次
の

よ
う
に
規
定
し
て
い
る
(
出
色

-σo口
r
ω
・
M
M
l
ω

む
わ
け
で
あ
る
が
、
直

ち
に
フ
ェ

l
デ
の
み
を
規
定
し
た
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
な
い
よ
う
に

も
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
か
よ
う
に
し
て
、
こ
の
公
布
の
時
か
ら
、

ど
ん
な
高
位
、
身
分
の
人
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
種
類
の
人
で
あ

れ
、
何
人
も
、
他
の
者
に
復
讐
を
な
し
、
戦
闘
を
仕
掛
け
、
強
奪
し
、
逮

捕
し
、
襲
撃
し
、
包
囲
し
(
仏
叩
ロ
田
口
色
町
吋
一
口

σ
2
d
v仏
o
p
σ
叩}内丘四

mmw口、

σ巾同・白
Zσ
巾
P
〈白『回目
P
口
σ
2・N
目白

}MgM-σ
冊目白

mm凶
同
・
ロ
)
て
は
い
け
な
い
、
そ

れ
に
加
え
て
自
分
自
身
を
通
じ
て
又
は
誰
か
他
の
考
を
通
じ
て
、
彼
の
た

め
に
以
上
の
こ
と
に
加
担
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
裁
館
、
都
市
、
市
場
、
防
御
施
設
、
村
、
農
家
、
又
は
小
村

に
侵
入
し
、
も
し
く
は
他
の
者
の
た
め
に
暴
力
行
為
を
用
い
て
悪
意
を
も

っ
て
占
領
し
〈
O
色
町
円
者
四
三
四
吋
回

σ師同町沼町

g・
0
仏
四
円
。
ロ
骨
印
白
ロ

amE

当
日
開
ロ
ヨ
凹
仲
間
四
毛
色
包
同
町
四
円
吾
白
骨
肉
円
叩
〈
開
口

-wv包
ロ
ロ

m
g巾
ロ
)
、
あ
る
い

は
故
意
に

(mmJqmユ
-ny)
火
を
用
い
て
又
は
そ
れ
に
類
し
た
他
の
方
法
で

煩
害
を
与
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
ま
た
何
人
も
、
そ
の

よ
う
な
行
為
者
に
助
言
、
助
力
又
は
ど
ん
な
他
の
や
り
方
に
お
い
て
で
あ

れ
、
援
助
も
し
く
は
後
押
し
を
し
て
は
い
け
な
い
、
知
っ
て
い
て
(
当
2
・

8
口
三
口
『
)
又
は
故
意
に
泊
め
た
り
、
か
く
ま
っ
た
り
、
食
物
を
与
え
た

り
、
も
し
く
は
飲
物
を
与
え
た
り
、
滞
め
た
り
、
あ
る
い
は
黙
認
し
た
り

し
て
も
い
け
な
い
:
:
・
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
公
然
た
る
ブ
ヱ

l
デ
及
び
宣
戦
布
告
(
田
口
。
同
町
ロ
〈
叩

r
a
n
g口弘

〈
2
・4
弓
同
町
『
ロ
ロ

m)
を
全
-
フ
イ
ヒ
を
通
じ
て
廃
棄
し
、
除
去
し
た
、
こ
れ

に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
を
廃
止
し
、
そ
し
て
ロ
1
7
王
国

(HN352nym吋

関
口
巳

E
R
F
mご
か
ら
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
こ
の
文
書
の
発
効

に
よ
り
完
全
に
な
る
」

こ
の
疑
問
点
を
留
保
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
触
れ

て
お
く
に
と
ど
め
る
。
つ
ま
り
、
「
ラ
ン
ト
フ
リ

l
デ
(
戸
田
口
己
片
岡
田
芯
色
町
ロ
)

と
い
う
表
現
は
中
世
後
期
に
は
じ
め
て
領
域
の
平
和
に
つ
い
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
時
と
し
て
国
王
の
平
和
(
同
内
α己
mロ
nym『
司
門
広
島
市
)
を

意
味
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
四
九
五
年
の
永
久
ラ

γ
ト
平

和
令
ま
で
は
、
一
フ
ン
ト
の
平
和
と
い
う
表
現
は
公
式
に
ラ
イ
ヒ
レ
ベ
ル
の

平
和
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
て
も
、
ラ
イ
ヒ

の
ラ
ン
ト
の
平
和

(manE色
白
ロ
門
同
町
丘
町
色
合
同
)
と
い
う
自
家
撞
着
し
た

(
者
広
巾
円
回
目
口
三
間
)
表
現
で
あ
っ
た
。
」
と
す
る
ク
レ
エ
ツ
シ
ェ
ル
の
批

判
(
関

5
2
n
y巾
-
r
u
mロ丹田
ny叩
河
町

n
v
z
m
g
n
E
n
F
S
H
-
同由叶

N-ω-

H

∞∞
l
叶
・
こ
れ
に
対
し
て
、
村
上
淳
一
・
近
代
法
の
形
成
二

O
八
頁
注
(

3

)

参
照
)
、
及
び
「
こ
の
(
円
、
同
ロ
円
ロ
ユ
伺
仏
叩
ロ
田

σ
コH
n
F

と
い
う

l
訳
者
注
)

言
葉
は
新
し
く
、
一
五
三

O
年
よ
り
以
前
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
中

世
の
史
料
は
、
宮

H
i
o
g
g
-
円高

n
z
i
o
-巳
0
5♂
守

E
H
u
z
m
n
r
g

あ
る
い
は
同
ユ
色

σ門口
n
E
m
mロ
戸
内

z
g
p
同
門
広

σ円
相
円
宮
何
回
・
ロ
と
い
っ
た
表

現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
と
す
る
ヒ
ス
の
指
摘
(
回
目
的
・

ω・
回
申
〉
ロ
ヨ
-

A
F
)

・
)
が
存
在
す
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

F
F
F
同
σ
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
こ
と
で
あ

り
、
円
、
同
と
い
う
表
現
以
前
に
は
、
ヨ
ロ
F

匂
山
一
一
円
肉
巾
ロ

2di--印
・
あ
る
い
は
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円

】

釦

H
Z吋
吋
曲

mr

℃
回
同
℃
円
。
ユ
ロ
ロ
山
田
町
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た

(回目的・

ω・
叶
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
実
質
的
に
は
、
一
般
的

な
平
和
(
令
〉
、
あ
る
い
は
領
域
の
平
和
(
令
)
と
い
う
概
念
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
に
こ
だ
わ
っ

て
「
ラ
ン
ト
フ
リ

l
デ
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

言
う
必
要
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
、
地
理
的
な
適
用
範

囲
を
区
別
す
る
た
め
に
、
-
フ
イ
ヒ
レ
ベ
ル
の
平
和
令
を
ヲ
イ
ヒ
平
和
令

(
一
般
的
な
平
和
令
)
、
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
の
平
和
令
を
ラ
ン
ト
平
和
令
と
呼

ぶ
こ
と
は
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
フ
リ

I
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ
」
に

つ
い
て
も
ま
た
、
ラ
イ
ヒ
平
和
令
に
違
反
し
た
場
合
を
「
ラ
イ
ヒ
」
フ
リ

ー
デ
ン
ス
プ
ル
ツ
フ
、
ラ
ン
ト
平
和
令
に
違
反
し
た
場
合
を
「
ラ
ン
ト
」

フ
リ
l
デ
ン
ス
プ
ル
ッ
フ
と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ス
の
指
摘
は

必
ず
し
も
こ
の
こ
と
を
排
除
す
る
趣
旨
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
残
さ
れ
た
問
題
は
、
何
色
n
y印
阿
国
ロ
色
町
Z
S刊
ロ
と
い
う
表

現
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
よ
う
。
確
か
に
、
河

m
w
v

と

F
回
ロ
与
と
が
、
い
ず
れ
も
領
域
的
な
ま
と
ま
り
を
意
味
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
ク
レ
エ
ツ
シ
ェ
ル
の
批
判
す
る
よ
う
に
、
「
自
家
憧
着
し
た
表
現
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
方
と
も
に
領
域
的
な

ま
と
ま
り
を
意
味
し
て
い
る
と
解
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
、
史
料
上
問
2
n
y己
白
ロ
民
ユ
白
色
町
ロ
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
全
く
否
定
し
去
る
の
は
穏
当
な
や
り
方
と
は

思
わ
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
永
久
平
和
令
の
有
す
る
特
別
な
意
義
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
永
久
平
和
令
は
、
近
世
の
魁
た
る
地

位
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
フ
ェ

l
デ
を
一
掃
し
て
ラ
イ
ヒ
に

永
久
的
な
平
和
を
樹
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で

の
平
和
令
(
特
別
な
平
和
と
い
う
性
質
を
払
拭
し
き
れ
な
い
も
の
、
こ
の

点
に
つ
き
、
石
川
「
ド
イ
ツ
中
世
の
平
和
運
動
に
お
け
る
『
公
共
性
の
理

念
』
仰
」
歴
史
学
研
究
一
七
三
号
(
昭
二
九
)
一
九
頁
参
照
)
と
は
質
を

異
に
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
も
っ
と
も
、
一
一
五
二
年
に
フ
リ
ー

ド
リ
ッ
ヒ

I
世
に
よ
っ
て
無
期
限
の
平
和
勅
令
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
時
機
尚
早
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
平
和
令

に
よ
っ
て
直
ち
に
平
和
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
平
和
の
担
い

手
と
し
て
も
、
ラ
イ
ヒ
よ
り
も
む
し
ろ
ラ
ン
ト
が
前
面
に
出
て
く
る
わ
け

で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
従
来
の
平
和
令
の
到
達
点
と
し
て
、
フ
エ

l
デ
を
原
理
的
に
否
定
し
た
と
い
う
点
で
、
象
徴
的
な
地
位
を
付
与
し
て

も
か
ま
わ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
中
世
の
平
和
令
と
は
異

な
っ
た
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
問

2nv

は
領
域
的
な
ま
と
ま
り
を
意
味
す
る
が
、
戸
田
ロ
弘
同
門
仲
町
内
凶
叩
ロ
と
は
、
「
ラ

γ

ト
」
の
「
平
和
」
で
は
な
く
、
「
ラ

γ
ト
平
和
」
、
す
な
わ
ち
「
公
共
の
平

和

3
R
gユ
ロ
n
F
2一
司
丘
町
内
回
巾
ご
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

戸
田
口
弘
同
江
町
内
ぽ
一
ロ
を

O
R巾
ロ
丘
町
n
F巾
門
司
ユ
巾
乱
開
と
同
視
す
る
理
解
は
、
後

年
、
ピ
ソ
デ
ィ
ン
グ
(
第
一
節
第
二
款
三
参
照
)
、
ア
ル
ン
ト
(
第
一
節

第
二
款
四

ω参
照
)
、
ハ
イ
ル
ポ
ル
ン
(
間
四
日

5
0
5・
巴

2
・
F
白
ロ
段
丘
町
・

号
ロ
凹
宵
R
Y
E
n
v
号
B
刷

E
n
F
Z口
弘
想
定
同

N
E
n
F
W
N自
宅

-
E
-

H

伊
∞
-
N
区
・
)
等
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
4
)

出
巴
-σ
。コ

f
u芯
相
州
市
印
ロ
Y
W伊
丹

-wvm
開
口
件
当

-nr己
ロ
ロ
』
刷
会
山
田
∞
巾
・

相川氏問凹

E口
氏
三
乱
。
ロ
由

σ
E
n
y
N
g巧・

E
・

g-ω
・
路
町
・

な
お
、
ガ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

F
・
ヴ
ィ

l
ア
ッ
カ

I
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日
鈴
木
禄
弥
訳
・
近
世
私
法
史
(
昭
一
三
ハ
)
人
名
猿
引
一
八
七
参
照
。
さ

ら
に
、
当
・

ω己
目
白
『
?
の
白
日
目
〔
の
白
山
「
の
叩
山
、
「
。
3
L巾
〕
・
〉
ロ
弘
司

g
p
g
H

出
問
。
円
切
門
戸

ω・同
ω
叶同時・

(
5
)

し
か
し
、
新
一
二
五
条
は
確
面
た
る
地
位
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
「
現
行
の
効
果
の
な
い

F
B
の
構
成
要
件
に
、
公
共
の
平
和
を
保
障

す
る
機
能
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
掛
声
の
も
と
に
、

連
邦
参
議
院
に
よ
り
、
「
集
会
法
及
び
刑
法
典
の
改

E
の
た
め
の
法
律
の

草
案
」
(
一
九
八
一
年
一

O
月
九
日
)
が
、
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
(
〈
包
・
の
・
〉
吋
N
Y
戸田ロ向日同ユゆ内同内出回目ず吋
c
n
y
ロロ仏

U
S
H回。ロ
a

回片

E
H
Z回
国
内
司
巳
ゲ
冊
目
片
l

吉田
σ
2
0ロ品。円叩
N
ロ
円
関
門
戸
宮
町
口
問

-
z
u
E
D
m
a
m
w回

忌
広
窓
口
同
町

al--口
一
回
〉
巴
∞
M
-

国巾

p
p
ω
・
N
S
同
・
吉
田

σ・
ω
-
N
a
一

口。

ny
戸
一
同
〈
O
円
掛
H
N
印
(
〈
・
∞
zσ
ロ
。
時
)
岡
山
内
凶
ロ
・
∞
・
)
。
従
っ
て
、
事
態

は
ま
だ
流
動
的
と
い
え
よ
う
。

三

補

足

騒擾罪の保護法益についての一考察

本
稿
に
お
い
て
は
直
接
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
戸
内

σ
が
社
会
の
平
和
に
対

す
る
罪
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
多
衆
(
又
は
幾
人
か
の
者
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
の
に
対
日
国
家
全
体
の
平
和
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
内
乱
罪

(
問
。
ロ
}
言
。
円
円
同
庁
)
が
、
通
常
一
人
で
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
形
式
を
と
っ
て

い
る
(
司
自
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
国
家
に
対

す
る
反
逆
、
誠
実
義
務
違
反
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
に
対
し
て

誓
約
し
た
個
々
の
臣
民
が
そ
の
誓
約
を
破
る
の
が
内
乱
で
あ
る
、
誓
約
は
個
々

人
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
破
棄
は
個
々
人
に
よ
り
可
能
で
あ
る
。

こ
の
立
場
を
徹
底
す
れ
ば
、
誓
約
す
る
こ
と
の
で
き
る
臣
民
(
狭
義
)
と
外
国

人
を
含
め
た
臣
民
(
広
義
)
と
を
区
別
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ン
ケ

に
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
通
常
は
そ
こ
ま
で
徹
底
す

る
こ
と
は
な
く
、
同
様
に
誠
実
義
務
違
反
か
ら
内
乱
を
説
明
し
て
い
る
一
八
五

一
年
プ
ロ
イ
セ

γ
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
二
人
又
は
そ
れ
よ
り
多
く
の
人
間

(
六
三
条
)
、
通
則
(
悶

E
Z
P
S含

に
よ
る
内
乱
共
謀
を
明
示
的
に
規
定
し

回

2
5露
出
口
口
開
問
ロ
)
も
ま
た
、
国
内
で
の
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
の
処
罰
を
規

定
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
(
三
条
)
、
国
外
で
の
外
国
人
に
よ
る
プ
ロ
イ

セ
ン
に
対
す
る
内
乱
行
為
を
も
処
罰
で
き
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
四
条
一

号)。次
に
、
誓
約
説
に
近
い
が
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
基
本
契
約
破
棄
説
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
契
約
は
国
家
と

個
々
の
市
民
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
破
棄
も
ま
た
個
々

的
に
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
内
乱
を
「
市
民
又

は
法
律
が
市
民
と
同
視
し
て
い
る
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
も
し
く
は
試
み
ら

れ
た
、
市
民
の
基
本
契
約
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
市
民
社
会
の
諸
規
定
を

破
棄
す
る
行
為
〕
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
全
く
の
私
見
に
と
ど
ま
る
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
内
乱
と
は
、
日
本

刑
法
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
な
わ
け
で
は
な
く
、
後
者
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
大
逆

行
為
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
o

君
主
の
殺
害
等
は
一
個
人
に
よ
っ
て
も
で
き
な
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Hokkaido L. Rev. 

Eine Betrachtung uber das geschutzte Rechtsgut 

des Landfriedensbruchs (Lfbs) (1) 
一-Aus der Sicht d巴sBegriffes ..Gesellschaft“im Strafrecht一一

Tsukasa lTo* 

Einleitung-Problemstellung uber das geschutzt巴 Rechtsgutdes Lfbs und 

Ausgabe des Aufsatzes 

1. Kapitel Der Lfb im deutschen Strafrecht 

Paragraph 1. Lehrmeinungen， die den Lfb als Verbrechen gegen den 

Staat betrachten 

Titel 1. Einige Lehrmeinungen， die den Lfb als Verbrechen gegen 

die Staatsgewalt betrachten 

Titel 2. Ubrige Lehrmeinungen， die den Lfb als Verbrechen gegen 

den Staat betrachten 

Paragraph 2. Lehrmeinungen， die den Lfb als Verbrechen gegen die 

Ges巴llschaftbetrachten 

Titel 1. Lehrmeinungen， die den Lfb als gemeingefahrliches Ver-

brechen betrachten 

Titel 2. Andere Lehrmeinungen. die den Lfb als Verbrechen gegen 

die Gesellschaft betrachten 

Paragraph 3. Zusammenfassung (in diesem Heft) 

II. Kapitel Der Lfb im japanischen Strafrecht 

Paragraph 1. Die Herkunft der Meinungen， die das geschutzte Rechts・

gut des Lfbs als "den o妊entlichenFrieden“betrachten 

Paragraph 2. Eine Betrachtung uber das geschutzte Rechtsgut des Lfbs 

Paragraph 3. Das Verhaltnis zwischen der Lehre vom "offentiliche 

Frieden“und den Meinungen， die das geschutzte Rechtsgut des Lfbs 

als "Leben， Gesundheit，くFreiheit)oder Eigentum unbestimmter oder 

vieler Personen“betrachten 

Schluβ-Zusammenfassung des Aufsatzes und kunftige Aufgabe 

Einleitung. In letzter Zeit gewinnen die Meinungen， die das geschutzte 

Rechtsgut des Lfbs als "Leben， Gesundheit， (Freiheit) oder Eigentum 
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unbestimmter oder vieler Personen“betracht巴n，an Einfl.uβim japanischen 

Strafrecht， insbesondere der Dogmatik. Der Aufsatz ist geschrieben， um 

diese Meinungen zu unterstutzen. 

1m I. KapiteI， ubergeh巴 ichden Lfb und den Begri妊 "Gesellschaft“im

deutschen Strafrecht seit der Neuzeit， weil wir von ihm bis heute beein. 

fl.uβt worden sind und den Lfb als Verbrechen gegen die Gese11schaft 

betrachten. Paragraph 1. Hier analysier巴 ichdie folgenden: P. J. A. v. 

Feuerbachs Meinung uber die Gesel1schaft， Der Lfb in den Strafgesetz-

buchern fur das Konigreich Baiern von 1813 und 1861， F. v. Liszts 

Meinung uber die Klassifikation des Verbrechens und den Lfb， E. Henkes 

Meinung uber das Verbrechen g巴gendas Gemeinwesen und den Lfb， 

Der Lfb im Criminal=Gesetz=Buch fur das Herzogthum Braunschweig 

von 1840， K. Bindings Meinung uber den Lfb， A. Arndt， R. Maurach， 

H. Welzels Meinungen uber den Lfb. 

Paragraph 2. Hier analysiere ich die folgenden: K. L. W. v. Grolmanns 

Meinung uber das Verbrechen gegen die Gesellschaft und den Lfb， R. 

Kost!ins Kritik gegen Grolmanns Meinung， Analyse uber Grolmann und 

Kost!ins Meinungen， Der Lfb im Al1gemeinen Landrecht und 5tGB fur 

die preussischen Staaten von 1794 und 1851， R. v. Hippels Meinung uber 

den Lfb， H. J. Rudolphis Meinung uber den Lfb， C. F. W. J. Ha巴berlins

Meinung uber die Klassifikation des Verbrechens und den Lfb， K. Birk-

meiers Meinung uber das Verbrechen gegen die Gesel1schaft und den Lfb， 

P. Allfelds Meinung uber das Verbrechen gegen die Gesellschaft und den 

Lfb， F -C. Schroeders Meinung uber die Gesellschaft und den Lfb， H. 

Bleis Meinung uber den Lfb. 

Paragraph 3. Hier fasse ich dieses Kapitel zusammen. 1ch verstehe 

die Gesellschaft als eine Versammlung der Menschen. Und man so11 

zwischen der Gesellschaft als Ganzes und Teile der Gesellschaft unter-

scheiden. Einmal betrachteten die herrschenden Meinungen im deutschen 

Strafrecht den Lfb als Verbrechen gegen den Staat und die Staatsgewalt. 

Aber heute betrachten sie ihn als Verbrechen gegen die Gesellschaft. 

Und ich denke， er ist ein Verbrechen gegen einen Teil der Gesel1schaft. 

Aber die Frage "wie sol1 das geschutzte Rechtsgut des Lfbs interpretiert 

werden?“wird im folgenden Kapitel b巴handelt. Hier behaupte ich， daβ 

Hippels Meinung uber den Lfb uns nutzt. 
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